
平成 30 年度 老人保健事業推進費等補助金 

老人保健健康増進等事業 

 

 

 

 

 

 

高齢単独世帯等の看取り、介護のあり方に 

関する調査研究事業 
 

 

 

報告書 
 

 

 
 

平成 31（2019）年３月 

 

 

 

 

 
 

  



 



 

 

 

はじめに 
 

本報告書は、平成 30 年度厚生労働省老人保健事業推進費補助金老人保健健康増進等事業で行われた

『高齢単独世帯等の看取り、介護のあり方に関する調査研究事業』の研究成果を取りまとめたもので

ある。 

 

【本事業の調査・提案テーマ】 

今回実施した調査研究事業では、２つのテーマに関する実態把握を行っている。 

第一の調査テーマは、地域包括ケア推進における看取り、介護のありかたについて、全国の市区町

村の取組動向を把握することである。今後増加する単身高齢者等を含めて、人生の最終段階まで安心

して暮らすためには、看取りや臨死時期や死後の事柄はとても大切である。国民の不安や懸念も急速

に高まっている課題について全国の市区町村はどう考えているのかということである。ただし、今回

は、自宅ということではなく、施設ではないところでという形になっている。 

第二の調査テーマは、高齢者向け集合住宅のうち有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に

焦点をあて、単身高齢者等を含めて人生の最終段階まで安心して過ごせる住まいの選択肢としてどの

ように看取りや介護に取り組んでいるのか、その実態と課題状況を把握することである。 

本来であれば、長年住み慣れた自宅における看取りをどうするかということの実態とともに、あり

方を検討しなければいけない。単なるキャッチフレーズではなく、それが難しいのがなぜか、そして

それを解決するにはどうすればよいのか、そのための調査である。しかしながら、今回は、ある意

味、環境が統制された有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に絞った。 

これは実は、現実問題として事業運営上も、そして、迫られた対応として行っているというマネジ

メント上のことが浮き上がっているからである。それに比して、長年住み続けた自宅の場合は統制環

境が異なる。 

本事業では、２つの調査テーマに関する全国の実態把握調査を通して明らかにできたファクトに基

づいて、最後に、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅が、単身高齢者等も含めて、人生の

最終段階まで住み続けられる住まいとして一層充実を図っていくために、全国の市区町村やこれらの

高齢者向け集合住宅の経営者、及び地域の医療・看護・介護関係専門職等が取り組むべきことについ

て提案も行った。 

  

【実施した調査の実施概要】 

本調査研究事業では、全国の対応状況を包括的に把握するため、全国の全市区町村行政を対象とす

る郵送アンケート、及び 10,000 件の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を対象とする郵送

アンケートを実施した。さらにそれらの集計分析、考察を深化させるべく、自治体（地域包括支援セ

ンターを含め）や、上記の高齢者向け集合住宅の担当専門職や管理者に対する訪問インタビューを行

っている。その実施概要は以下のとおりである。 

○【市区町村アンケート】 

 対象：全国の市町村及び特別区 計 1,741 市町村及び特別区 

 方法：郵送法 

 回収結果：674件（回収率 38.7%） 

○【有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅アンケート】 

 対象：全国の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 計 10,000件 

 方法：郵送法 

 回収結果：1,801 件（回収率 18.0%） 

○【事例調査】 

 対象：(1)自治体調査：東京圏内の１市、及び中国四国圏内の１県１市 

 方法：訪問インタビュー 

 

【今回実施したアンケートの２つの特徴】 

なお、本テーマに関しては、全国の実態把握とそれに基づく考察や政策課題の検討が現在、十分蓄



積されていないことから、詳細な全国の実態把握の抽出ができる調査票設計が極めて重要であるとの

認識に基づき、今回実施した２種類のアンケート票の設計においては、想定される回答選択肢を設計

し設問に組み込むとともに、具体的な取組内容や課題内容について各回答者が自ら行っている対応や

抱えている課題等を報告しやすいよう自由回答方式の設問も要所要所に設けている。 

回答に協力いただいた自治体及び高齢者向け集合住宅の皆様からは、具体的な内容の貴重な回答を

多くいただくことができた。その内容分析を通して、各地で実際に取り組んでいる市区町村における

施策や事業、高齢者向け集合住宅における取組や課題状況の具体的な展開状況を包括的に把握するこ

とが可能となっている。 

その具体的な回答内容は本報告書の最後尾の「資料編」に整理し掲載している。これらの自由回答

内容を読解することを通して、全国における自治体や高齢者向け集合住宅の各現場におけるリアルな

取組内容と課題状況を理解することができる。 

回答記入いただいた全国の市区町村担当部署（地域包括ケア推進担当、介護保険事業担当、高齢者

向け集合住宅整備担当等）の方、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅管理者等の皆様に感

謝申し上げます。 

今回実施したアンケート票を企画設計するにあたって留意した第二の特徴は次の点である。すなわ

ち、今回事業の委員会において特に自治体委員から、全国の市区町村では、今回の調査テーマを自治

体の関連計画で取り上げるべき重要なテーマと十分認識されていない、あるいは、行政現場では認識

しはじめられているが、自治体の関連計画の検討の場で、取り上げるべき課題や実施すべき施策とし

て提起されていない等が指摘された。 

一方で、単身高齢者の増加は今後一層増加すること、住み慣れた自宅で望む在宅生活を看取りまで

過ごし続けるという選択肢を、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅をはじめとする高齢者

向け集合住宅まで広げ、それらの住まいで看取りまで住み続けられる地域環境づくりを進めることも

必須な状況であることについて委員の意見は一致し、今回のアンケートの設問内容や選択肢から、市

区町村が、今後行うべき実態把握やそれに基づく施策や事業の実施に関する示唆を得られるような設

問内容となるように努めた。 

  

【今回実施した全国アンケート結果から特に明らかにできたこと】 

今回の全国市区町村アンケート結果から主に以下の点が明らかとなっている。 

 単身高齢者等に焦点を当てた施策等を関連行政計画で明記しているのは４割にとどまっており、

明記している市区町村でも、看取り期の介護や医療・看護を取り上げているところはほとんどな

い。 

 地域包括ケア推進の取組に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を位置付けているのは

全市区町村の３割である。 

 ただし、これらの高齢者向け集合住宅の入居者の看取りや介護に対するニーズを把握している市

区町村は全体の１割にとどまっている。 

 注目すべき点は、市区町村は、今後、高齢者住民の最期まで過ごす場として、より重要になって

くる主な場所として、特に在宅（自宅）、特別養護老人ホームの整備充実強化を施策テーマとして

重視する意向を示している（「在宅」について８割強の市区町村が回答、また、「特別養護老人ホ

ーム」については６割の市区町村が回答）。これに対して、「有料老人ホーム」「サービス付き高齢

者向け住宅」を指摘する市区町村は２割台にとどまっている。 

  

また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅アンケート結果からは、主に以下の点が明

らかとなっている。 

 特定入居者生活介護の指定を取得していない有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で

も、半数前後の住宅が実際に入居者の看取りに取り組んでいること、また、それらの看取りに取

り組んでいる住宅の８割近くが、看取り医療を含む協力医療機関契約を地域の医療機関等と結ん

で、住宅内での看取りを希望する入居者に対する看取りに取り組んでいる等。 

 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の入居者が安心して看取りまで過ごせる住まいづ

くり推進に関して、現状では、事業者と地元市区町村との接点はほとんどないことも浮き彫りに

することができた。 

 今後の事業者が取り組む対応課題として、①「職員の看取りケアに関する教育、育成」②「入居

者本人の意思確認、代理人機能の構築」③「職員の配置体制の構築」④「担当職員の看取り後の

精神的なケア」等を指摘している。 



 

【調査結果及び委員会での討論から提案できること】 

以上の結果から、今後の市区町村や高齢者向け集合住宅の今後取り組むべきこととして、今回の事業

では以下の点を提案している。 

 

【今後の行政等の取り組むべきこと】 

 都道府県等及び市区町村は、地域包括ケア推進計画、地域福祉計画、介護保険事業計画、高齢者

居住安定確保計画等の関係計画に、管内における有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅

整備に関する現状と課題、目標、方策を組み込み、単身高齢者等を含めた高齢者等が望むなら人

生の最終段階まで住み続けられる住まいの選択肢の充実を図る。（実態把握、質確保のための実地

調査等に加えて） 

 国、都道府県等は、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の経営者、管理者・職員向け

の「看取り対応」マニュアル、ガイドラインを作成し、研修や勉強会、模擬体験等継続的な実施

を行って普及を推進する。 

 そのマニュアルや指導指針の重要なテーマ・内容は以下に列記しているテーマ・内容と思われ

る。 

 本人の意思を確認する方法や手法について、本人の入居時及び入居後も、入居者本人の意

思が確認できる生活場面で確認や相談を継続的に重ね、信頼できる地域の友人や家族等に

よる入居者の本人の意思を確認できる方法を、医療、看護、介護、計画作成担当者等関係

専門職のチームと協議を重ねて構築する（すなわち ACPの推進）。 

 ファーストコール先の明確化と、その内容に関する担当関係専門職等間の情報を共有す

る。そのための必要な用語の共有理解と使用場面と方法の習得訓練を行う。特に入居者に

日常最も接している介護職員等が習得することが重要である。 

 最終ステージにおける医師の「予後診断」と、本人の「延命治療や看取りに関する意思」

確認結果、計画作成担当者、看護職や介護職、生活相談員、管理者、入居者の信頼できる

家族や友人等の意見も踏まえ判断した結果に基づいて、住まいでの看取りに関する方針を

決定する。 

 入居当初から、継続的に入居者の ACPの視点を内外の協力連携多職種間で継続的にアセス

メントし確認し見直していく。 

 住宅での看取りを担当した介護職員等のグリーフケアをきめ細かく実施する。 

 

 上記のマニュアルの活用支援の他、管轄内に立地する有料老人ホームやサービス付き高齢者向け

住宅における ACP の推進に向けた自主的な取組を支援する行政体制を構築する。 

 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が、地域に開かれ、地域と連携する支援体制を充

実させる。（住まいが地域に開かれ交流することは、入居者が地域の各種の参加の場に参加し多様

な地域の人たちと交流し刺激を受け入居者の住まいにおける生活の質が向上するとともに、住ま

いの職員も、地域に出て入居者の地域での社会参加を支援する中で地域の人たちと接し交流し参

加することを通して、入居者に対するケアや自立継続支援のあり方に関して刺激を受ける、研鑽

の機会を得るという成果がある。） 

 住まいの管理者や計画作成担当者や介護職、看護職、生活相談員等が、周辺の地域包括支援セン

ター地域ケア会議その他地域包括ケア課題の発見と共有化の場に参加することをとして、自らの

住まいが求められている役割や連携や協働を求めている期待や要望を把握する 

 地域住民と住宅職員や入居者との交流を通して、地域住民が住宅及び入居者に関する理解や共感

を深め、入居者に対する地域での緩やかな見守り機能を発揮してもらう等の効果が期待できる。 

 管内に立地する各高齢者向け集合住宅住まいを中心とする生活圏域での看取り対応の協力医療機

関のネットワークを構築する支援 等 

 高齢者向け集合住宅における単身高齢者等の入居要件となっている「身元保証人」「身元引受人」

「連帯保証人」の今後の単身高齢者等を含めた居住推進の資するあり方（公的な関与・支援を含

め）に関する検討を推進することが必要である。ただし、この課題は、今後個々の市区町村で取

り組むべき課題であるとともに、全国的な対応のあり方を検討すべきテーマである。 

  

【有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅における取組】 

 地元の自治体における上記の取組に参加し協働し、その他行政等による高齢者向け集合住宅事業



者に対する各種の「看取り対応推進」に関する側面支援事業を活用し、それぞれの住まいの運

営・職員体制、入居者の特性に応じた ACPの導入と推進に努めることが必要である。（例：介護職

員や計画作成担当者、生活相談員等関係職員の看取り期における対応力向上に必要な研修等の受

講、住まいでの看取り期において必要な判断や対応に関する模擬訓練等への参加） 

  

【その他今後必要な取組の示唆・提案】 

また、本調査研究の実施を通して、以下の、住民・国民に対する情報提供、広報に関する課題も抽出

することができたことも付記しておく。 

 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の類型別の「人生の最終段階まで住み続けること

を望む場合の住み続けやすさ」に関する要件や看取り、介護に関する体制や費用等の違い等につ

いての表示、説明に関して“分かりやすさ”の点から今後改善が必要なこと 

 高齢者向け集合住宅と特別養護老人ホーム等入所施設との「要介護生活以降の生活の仕方」に関

する住民理解が推進されるような各種アンケート票の設計や結果の説明や考察結果の仕方 

  

【今後さらに調査検討が必要なテーマ例】 

今回の調査結果から、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け集合住宅の中で特定施設入居者生活

介護の指定を取得していない住宅においても、看取り医療を行う協力医との連携、看護、介護その他

関係職種間の密接な連携を構築運用して、住まいでの看取りを望む入居者に対して、看取りまでの対

応に取り組んでいる住宅があることが明らかとすることができた。今後はさらに、入居者の生活の質

（QOL）が確保され、看取りまで寄り添って支援するために必要な職員体制や介護のあり方や、信頼す

る家族や友人等も参加した関係専門職等と対応チームにおける本人の意思を継続的に確認する方法

（高齢者向け集合住宅における ACPの構築と運用方法）について調査検討を行うことが求められる。 

  

最後に、この調査研究に委員として参加いただいた委員の方々、オブザーバーの厚生労働省総務課の

方、事務局の三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングのメンバー、そして、今回のアンケートに、回

答を寄せていただいた全国の市町村及び特別区の皆様、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住

宅運営事業者の皆様に感謝したい。 

  

今後、これらの高齢者向け集合住宅が、「第二の特別養護老人ホーム」としてではなく、要支援段階

以降の自立生活段階から人生の最終段階に至るまでの「住み慣れた自宅に準ずる住まい」として、ま

た、「早めの住替え」「見守りや自立支援サービス等が必要になってから住替え」のための住まいとし

て、望むなら看取りまで住み続けることができる地域に開かれている住まいの選択肢として充実強化

が図られることを望む。 

そして、このような有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が、地域とのつながりの中で、よ

り地域密着な、地域との交流が行われるような、閉ざされた環境ではない形でのクオリティーオブ・

デス＆ダイイングが実現することを願う。 

 

 

委員長 栃本一三郎 
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Ⅰ 全体実施概要 

１．本調査の目的 

〇現在、各地の地域特性に応じた地域包括ケアが推進されており、特に 2018 年度の診療・介護報酬同時

改定を通して、住み慣れた地域、住まいで、看取り期にわたる医療、看護、介護、生活支援、住まい

関連の多機関・職種連携の枠組み構築に一層踏み出した。 

〇入所施設においては中重度の要介護高齢者等向けの「特別養護老人ホーム」の看取り期に至るまで安

心して過ごせる居住の場づくりが一層進捗する見通しとなったところである。 

〇一方、「早めに」または「介助・介護が必要になってから」住み替える「サービス付き高齢者向け住宅」

や「有料老人ホーム」等のいわゆる「第二の住まい」形態において、入居後、看取り期に至るまで、

医療・看護や介護サービス、生活支援サービスを利用して安心して住み続けられる住まいづくりを行

うことが、今後、最優先して取り組む地域包括ケア推進のテーマの一つとなっている。 

〇とりわけ、日常の家族介護者や相談相手、あるいは住まいの入居・継続、ケアプランや介護保険利用

計画書等、医療の治療や手術方針、消費や財産管理等の選択や決定等の場面において、“意思決定支

援”を得にくい高齢単身世帯等（未婚、子がいない、子らが遠方にいる（呼寄せを含め）、夫婦とも意

思決定能力の低下した要介護高齢世帯等）は、今後、2040 年期（＝戦後団塊ジュニア世代が高齢期に

入る）にわたって、大都市圏をはじめとする全国各地で増加の一途をたどることは確実である。（既

に、現在、東京都の中心部の自治体では、高齢者のいる世帯のうち、高齢単身世帯は４割に達してい

る）。 

○これらの高齢単身世帯等が、「サービス付き高齢者向け住宅」や「有料老人ホーム等の「住まい」で、

成年後見・権利擁護サービスの支援を得ながら、医療・看護・介護・その他の生活支援サービスなど

を利用して安心して、入居から看取り期まで過ごし続けることができるサービス・支援環境の整備を

進めることは、今後 2040年期に向けた喫緊の政策課題となってきている。 

〇本調査研究事業では、上記の課題意識と目的に基づいて、①地域包括ケア推進における看取り、介護

のあり方について、全国の市区町村の取組動向を把握すること、②高齢者向け集合住宅のうち有料老

人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に焦点をあて、単身高齢者等を含めて人生の最終段階まで安

心して過ごせる住まいの選択肢としてどのように看取りや介護に取り組んでいるのか、その実態と課

題状況を把握することに努めた。 

〇これらの調査結果に基づいて上記の２つのテーマに関する今後の自治体行政における取り組みや有

料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅における取り組みのあり方について、論点を整理し、具

体的な方策についても提案することに努めた。 

 

①今後増加する単身高齢者等も含めて、人生の最終段階まで安心して過ごせる地域包括ケア推進にお

ける看取り、介護のあり方 

②特に有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を、単身高齢者等も含めて、人生の最終段階ま

で安心して過ごせる住まいの選択肢として充実を図るために求められる看取り、介護のあり方 
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図表Ⅰ- 1 高齢者がいる世帯の中に占める「ひとり暮らし高齢者世帯」の増加 

 
 

出所：厚生労働省「29年国民生活基礎調査結果概要」に掲載されているデータから作図した。 

 

 

（注）本調査研究事業における「看取り」とは、「一般的に認められている医学的知見に基づき回復の

見込みはないと診断された人に対して、身体的苦痛や精神的苦痛を緩和・軽減するとともに、人

生の最期まで、その人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援すること」としま

す。（本事業で実施した有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅向けアンケートにおいても

上記の説明を明記して実施しています。） 

 

  

13.1 

14.8 

15.7 

17.3 

18.4 

19.4 

20.9 

22.5 

24.2 

25.6 

25.3 

26.3 

27.1 

26.4 

18.2 

20.9 

22.8 

24.2 

26.7 

27.8 

29.4 

29.8 

29.9 

31.1 

30.7 

31.5 

31.1 

32.5 

11.1 

11.7 

12.1 

12.9 

13.7 

15.7 

16.4 

17.7 

18.5 

19.8 

20.1 

19.8 

20.7 

19.9 

44.8 

40.7 

36.6 

33.3 

29.7 

25.5 

21.9 

18.3 

16.2 

13.2 

13.2 

12.2 

11.0 

11.0 

12.7 

11.9 

12.8 

12.2 

11.6 

11.6 

11.4 

11.7 

11.2 

10.4 

10.7 

10.1 

10.0 

10.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

昭和61年

平成元年

４

７

10  

13  

16  

19  

22

25

26

27

28

29

注：1) 平成７年の数値は、兵庫県を除いたものである。

2) 平成28年の数値は、熊本県を除いたものである。

3) 「親と未婚の子のみの世帯」とは、「夫婦と未婚の子のみの世帯」及び「ひとり親と未婚の子のみの世帯」をいう。

単独世帯 夫婦のみの

世帯

親と未婚の

子のみの世帯

三世代世帯 その他の

世帯



3 

２．本調査の内容、方法 

（１）アンケート 

①市区町村に対するアンケート 

（ア）目的 

本アンケートは、単身高齢者等を含めた高齢者が、望む人生の最終段階まで尊厳を保持し生活の質

を確保しながら看取り、介護を利用して過ごせる住まいを含めた地域環境づくりに関して、全国の市

区町村行政における取り組みや施策の実施動向、整備推進にあたっての課題意識、及び今後の取り組

み意向等を把握するために実施した。 

さらに、特に有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介

護への対応実態の把握状況や支援施策の実施状況について把握した。 

（イ）調査対象 

全国の市区町村（区は東京特別区）、計 1,741市町村。 

各市区町村の地域包括ケア推進担当部署、介護保険担当課、住宅・都市整備環関係担当課宛てにア

ンケート票を発送した。 

（ウ）主たる調査テーマ 

①全国の市区町村における、高齢単身世帯等に焦点を当てた「介護～看取りまで住み慣れ

た地域で住み続けられる住まいづくり」に関して、地域特性に応じた有料老人ホーム及

びサービス付き高齢者向け住宅整備関連施策の位置づけ、及び整備推進状況を把握する。 

 

②全国の市区町村において、所管課、及び管内地域の地域包括支援センターの主任ケアマ

ネジャー等や居宅介護支援事業所ケアマネジャー等が把握ないし取り組んでいる「有料

老人ホーム、及びサービス付き高齢者向け住宅に入居する高齢単身世帯等」の介護や看

取り及び看取り後に関する課題、解決に向けた取組事例を把握する。 

 

③併せて、地域における高齢単身世帯等の介護・看取り期にわたる居住スタイルの選好意

識、住み続け・住み替え行動の実態や選好意識等を把握する。 

（エ）調査方法 

郵送による配布および回収 

（オ）実施時期 

平成 31年１月 25日～２月 20日（投函締切は平成 31年２月 19日） 

 ※郵送による礼状兼督促状を１回送付(２月７日)。 

（カ）回収状況 

674 件（回収率：38.7％）  
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②有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に対するアンケート 

（ア）目的 

全国のサービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームにおいて、高齢単身世帯等が、介護期から看

取り期にわたって住み続けるにあたっての課題状況（住宅管理会社、介護・医療・生活支援サービス

提供事業者・専門職、成年後見人や親族等間の調整課題その他）、これらの解決状況等の実態を把握す

る。 

（イ）対象 

○全国の有料老人ホーム（健康型を除く）、サービス付き高齢者向け住宅、計 10,000事業所 
○調査対象の抽出方法 
・有料老人ホームは、全国の都道府県および市区町村が公開する有料老人ホームのリストから抽

出台帳を作成した。（2018年 11月中） 

・サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」より、抽出

台帳を作成した。（2018年 11月中） 

・調査対象の抽出にあたっては、まずサービス付き高齢者向け住宅の抽出台帳より 5,000件を抽

出した。その後、有料老人ホームの台帳のうち、サービス付き高齢者向け住宅に該当しない住

宅を 5,000件抽出した。 

（ウ）主たる調査テーマ 

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の管理者向けに、対象の住まいにおける以下のテー

マについて把握に努めた。 

  

①住まいの運営法人、事業所の概要 

②入居者の概要 

③入居、途中退去、看取りの実績状況 

④職員体制 

⑤入居者に対するサービス提供形態 

⑥入居者に対する介護、看取り体制の状況 

⑦入居者の看取り、介護に関する自治体との接

点 

⑧対応に苦慮した事例 

⑨今後の課題や対応予定 

（エ）実施方法 

郵送による配布および回収 

（オ）実施時期 

平成 31年１月 25日～２月 20日 

※郵送によるお礼状兼督促状を１回送付 

（カ）回収状況 

回収数：1,801件 （回収率：18.0％） 
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（２）事例調査 

①自治体調査 

（ア）目的、ねらい 

家族類型の分布、地域に立地する医療・看護・介護サービス事業所の立地度やアクセス条件が異な

る地域類型として、「大都市圏域内の自治体」、「中山間地域を抱える自治体」の対象地域における自治

体を対象に訪問調査を実施し、以下のテーマについて自治体の取組や関係する行政計画作成状況を把

握し、各地域類型別における本事業テーマの対応の在り方を検討するための基礎資料を得る。 

①地域包括ケア推進における看取り、介護のあり方に関する検討や行政計画策定動向を把握

する。 

②特に有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に焦点をあて、単身高齢者等を含めて

人生の最終段階まで安心して過ごせる住まいの選択肢としてどのように地域包括ケア推進行

政に取り組んでいるかを把握する。 

（イ）対象地域 

介護・看取りサービス立地密度や地域社会の集住規模や密度状況等から以下の２地域を対象とする。 

○「人口密度が高く関係サービス資源立地が豊富な地域（都市密集地域）」：東京圏の市 
○「人口密度が低位で関係サービス資源立地が限られる地域（中山間地域等）」：中国四国地方の県

及び中山間地域を抱える市町村 

（ウ）実施内容と方法 

対象自治体の所管関係課、地域包括支援センター、医療・看護・介護事業者及び専門職に対するイ

ンタビューを行った。 

（エ）主な調査テーマ 

１．自治体の取り組んでいることについて 

（１）自治体において掲げる「地域包括ケアシステム構築」「地域包括ケア推進」「Aging In Place」、

「人生最終段階、看取り期まで住み慣れた住まい、地域で過ごし全うできる仕組みづくり」に

関する施策理念、目標。その中では「住まい（有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

を含めて）」、「単身高齢者等」類型をどのように位置づけているか。 

（２）直近の関連計画策定にあたって、特に現状分析や討議課題として、実際に検討や検討したこ

とについて 

〇高齢者全般、独居高齢者: 

最終段階の居場所や看取りの場所の意向、フレイル～要支援介護期の住み替え行動実態、

他からの転入状況、子の呼寄せタイプ等 

〇住まい： 

第二の住まい類型も視野に入れた入居者の行動・意向の把握 

〇ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の推進：（注） 

①病院における/②特養等入所施設における/③地域の多様な住まいにおける ACP 

（３）今回の関係計画策定には盛り込まなかった課題意識や施策テーマ等、次回以降の計画策定に
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置いて実態把握や施策立案が想定される事項について  

（例）単身高齢者、住まいを含めた地域の ACP、最終段階の医療と介護、看取り、特定施設・

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 

（４）自治体における高齢者向け住まい事業者、医療機関、地域包括支援センター等における対応

状況の把握状況、及び監督・支援実施状況（高齢者等の尊厳保持、自己選択と自己決定支援、

自立継続支援、生活の質保持等の視点から） 

・病院、有床診療所における自宅⇔入院⇔在宅復帰（自宅／第二の住まい等） 

・地域包括支援センターにおける関連する相談、多機関連携（自宅での療養継続、第二の住

替え等） 

・有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の経営法人、管理者 

・有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特定施設におけるケアマネジャーや、生

活相談員  等 

２．自治体内における「最終段階まで・看取り期までを通した」支援サービス実施・調整や住民の

住まい確保（住み続け、住み替え）に、積極的に取り組んでいる関係事業所・施設・法人の事

例の把握状況や把握方法 

３．自治体における以下のテーマに関する取り組みの方向性。 

①高齢者全般に対する「人生の最終段階まで望む地域、住まいで住み続けられる」地域包括ケ

ア推進（住まいを含めた） 

②「単身高齢者等」に焦点をあて、「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」を含め

た看取り、介護対応推進 

（オ）実施方法 

対象地域に対する現地調査 

（カ）実施時期 

平成 31（2019）年２月 

 

（注）本調査研究における「ACP（Advance Care Planning）」は「人生の最終段階の医療・ケアについ

て、本人が、家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス」と定義します。「家族

等」の範囲は、本人の意思を推定する「信頼できる親しい友人等や家族」を指します。 

この定義は厚生労働省が平成 30 年 3月 14日発表の「人生の最終段階における医療の決定プロセス

に関するガイドライン」のを改訂について」に拠ります。 

厚生労働省は今後の単身世帯が増えることを踏まえて、従来本ガイドラインでの「家族」の表記を

「家族等」に変更し、「親しい友人等」及び「家族」が含まれるとしました。（出所：厚生労働省 平

成 30 年 3 月 14 日報道発表資料「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライ

ン」の改訂について https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html 

なお、ACP は、英米諸国を中心として病院における延命治療への対応を想定した概念として研究や

取り組みが普及してきましたが、現在わが国が取組んでいる地域包括ケア構築推進に対応するため、

“病院における ACP”だけでなく、“在宅医療・介護の現場でも活用できる ACP”の構築推進が図られ

ている。 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html
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②有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に対するインタビュー 

（ア）目的 

高齢単身世帯等が人生の最終段階に至るまで、望む地域、住まいで安心して住み続けられる住まい

環境を整備推進するため、特に有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅における看取り、介護、

生活支援に関わる医療・看護・介護・生活支援等の多職種・多機関連携協働の実態を把握し、今後の

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅における看取り、介護提供体制の充実支援のあり方を

検討するための基礎資料を得る。 

（イ）対象 

介護専用型有料老人ホーム（３件）、サービス付き高齢者向け住宅（２件）の運営事業者担当者、住

まいの管理者、計画作成担当者、生活相談員、看護職、介護職等 

（ウ）主たる調査テーマ 

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に居住する高齢単身世帯等を担当している対象に以

下のテーマについて把握した。 

 

（１）住まい事業の基本方針、基本理念、目標、今後の事業の方向 

①地域包括ケア推進における事業者としての事業展開方針、戦略 

（包括ケア全体、居宅、住まい、生活支援、健康・予防、家族支援 地域づくり 等） 

②その中における当事業に係る現在の方針・戦略（看取り対応を含め） 

③今後の方向性、事業展望 

④サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームにおける看取り対応の推進にあたって

の、制度的、政策的課題及びご提案 

（２）住宅における取組状況と課題状況 

①主な入居までの入居経路、入居の理由 等 

・入居前の住まい・居場所 

・入居前の相談者の類型 

・入居に至らない主なケース（入居要件、入居希望者の事情、施設側が断る理由 等） 

②入居時に施設側から求める条件、要請等 

③現在の入居者の概要 等 

・自立度、状態像、医療ケア 

・利用しているサービスの利用有無、種別 

・ご親族、身寄りの有無 

・成年後見人の利用、各種入居前の相談者の類型 

・中途退去の状況、退去後の住まい、居場所等 

・看取り実施の状況（看取り前、看取り後／内部関係職種間及び地域の関係職種間の連

携・調整） 

・平均入居継続期間 

④職員配置体制・育成について 

・平常時（日中、夜間、週末等） 

・入居者の最終段階（疼痛管理等医療、看護、介護、生活支援） 

・協力医療機関（標ぼう科目、協力関係構築の経緯、契約内容、実態等） 

⑤現在の入居者の日常生活の様子、平常時のサービス提供状況 
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・介護保険利用、安否確認その他生活支援サービスの利用（買い物、社会参加） 

・医療ケアの対応（訪問診療、往診、通院）、入院、手術 

・オプションサービスの利用状況 

・親類その他訪問者や外出 

・生活相談員や計画担当者等への相談やサポート内容 

⑥入居者の入居後の看取り期までの医療、介護、生活支援の状況、課題状況 

・入居者本人の意思確認方法と頻度・タイミング 

・最終段階における対応手順・多職種連携体制 

・最終段階、看取り後までの緊密な医療・看護・介護のサービスマネジメント（統括管

理、情報の更新や共有等）、最終方針の形成方法 

・看取り後の対応（遺品の扱い、職員のケア、自治体と連携など） 

・情報の更新や共有、役割交替の方法論 等 

⑦今後の「看取り対応」向上のための課題、公的な制度整備や支援への期待や要望 

 

（エ）実施方法 

訪問聞き取り 

（オ）実施時期 

平成 31（2019）年２月 
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３．委員会  

（１）委員構成等 

①委員 

（五十音順、敬称略） 
氏 名 現 職 

秋山 正子 株式会社ケアーズ 代表取締役  
白十字訪問看護ステーション 統括所長 

北村 俊幸 
株式会社ニチイケアパレス 常務取締役 
一般社団法人 全国介護付きホーム協会 常任理事 
公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会 常務理事 

下浦 健 川崎市 健康福祉局 長寿社会部 高齢者事業推進課 課長 

助川 未枝保 船橋市三山・田喜野井地域包括支援センター センター長 

田村 良一 セントケア・ホールディング株式会社 常務取締役執行役員 

◎栃本 一三郎 上智大学 総合人間科学部 教授 

新田 國夫 日本在宅ケアアライアンス 議長 

吉田 肇 株式会社マザアス（ミサワホームグループ） 代表取締役社長 
高齢者住宅経営者連絡協議会 副会長 

◎委員長 
 

②三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 担当者 

氏 名 現 職 

国府田 文則 共生社会部 主任研究員 

鈴木 陽子 共生社会部 主任研究員 

清水 孝浩 社会政策部 主任研究員 

武井 泉 環境・エネルギー部 主任研究員 

服部 保志 共生社会部 研究員 

 

③オブザーバー（敬称略） 

氏 名 現 職 

石井 義恭 厚生労働省 老健局総務課 課長補佐 
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（２）委員会開催日程 

回 日程 主な検討事項 

第１回 平成 30年 11月６日（火） 

・実施計画案の報告と討議 

・アンケート調査票素案の報告と討議 

 ・市区町村向けアンケート（案） 

 ・高齢者の住まい向けアンケート（案） 

第２回 平成 30年 12月 13日（木） 

・アンケート調査票素案の報告と討議 

 ・市区町村向けアンケート（案） 

 ・高齢者の住まい向けアンケート（案） 

第３回 平成 31年２月 28日（木） 
・アンケート集計結果（中間集計結果）の報告と討議 

 

第４回 平成 31年３月 22日（金） 
・成果報告書骨子素案の報告と討議 
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Ⅱ 主な調査結果と全体総括 

１．各調査結果の要点 

（１）市区町村向けアンケート 

①単身高齢者等の住まい、看取り、介護に関する施策・事業の実施状況 

〇「単身高齢者等」に焦点を当てた方針・事業・施策を明記している自治体は全体の 40％。（p.44） 

〇取り上げている具体的なテーマ(p.46)は、 

・「見守り、緊急通報についての課題や支援」（全回答自治体の 35％） 

・「住まいに関する課題や支援」（全回答自治体の 16％） 

の順で、看取り期の介護、医療・看護に関して取り上げている自治体は 3%にとどまる。 

〇特に「身寄りのない 単身高齢者」に焦点を当てている自治体は全回答自治体の 7％。(p.45) 

○「単身高齢者等」に焦点を当てていない自治体の多くが「単身高齢者等を高齢者世帯一般を対象

とした施策や事業で対応している」（p.48） 

 

②有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅における看取り、介護に関する事業や取り組み

の実施状況 

〇高齢者関連行政計画では取り上げていないが、担当課で、単身高齢者の「住まい」および「看取

り」について現在検討している自治体は、全体の 7％。（p.49） 

〇地域包括ケア推進の取り組みの中で、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を位置付け

ている自治体は、全体の 30％。(p.50) 

〇有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に在住する住民の看取りや介護に関するニーズ

を把握している自治体は、全体の 10％。(p.51) 

○有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介護に関して

自治体内部で意見交換や研究会等（在宅医療・介護連携会議、及び地域包括支援センター主催の

地域ケア会議等）を実施している自治体は、全体の 6％。(p.53) 

○ただし、実施している意見交換や研究会等に参加しているのは、地域包括支援センター、居宅介

護支援事業者、自治体介護保険事業計画・整備推進関係部署、介護事業者などが７～８割である

一方、医療機関や地元医師会・歯科医師会・薬剤師会の参加は４割であり、さらに有料老人ホー

ム事業者やサービス付き高齢者向け住宅事業者の参加は２～３割水準にとどまっている。(p.55) 

○有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅において単身高齢者等の看取りや介護に関して

誘導や支援を図る事業や取組を実施した市区町村は、全体の 1％とほとんど見られない(p.56) 

○また、特に事業者に対して看取りや介護に関する留意事項や行政の相談窓口を周知する取組を実

施しているのは 7％、具体的な指導を行ったのは１％。(p.57, p.58) 

〇管内に立地する有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に、「今後特に重点的に取り組ん

でもらいたいケアやサービス」としては、「看取りまでの対応」「生活支援サービス」「中重度者の

ケア」等である。(p.64, 65) 
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③今後の対応課題、実施施策の展望（自由回答） 

〇今後、高齢者住民の最期まで過ごす場として、より重要になってくる主な場所として、以下の順

で指摘。特に在宅（自宅）、特別養護老人ホームの整備充実強化を施策テーマとして重視する意

向を示している。(p.60) 

・「在宅（自宅）」（82％） 

・「特別養護老人ホーム」（60％） 

・「グループホーム」（37％） 

〇「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」が今後、より重要になってくると指摘した

市区町村は 20％前後にとどまっている。(p.60)←有料老人ホームの立地に関しては市町村に総量

規制権限がある一方、サービス付き高齢者の立地に関して現行規制では市町村に総量規制等のコ

ントロール権限はないことも反映した結果と思われる。 

 

図表Ⅱ- 1 高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後より重要になると思われる場所：複数回答

（Q16-1） 
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〇今後、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に住む単身高齢者等の介護や看取りに関し

て自治体が対応課題として重要になってくると認識している主な課題は以下の点である。（p.66） 

・「介護の質の確保」（48％） 

・「運営事業者との連携」（19％） 

・「単身高齢者の看取りに関する行政対応の指針がないこと」（19％） 

・「権利擁護や成年後見制度の理解促進や利用促進」（19％） 

 

図表Ⅱ- 2 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に居住する単身高齢者等の介護や看取りに

ついて、今後、対応が重要になってくる課題：複数回答（Q18-1） 

 

  

12.5%

9.9%

47.6%

19.1%

19.1%

18.0%

18.0%

19.4%

6.4%

5.9%

17.5%

5.2%

14.9%

10.3%

43.8%

18.0%

19.7%

16.1%

17.8%

20.8%

5.9%

7.1%

17.6%

5.2%

4.0%

8.6%

60.9%

23.2%

17.2%

24.5%

18.5%

14.6%

7.9%

2.0%

17.2%

5.3%

5.8%

7.7%

60.6%

22.1%

19.7%

19.7%

19.2%

16.8%

8.7%

2.4%

15.9%

3.4%

15.3%

10.8%

42.1%

17.9%

18.8%

17.3%

17.3%

20.5%

5.4%

7.6%

18.4%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の不足

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅以外の

高齢者向け住宅の不足

高齢者向け住宅における介護の質の確保

高齢者向け住宅の運営事業者との連携

単身高齢者の看取りに関する行政対応の指針がないこ

と

単身高齢者の看取りに関して、住宅運営事業者に対す

る指導内容が確立していないこと

単身高齢者の看取りに関して、専門職に対する指導内

容が確立されていないこと

権利擁護や成年後見制度の理解や利用が進まないこと

その他

特にない

わからない

無回答

全体(n=674)

10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

１級地～７級地(n=208)

その他(n=463)



14 

（２）有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅向けアンケート 

①入居前後の状況 

〇身元保証人等が必須なのは 78％。必須でないのは１割。(p.95) 

〇施設が求める身元保証人等は「身元引受人」「身元保証人」「連帯保証人」で、役割としては特に

「緊急時の連絡先確保」「遺体や遺品の引き取り、葬儀等」、「入居後の利用料等の支払い」等を求

めている。(p.96, p.97) 

〇現状では、事業者が入居者に対して、「入居者が死亡後の手続きや段取り、取り扱いに関して同

意すること」（11％）、「「将来、認知機能が低下した場合の対応方法を決めておくこと」に同意す

ること」（10.5%）、「入居後、リビングウィルを作成することに同意すること」（7％）などを入居

時に求めている。(p.98) 

〇単身で入居する場合には、入居時に「入居後の死亡時の手続き、取り扱いの同意」を求めている

（23％）。(p.99) 

〇単身高齢者の場合、「本人のケアマネジャーからの入居相談」が「別に住む子」に次いで多い。本

人からの入居相談は 16％。(p.101) 

〇単身高齢者の場合、特に、生活保護受給申請や介護保険要介護認定申請等で自治体と調整や連携

が必要になっている。特に特定施設入所者生活介護指定でない・看取り実績があるところでは半

数が上記の調整を行っている。(p.113) 

○最近の入居者で目立ってきた傾向として、特に看取り実績があるところでは、特定入居者生活介

護指定の有無に関わらず、最期まで入居を希望する入居者が増加してきている（37％）。(p.117) 

②看取り実績 

〇直近 1年間の看取り実績の状況を、住宅類型と特定施設入居者生活介護指定の有無の組み合わせ

別にみると、いずれの住宅類型においても、特定施設入居者生活介護の指定を取得している住宅

では、看取りを実施している住宅が過半数を占めている。 

〇ただし、特定施設入居者生活介護の指定を取得しているサービス付き高齢者向け住宅では、特定

施設入居者生活介護の指定を取得している他の住宅類型に比べて、看取りを実施している住宅の

比率は 10％ ポイント以上低いことも明らかとなった。 

図表Ⅱ- 3 １年間の看取り実績の有無：単数回答（Q7×Q8×Q19(1)） 

 

50.9%

72.1%

49.8%

57.0%

38.3%

70.3%

49.2%

47.8%

26.6%

50.0%

41.9%

60.0%

29.7%

49.2%

1.3%

1.3%

0.2%

1.2%

1.8%

0.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

有料老人ホーム

×特定施設入居者生活介護あり(n=305)

有料老人ホーム

×特定施設入居者生活介護なし(n=560)

サービス付き高齢者向け住宅

×特定施設入居者生活介護あり(n=86)

サービス付き高齢者向け住宅

×特定施設入居者生活介護なし(n=562)

有料老人ホームかつサービス付き高齢者向け住宅

×特定施設入居者生活介護あり(n=64)

有料老人ホームかつサービス付き高齢者向け住宅

×特定施設入居者生活介護なし(n=132)

看取り実績あり 看取り実績なし 無回答

 Q7 
× 
Q8 
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〇注目すべきなのは、特定施設入居者生活介護の指定を取得していない有料老人ホーム、及び有料

老人ホームかつサービス付き高齢者向け住宅では、それぞれ半数の住宅は看取りを行っているこ

とが判明したことである。 

○それらの住宅では、ホームページや入居パンフレット等で看取りまで対応することを表示してい

ないが入居者の希望がある場合は看取りに対応している住宅が７割強にのぼる。実際にそれらの

住宅が看取り対応を実施していることは、看取り医療を行う医療機関と協力関係があるところが

７～８割にのぼることからもが明らかである。（図表Ⅱ- 4, 図表Ⅱ- 5） 

 

図表Ⅱ- 4 「特定施設入居者生活介護」指定なし住まい類型・看取り実績有無別、ホームページ上で

の「入居者の看取りまで対応」表示有無：単数回答（Q6×Q8×Q19(1)×Q25） 

 
 
図表Ⅱ- 5 「特定施設入居者生活介護」指定なし住まい類型・看取り実績有無別、協力医療機関との

契約内容における「看取り医療」の有無：単数回答（Q6×Q8×Q19(1)×Q35④） 

 

 

○看取り実績は、株式会社に多い一方、社会福祉法人や医療法人の占める比率はやや少ない。←人

生の最終段階において法人内の入所施設等にて看取り期を迎えていることが伺われる。（p.73） 

○「特定施設入居者生活介護指定を受けていないが、看取り実績がある住まい」の方が、医療的な

処置の範囲指定なく入居を受け入れている（22％）。むしろ、「特定施設入居者生活介護指定を受

けていて、看取り実績がある住まい」の方が、受け入れる医療的な処置の範囲を限定している

（82％）。(p.93) 

〇死亡以外で退去する入居者の主な退居先は、いずれの住宅類型においても①病院、診療所、②特

別養護老人ホームである。(p.107) 

 

合計 対応しな
いので、
表示して
いない

希望があ
れば対応
するが、
表示はし
ていない

表示して
いる

その他 無回答

全体 1801 20.9 58.8 15.8 2.1 2.4

有料-特定なし-看取り実績あり 279 1.4 75.6 21.1 0.7 1.1

有料-特定なし-看取り実績なし 280 47.9 46.4 2.5 1.8 1.4

サ高-特定なし-看取り実績あり 215 0.9 73.5 21.9 1.9 1.9

サ高-特定なし-看取り実績なし 337 40.4 49.9 3.9 2.4 3.6

有料かつサ高-特定なし-看取り実績あり 65 1.5 80.0 18.5 0.0 0.0

有料かつサ高-特定なし-看取り実績なし 65 49.2 41.5 4.6 3.1 1.5

Q25.ホームページ等での「入居者の看取りまで対応」

登録状
況×特
定なし
×看取
り実績

合計 あり なし 無回答

全体 1672 53.4 35.4 11.2

有料-特定なし-看取り実績あり 275 78.2 14.2 7.6

有料-特定なし-看取り実績なし 268 22.0 62.3 15.7

サ高-特定なし-看取り実績あり 196 78.6 14.8 6.6

サ高-特定なし-看取り実績なし 284 28.2 62.0 9.9

有料かつサ高-特定なし-看取り実績あり 60 73.3 13.3 13.3

有料かつサ高-特定なし-看取り実績なし 54 29.6 51.9 18.5

Q35-3④.協力医療機関との契約
有無＿看取り医療

登録状
況×特
定なし
×看取
り実績
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③現在の入居者に対する看取りや介護に関する対応状況 

〇看取り実績のある施設では、協力医療機関との契約内容「往診」「訪問診療」「看取り医療の実施」

を位置付けている。(p.121, p.122, p.124) 

○特定施設入居者生活介護ではない看取り実績のあるところでは８割が施設内に看護職員を配置

ししていない曜日や時間帯がある。(p.128) 

〇特定の有無にかかわらず、看取り実績のある施設では過半数の施設が、看取り期の対応について

連携医療機関による訪問看護実施など具体的な取り決めがある。(p.133) 

〇看取り実績のある施設では７割以上のところでは、訪問診療や看取り期の体調急変時の医師の往

診、看護職の対応などにおいて積極的な対応がある(p.134, p.135, p.136)。とりわけ、「特定施

設入居者生活介護指定を受けていないが、看取り実績がある住まい」では８割以上のところで、

訪問診療や看取り期の体調急変時の医師の往診、看護職の対応、さらには介護職の対応において、

積極的な対応がある。 

〇特に、看取り実績のある施設では、９割の施設で、看取り期において、施設、医師、看護職、介

護職間の連携・協力ができていると評価している（看取り実績がないところでは、４割前後）。

(p.138) 

〇特記しておくべき点は、看取りや介護の実践において、特定施設入居者生活介護の指定を受けて

いる住宅と指定を受けていない住宅を比較すると、指定を受けていない住宅においても「連携医

療機関による訪問看護実施など具体的な取り決め」「訪問診療や看取り期の体調急変時の医師の

往診、看護職の対応、介護職の対応」の面で特定施設入居者生活介護指定の住宅と同等ないし同

等以上の積極的な対応が行われていることが伺われることである。（なお、本設問の回答はあく

まで自己評価による回答という制約はある） 

〇看取り期の入居者に対する医療や介護に関する連携や協力で課題点は、以下の具体的な内容が記

載されている。（自由回答より作成） 

◆医師と看護師、当施設、家族間の報告と指示面の連携・共有が十分でない 
①医師⇄看護師⇄施設の迅速な情報共有、伝達が難しい。医師や看護師に連絡するタイミン

グ、状況判断が難しい。 
②医師と看護師、介護士間で、個々の「看取り期」の入居者に対する具体的な方針（連携方

針も含め）の不統一感や温度差がある。看取り介護に入るタイミングについて、職種間の

考えが一致しない。（指示命令する視点に立って）タテ関係で連携してくる職種がある。酸

素や点滴等でホーム側と専門職間で意見が分かれる場合がある。(例)医師自身の判断で、酸

素を開始する場合。 
③入居者の家族と医師間の意思統一が困難。 
④介護職のスキルが不足しているため看護師中心になり、介護職の関わりが少なくなってし

まう。 
⑤入居者の主治医によっては、住宅事業者からの情報や提案を受け入れてくれない。 
⑥訪問看護と医療機関との連携において、住宅事業者に対するフィードバックが少ないこと

から、入居者に対する必要な対応が分かりにくい。 
◆医師に関する課題 
 ①看護師経由でしか連絡が取れない、責任感が十分でない。診療所とうまく連携がとれなく

なった。 
 ②往診医を引き受けてくれる近隣医が不足。遠方であるため即時対応が難しい。 
 ③医師が ACP を理解していない。 
④主治医に連絡しても「救急搬送してください」の指示がある。 

◆看護職に関する課題 
 ①看護職のスキルが不足。 
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 ②すぐ救急車を呼ぼうとする。 
③医師に指示を受けない看護師独自の介護職に対する指示（介護職が納得いかないもの） 
④施設に看護職がいない（配置していない） 
⑤訪問看護間で、緊急時対応度合いに格差がある。 

◆介護職に関する課題 
①「看取りは医療職の仕事。自分の仕事ではない。」という意識がある。不安感。 

◆家族に関する課題 
①事前に「ホームで看取り」と家族と同意していても、いざという事態には救急車を呼ぶこ

とを希望する家族がいる。 
◆自治体の課題 

①入居者の看取りに関して地元自治体に相談したいことがあっても、自治体サイドに看取り

の視点がないため相談できない。 

 

④特に単身の入居者に対する看取りや介護の提供について取り組んでいること、対応に苦労して

いること 

〇単身入居者の看取り期の医療や介護の意思を確認する方法としては、特に看取りの実績がある施

設では、「入居にあたって本人意思を確認しておく」「入居後、判断能力のある時期に意思を確認

しておく」方法が用いられている。(p.132) 

〇中重度（要介護３以上）の要介護期の単身の入居者の継続居住希望に対する対応体制整備につい

ては、特定施設入居者生活介護指定の有無に関わらず、看取り実績のあるところでは７割弱が、

現在すでに体制を構築している。(p.146) 

〇中重度の認知症の単身の入居者の継続居住希望に対する対応体制整備については、特定施設入居

者生活介護指定の有無に関わらず、看取り実績のあるところでは６割前後が、現在すでに体制を

構築している。(p.147) 

〇単身の入居者の最期（看取り）まで住み続けられる体制整備については、特定施設入居者生活介

護指定の有無に関わらず、看取り実績のあるところでは７割が、現在すでに体制を構築している。

(p.148) 

〇これに対して、特定施設入居者生活介護指定の住宅であっても看取り実績がないところでは、単

身で中重度（要介護３以上）の要介護期や中重度の認知症の入居者の継続居住希望に対する対応

体制整備については、現在すでに体制を構築しているのは４割台であり、また、最期（看取り）

まで住み続けられる体制整備については３割弱にとどまる。(p.146, p.147, p.148) 

〇特に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の運営会社や職員が、単身の入居者に対する

日常の自立生活支援や最終ステージ（看取り期）での医療・介護・看護・生活支援等を、地域の

多機関や家族等との連携や交渉・調整しながら進める中で特に苦労していることを把握したとこ

ろ、以下の実態と今後の対応課題に関する示唆を抽出することができる。 

◆特に看取り期や看取り後の対応に関して、死亡後の遺留品処理、葬儀、墓地埋葬、相続そ

の他、家族間のコンフリクトの調整等も含めて住宅運営会社、住宅担当職員が関与せざる

を得ず、対応に苦慮し、住宅運営会社の金銭的な負担や、担当職員の善意に依存する形で

やむなく対応に追い込まれていると思われる場面が多く報告されている。 
 

◆また、特に人生の最終段階における①入居者の異変、急変時に気付いた介護職員等の対応

に関してファーストコール先が、訪問看護師、医師（主治医）、計画作成担当者（ケアマネ

ジャー）いずれなのか明確でないことから、迅速適確な対応が遅延する状況が生じている

ことをうかがわせる事例報告も少なくない。 
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◆この事例からは、入居者の最終段階において、医師、看護師、介護職、ケアマネジャー、

住宅管理者や生活相談員等担当職による看取り対応カンファレンスにおいて、担当してい

る介護職をはじめとする担当職員が入居者の急変・異変の把握・緊急度判断する方法につ

いて医師から改めて教授・教示があること、また、その察知・発見した際のファースト・

コール先の決めごとを、最終段階での担当チームメンバー全員がチーム発足当初の段階

で、意識共有し徹底しておくことが重要であることが示唆される。 
 
◆なお、仮に介護職等のファーストコールの規定を決めていても異変の第一早期発見した担

当介護職や生活相談スタッフの的確な「異変」状態の度合いや特徴をファーストコール先

の医療職等に情報報告するには、正確な入居者の状態に関する評価・判断を行える専門知

識を習得していることが前提となる。 
 
◆さらに、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の住宅に配置している担当職員等

が、入居者の異変発生時や看取り期に対応において、入居者の症状や緊急対応の必要な具

体的な内容等について、医療職から情報が共有されないまま、多機関・多職種あるいは入

居者の家族に対する報告や通報連絡等の役割を遂行している事例の報告もあった。個人情

報保護の視点を踏まえつつ、看取り過程における住宅配置職員を含めた当事者間の情報共

有の今後のあり方についての課題を提起していると言える。 

 
 

⑤今後の単身の入居者等に対する看取りや介護サービスの提供体制構築にあたっての課題 

〇有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の入居者が安心して最期まで過ごせる住まいづく

り推進に関して、事業者と地元市区町村との接点は、現状ではほとんどない。(p.141) 

〇「最期まで、ここで過ごしたい」と思う入居者に対する事業者側の対応課題として、事業者は特

に以下をあげている。(p.151) 
①「職員の看取りケアに関する教育、育成」 
②「入居者本人の意思確認、代理人機能の構築」 
③「職員の配置体制の構築」 
④「看取りケアに対応する介護職の確保」 
⑤「看取りケアに対応する医師の確保」 
④「担当職員の看取り後の精神的なケア」 
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図表Ⅱ- 6 最期まで継続居住を希望する入居者への対応における課題：複数回答（Q47(3)） 
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21.0%
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16.6%

54.8%

29.9%

53.9%

12.1%
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26.8%
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18.3%

31.7%

22.5%

11.3%

21.1%
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7.0%

22.5%
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59.8%

18.3%

24.4%

26.5%
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25.5%

22.0%
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7.4%

7.2%

33.9%

34.3%

40.3%

19.4%

26.1%

26.1%

10.6%

17.1%

19.4%

4.3%

12.2%

25.4%

41.8%

22.8%

48.1%

13.9%

25.3%

29.1%

15.2%

20.3%

26.6%

2.5%

6.3%

26.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本人の意思確認、

代理人機能の構築

職員の配置体制の構築

職員の看取りケアに

関する教育、育成

看取りに必要な器具や設備、

特別な居室の整備

看取りケアに対応する

医師や看護職の確保

看取りケアに対応する

介護職の確保

看取り後の各方面への

連絡や遺品、遺留品

担当職員の看取り後の

精神的なケア

看取り後の各方面への

連絡や相談引き継ぎ

その他の課題

課題は特にない

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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（３）事例調査 

①自治体調査 
 

【まとめ】 

〇大都市圏、中山間地域を抱える圏域等の３つの自治体（県１、市２）に限ったことではあるが、

いずれにおいても、地域包括ケア推進のテーマにおいて、住まいの確保を含めた地域包括ケア環

境整備に関する課題や取組、住民のエンディングノートの作成、在宅での看取りに関する住民や

関係専門職・専門機関等に対する啓発や情報提供は行われている。 

〇ただしそこまでであって、単身高齢者世帯を含めて、望むなら看取りまで住み続けられる地域

や住まいを整備することに向けての課題提起や対応方策（有料老人ホームやサービス付き高齢者

向け住宅に対する定期的な実地調査等以外は）は、ほとんど取り組まれていない。 

 

 

①-1．A県（中国四国地方） 

（ア）望む住まい、地域で最期まで過ごせる地域包括ケア推進 

・「高齢者保健福祉計画：第 7期介護保険事業支援計画」において、高齢者の身体状況にあわせた自

宅のバリアフリー化などの住宅改造への支援を実施している。 

・低所得者や独居などで配慮が必要な高齢者に対しては、「あったかふれあいセンター」や「集落活

動センター」等が提供する日常の生活支援サービスを利用しながら地域で安心して暮らし続けて

いけるための低廉な家賃で入居できる高齢者向けの住まいの確保対策への支援を実施している。 

・ ACPに関しては、来年度以降、県内に協議の場（プラットフォーム）を作っていくことになって

いる。これまでも、J 大学医学部の医師が中心となって、医療従事者に対する現場の医療・介護

従事者を対象に、シュミレーション（VR）・事例研修が行われてきた。 

・中山間地の高齢者に対しては、訪問看護の上乗せ加算をさらに県の特別加算を行っている他、ICT

の整備を進め、在宅療養を推進している。 

（イ）一人暮らし、単独高齢者も含めて過ごせる環境づくり 

・公営住宅をはじめとする公的住宅の整備、平成 23 年に改正された「高齢者の居住の安定確保に

関する法律」に基づいたサービス付き高齢者向け住宅の登録や情報提供、民間事業者と連携し、

高断熱で、バリアフリー化された高齢者に優しい木造住宅の供給の促進などについて取組む予定

である。（第 7期介護保険事業支援計画）。 

・C 市医師会が看取りをテーマに 400 人規模の市民フォーラムを開催、日本尊厳死協会当県支部が

毎年リビングウィルや関連したイベントを行っており、当県も間接的な支援を行っている。 

（ウ）有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅における看取りまで過ごせる環境づくり 

・有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅における看取り、介護の在り方の視点に立った行政

計画は現在のところ策定されていない。 

・当県は、介護療養型医療施設の病床数が全国平均の 4.5倍に上っていることや、有料老人ホーム

やサービス付高齢者向け住宅の数が限定的である。そのこともあって、行政としてこれらの住ま

いにおける看取り、介護推進に対して特に取組みを行っていない。 

・当県では、一人暮らし高齢者の場合、いったん病院を退院してからは転院を継続することが多い。 
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①-2.Ｂ市（中国四国地方） 

（ア）望む住まい、地域で最期まで過ごせる地域包括ケア推進 

・平成 26年４月に市は、「当市ゆたかな看取り総合支援事業プロジェクト会議（平成 28年以降は、

当市在宅医療・介護連携推進プロジェクト会議）」を設置。地域包括支援センターが事務局とな

り、委員 19 名で年３回話し合いを行っている。 

・県立病院の医師（総合診療科）と在宅医を中心に５年前から望む人生の最後の場を選択できる社

会環境づくりが進められている。 

・在宅介護を支える研修医を含めた病院の総合診療科医師、介護職員、訪問看護、ケアマネジャー

を含めた在宅での看取りを支える多職種のネットワーク構築が医師を中心に進められている（メ

ールやラインで Q&Aの相談関係を構築。顔のみえる関係づくり、看取り介護、医療、看護の研修

会も定期的に実施。 

・地域住民に対する「住み慣れた地域、住まいでの看取り」研修も５年前から実施 

・実態としては、在宅限界点は要介護１まで。要介護２以降は認知症が入るため、ケアハウス、特

養、養護に入所（さほど待機期間もなく入所できるのが実態）。 

・在宅では要介護１までは、複数の介護サービス事業所（通所介護の利用と組み合わせて）の利用

を併用してなんとか、在宅介護生活を継続を支援している。 

・現在の「在宅限界点は要介護１」をいつまで確保できるかについては、行政計画上示すことが難

しい状況。 

・地域においては、最終段階での生活の場の選択は「病院」「施設」「住み慣れた自宅」の３択でし

かない。有料老人ホームとサービス付高齢者向け住宅は「施設」に含めて類型提示されている場

合が多く、「施設」とそれらの住まい間の質の違いは説明されない場合が多い。 

・エンディングノートの普及活動は活発に実践されている。おおむね住み慣れた地域における ACP

の推進は今後の課題だとの認識にある。 

（イ）一人暮らし、単独高齢者も含めて過ごせる環境づくり 

・現段階では、「単身になっても住み慣れた住まい、地域で最終段階まで住み続けられる社会環境づ

くり」に関する視点は今後の課題となっている。 

（ウ）有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅における看取りまで過ごせる環境づくり 

・有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、当地における在宅限界点を超えた人たちの入

所先として、一般には選択肢に入っていない。実際に立地もしていない。 

・グループホームや特養の入所待機期間中の生活の場として認識されている。 

 

①-3.Ｃ市（首都圏） 

（ア）望む住まい、地域で最期まで過ごせる地域包括ケア推進 

・当市では「このまちで生まれ最期まで暮らすことが可能なまちづくり」の視点から住み慣れた地

域・住宅で、一人暮らしでも、認知症、重度要介護でも住み続けられる環境づくりの視点にたっ

た地域包括ケア推進施策を立案している。 

 
（イ）一人暮らし、単独高齢者も含めて過ごせる環境づくり 

・生活支援体制の整備を推進するため「生活支援等体制整備協議体」を立ち上げている。同協議体

では、市民の生活支援コーディネーターが隣近所の日常生活の中で困っている高齢者等を発見し、

日常生活支援サービスを提供する支援システムを試行推進している。 
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・この日常生活支援システムは認知症の方を含めた日常生活支援・見守りシステムである。 

・また、一人暮らしの高齢者も含めて、本人が望む場所で看取りを実現するための医療・介護提供

体制、地域支援体制の整備推進に関して、現在の課題、今後望まれる支援体制構築のために必要

な施策や取組を盛り込んだ「地域医療計画」を策定し、実現に向けて推進していくこととしてい

る。現在公表されている「計画案」（2019年３月段階）では、「本人の住み慣れた地域、本人の望

む場所で不安なく最期まで暮らす」ことができる地域の実現に向けて、以下の目標が提起されて

いる。このうち、特に「本人の意思確認」に関しては「近隣関係者（ボランティア等）」も参加し

た本人の意思の適宜確認と共有」があげられている。 

１．本人の意思の表出： 

２．本人の意思の関係者間での把握と共有： 

３．希望に沿った看取りの実施： 

４．提供体制整備： 

・市民の方々が安心して人生の最終段階を迎えるにはどうすればよいか、看取りに関わってきた医

師やご家族とともに考えていただく為に、「人生の最終段階をどう迎えるか～在宅看取りの現場

から考える～」をテーマに３月に市民公開シンポジウムを開催した。 

・また、市は「居住支援施策庁内検討会」を開催し、住宅確保要配慮者に対する支援のあり方につ

いて検討中である。 

 

（ウ）有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅における看取りまで過ごせる環境づくり 

・現状では、「有料老人ホーム」や「サービス付高齢者向け住宅」における看取りの在り方に言及し

た課題や取組を提起した行政計画は策定していない。 

・市内には、有料老人ホームは５件、サービス付高齢者向け住宅（別法人が経営する「看護小規模

多機能居宅介護」が併設している。利用者のほとんどは周辺地域の住民）１件が立地している。 

・現状、市は、介護保険法の定める「実地調査」以外、これらの高齢者集合住宅の入居者の医療や

介護サービスの提供やそのサービスの質の確保状況について関与し情報を把握することは行っ

ていない。 

（参考データ） 

・当市の実施した市民アンケート（平成 30年 2月実施）結果では、「人生の最期を迎えたい場所は

どこですか？」の設問に対する回答は、「自宅」（43.4％）、「わからない」（22.7％）、「ホスピス」

（12.5％）、「特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの介護施設」（6.6％）、「高齢者向けの

住宅（サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等）」（6.6％）となっている。 

・なおこの希望に対する実現可能性に対しては、市民全体では「可能」と回答している市民は２割

強にとどまっていることも注目すべき結果である。 
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②有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅調査 

【まとめ】 

〇入居者の看取り期における本人の希望・意思に関しては入居段階から、適宜機会をとらえて、

確認を行い、看取りに向けた ACP の構築と見直しの仕組みを構築しており、その重要性を認識し

ている。 

〇看取り期においては医師、看護師、介護職、計画昨担当者等の対等な立場でのチーム構築と、

緊密な情報の共有化、協働連携ルールの徹底が重要であると認識している。 

〇とりわけ、看取り期の判断に関する医師の診断と判断、看取り期における介護職その他担当職

員の異変や急変に関する早期の気づきと“ファーストコンタクト先”とその方法、また看取り対

応チームにおける、医師、看護師、介護職、計画作成担当者・ケアマネジャー、生活相談員、管

理者等それぞれの役割の同定・確認等について詳細で徹底した意識共有化が、有料老人ホームや

サービス付き高齢者向け住宅における「質の確保された看取り」の実践にとって重要であること

を指摘している。 

〇特に、入居者の自立生活支援に最も密接に寄り添ってきた職員介護職や計画担当者等は、看取

り期における多職種協働連携において、その役目と機能を十分に達成するために、医療、看護に

関する知見や技術等の習得研さんに努めることが重要であることを指摘している。 

 

②-1.事例 D（有料老人ホーム） 

（ア）運営形態 

・介護付き（一般型）有料老人ホーム 

・特定施設入居者生活介護（一般型） 

・介護に関わる職員配置は２対１と手厚くしている。離職率は 10％程度と低い。 

（イ）入居者特性 

・入居者の平均要介護度は 2.7程度。 

・平均入居継続年数は３年前後。重度者が多い。 

・入居者の中には、15～16 年、入居している人もいる。 

・周辺からの入居は多い。 

・家族に迷惑をかけたくないと、元気なうちから入居する人もいる。 

・都内に子どもが住んでいて、呼び寄せられて入居している人もいる。 

・身寄りのない入居者は数名いるが、身元引受人を立ててもらっている。連帯保証人も兼ねる。入

居時に遺品等の取扱方法も決めておく。 

（ウ）在宅～入居ステージ 

・入居経緯は、病院、入居者紹介センター（民間）からの紹介、直接申し込み等。 

・病院からの紹介は、24時間看護が必要で医療的な対応が求められる場合が多い。看護師が常駐し

ているため、対応できない行為でなければ受け入れる。人工呼吸器、点滴については、医療機関

の訪問により、対応できるかで判断する。 

・ ACP について、会社の指針の説明し、看取りに関する合意を得て、同意をもらうようにしている。

医療機関から提供可能な医療についても伝える。 
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（エ）入居生活ステージ 

・介護保険の利用を開始する際、ケアプランに署名できない人は、署名ができる人を探す必要があ

る。身内がいない場合、成年後見人を立てる。自治体によって対応が異なるため、自分達で判断

せずに自治体と相談して進めるようにしている。 

・協力医療機関（内科往診）は２施設、入居者が個別にかかっている医療機関が３施設。他に、歯

科往診の歯科診療所が２施設。訪問診療で対応できず、定期的に通院している入居者は 10 名ほ

ど。 

（オ）最終段階／看取り・看取り後ステージ 

・看取りの実施状況は、年に３～５名程度（老衰や末期がんなど）。 

・看取りの時期に入ったとの医師の所見があった場合、カンファレンスや担当者会議の開催頻度を

上げる。１日に複数回、開催することもある。看護職員、介護職員、生活相談員で情報を共有し

ていく。家族にも来てもらって、医師から医学的な説明をしてもらう。ケアプランも随時、変更

していく。 

・看取りに関して、家族に後悔してほしくないため、都度、電話で状況を伝えるようにしている。

家族に対するブリーフケアも大切である。 

・家族には「今、決めたことがずっとではない。気持ちは変わるので、いつでも言ってください」

と伝えている。死をいみきらうのでなく、本人や家族と一緒に、旅立ちの衣装を決めたり、看取

り期にあった部屋のレイアウトを相談したりする。 

・職員には経験やスキルが必要となるが、手厚い人員体制も重要となる。最期は手と手のケアであ

り、寄り添うことを考える。 

・看取る中で、疼痛管理が必要な場合もある。24時間看護体制であるため対応できる。 

 

②-2.事例 E（有料老人ホーム） 

（ア）運営形態 

・介護付き（一般型）有料老人ホーム 

・特定施設入居者生活介護（一般型） 

・職員配置は 2.5:1 

・行政との接点はあまりないが、地域ケア会議の案内はもらっているが、参加できていない。 

・地域との接点は近隣の保育園と協同イベントをするなど地域との交流を心掛けている。 

・利用者の家族と事業者側での運営懇談会を年２回実施。参加率は５割程度。 

・近隣に競合施設がなく、中央線かつ駅から近いため常に入居者リストができている。 

（イ）入居者特性 

・入居者の平均要介護度は 2.4～2.5 程度。 

・もとの住まいは近隣の人が多い。 

・入居者 46名のうち、自立高齢者が５～６名。８割が女性。 

・平均居住年数は３年程度。 

・入居条件として、協力医療機関が主治医になることを求めている。もともとのかかりつけ医にこ

だわる入居者は、当提携医療機関のドクターコールを使うことができない。 

・胃ろうをしている人は入居できるが、鼻腔経管栄養や中心静脈栄養（IVH）は受入れ不可。 

（ウ）在宅～入居ステージ 

・身元引受人（成年後見人）は必須。みな親族が引受人。 
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・ACPについて、本人の意思を確認している。 

・自宅での介護度が高くなると入居したり、肺炎や骨折で入院後、自宅に戻れないことから入居す

るケースもあるが、多くはない。 

・駅から徒歩４分と立地が良いため、遠方に住む子供が訪問しやすいと入居を希望する人が多い。 

・駅近のため、入居者が外出時に駅を利用することもある。 

（エ）入居生活ステージ 

・月２回、内科往診。歯科往診は月１回で特定の人のみ。 

・医療的な処置が必要になった場合は、ドクターコールをする。救急は１年で８件程度。基本はド

クターに相談してから救急搬送の可否指示をもらう。 

・入居者の相談は、生活相談員やケアマネジャー、事務員が受ける。 

・給付外のサービスとして、買い物の付き添いがある。お金の預かりはしない。 

・入居者からニーズがあるのが、レクリエーション、外出、食事等。 

（オ）最終段階／看取り・看取り後ステージ 

・看取りの実施状況は、直近１年では７名中６名が施設内で看取られた。 

・老人ホームでは看取りが出来ないと思っている利用者・家族、病院関係者が多い。そのため、利

用者のみならず家族に対しても看取りの希望を聞くようにしている。食事、水分摂取状況に応じ

て、家族に往診時に同席してもらい、終末期の説明をしている。 

・エンディングノートを作成する利用者もおり、延命についても折に触れて本人と確認を行う。認

知症の利用者の場合は、家族や身元引受人の意見を確認しておく。 

・必要があれば、部屋に医療機器を置くことがあるが、看取り期に、特別に体制を整えるというこ

とはしない。 

・現在は末期がん患者は入居していないが、疼痛対応している。 

・施設側で利用者の金品(年金を含む)を預かるサービスはしておらず、身寄りのない利用者の場合、

遺品は身元引受人に引き取ってもらう。それで困ったことはない。 

・「看取り指針」（マニュアル）を設けている。年に２回研修がある。 

・職員のグリーフケアにも対応している他、メンタルヘルスの電話相談窓口も設けている。 

 

②-3.事例 F（有料老人ホーム） 

（ア）運営形態 

・介護付き（一般型）有料老人ホーム 

・特定施設入居者生活介護（一般型） 

・1993年に開設。自立から看取りまで対応。チャペルを建物内に作り、お葬式もできるようにして

いる。 

・３年前に大規模改修を実施。 

・介護に関わる職員配置人員配置は 1.5対１以上と手厚くしている。介護職員に対する充実した研

修制度、定着率の高さは業界でも高い評価を受けている。 

・設立当初からクリニックを併設し、医師との連携を密に行うようにしてきた。併設クリニックの

医師は高齢者医療に対し関心の高い医師である。 

（イ）入居者特性 

・問い合わせに対し 15％程度が入居に繋がっている。見学まで来てもらうと４割程度が入居に結び
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つく。 

・最近は、紹介会社からの問い合わせが多くなっている。40社と契約している。その他に、近隣の

総合病院からの紹介もある。 

・入居者の８割が県内からであり、所在・隣接自治体が多い（３市）。開設当初は県外からの入居も

あったが、最近は地域密着となっている。 

・看取り期や医療ニーズの高い人の申込が多い。 

・住民票は移していない人が多い。 

（ウ）在宅～入居ステージ 

・介護付きのため、入居を急いでいる人は多い。 

・家族が見学にきて、家族の意思で入居が決まる場合が多い。気に入ってもらえたら、本人との面

談も依頼する。 

・生活相談員・介護職員を中心とした判定会を行う。看護師も参加し、看護面から入居可能かどう

かの意見も考慮し判定している。医療依存度が高い場合、事前に情報収集する。対応が厳しい医

療対応を求められる場合（人工呼吸器など）は断るが、ほとんどに対応している。 

・病院からの紹介の場合、ＭＳＷと連携するほか、退院時の病院でのカンファレンスに参加する。

病院医師の説明が不十分な場合があり、何度も病院へ赴いて説明を受けなければならないことも

ある。 

・本人が意思決定することが可能な場合、本人と家族で意見が異なることもある。そうした場合、

施設のケアマネジャーがリーダーシップをとって調整する。 

・重度化したり、認知症が悪化しても亡くなるまで入居し続けられるかどうかという質問が多い。 

・入居に際し、連帯保証人は必須である。ほぼ、後見人がついている。身元保証会社を紹介してほ

しいという依頼はあるが、信頼できる会社を把握していないため、紹介はしていない。 

・契約前の面談の際に、救急時の病院への搬送や、延命処置について確認するが、その後、考えは

変化することが多いことを考慮して対応している。 

（エ）入居生活ステージ 

・入居者、家族を交えた、運営懇談会で、看取りに関するテーマも取り上げる。 

・家族、入居者に対して看取りに関する意識を調査している。看取りや亡くなることを考えたくな

い、という家族が一定の割合で存在する。そうした家族の存在を早めに察知しておくべきだと考

えている。 

・ＰＴ・ＯＴを配置して、個別機能訓練に取り組んでいる（パワーリハビリマシンを６台設置）。機

能訓練を強化したことで、入居者増に効果を得られている。 

・開設当初、半分は２人部屋だったが、現在、大半を個室で利用している。 

・夫婦で入居し、どちらかが亡くなった人もいる。 

（オ）最終段階／看取り・看取り後ステージ 

・年間 20名程度の看取りを実施。退去理由は、死亡退去がほとんどである。 

・併設しているクリニックの医師が看取りに対応している。看取り期で状態が変化する中、家族に

すぐに状況を伝えることができる。 

・家族の来館の都度、看護職員や介護職員、医師が家族に対して、入居者の状況を説明する。看取

りに対する方針などへの理解が得られれば、それに基づくケアプランを作成し、家族に対して、

その内容を説明する。 
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・家族によって、亡くなることに対する受け止め方はさまざまである。入居後から家族には看取り

に関する理解を促してはいるが、亡くなることを受け入れられなかったり、いざ看取りとなると

延命を求める家族もいる。家族の気持ちの温度感を大切に、職員で相談しながら、対応方法を考

えている。 

・併設クリニックの医師は、最終的な選択を家族にゆだねている。 

・家族に安心してもらって、家族と一緒に看取りに対して歩むことができたときや、家族が看取り

に間に合った時には、対応して良かったと感じる。 

・家族が、入居者が亡くなる過程を理解できず、必要ではない医療を求めたりすることがある。家

族が強く求める場合、止めることができない。 

 

②-4.事例 G（サービス付き高齢者向け住宅） 

（ア）運営形態 

・サービス付き高齢者向け住宅。特定施設入居者生活介護の指定は受けていない。 

・看護職は配置していない。夜勤職員は２名。 

・協力医は１医療機関（在宅療養支援診療所。医師は当番制） 

・“地域との交流”を重視し、地域の子どもたちが立ち寄って集い、遊べる駄菓子屋とサロン空間を

設けている。地域の保護者達にも認知されている。 

・地域の地域包括支援センターには開設時あいさつに伺っている。 

（イ）入居者特性 

・入居者 10人、定員充足率９割強。 

・平均要介護度 2.01（要支援１人）。６～７割は認知症。 

・入居費用は約 16万円水準。 

・周辺圏域からの入居者、遠方からの入居者半々程度（子の呼び寄せによる入居者もいる） 

（ウ）入居までのステージに関して 

・入居契約に当たっては、身元引受人、連帯保証人が必須である。民間サービスも紹介している。 

・最終段階・看取りまで対応する住まいであり、入居者ができるだけ自律して生活できる住まいで

あること、最終段階では穏やかな老衰死を目指してケアを行うことを説明し、納得した方が入居

している。 

（エ）入居生活ステージ 

・入居当初段階から、折々に、入居者の看取りまでの希望や意向を確認し、職員間で情報共有して

いる。 

・玄関にカギはついていない、いつでも入居者は外出できる。 

・駄菓子屋とサロン空間に来る地域の子どもたちと入居者の交流もある。 

（オ）最終段階／看取り・看取り後ステージ 

・看取り率 78％（当住宅は全住宅平均より１割程高い）。所長がそのスキルを有していることから

可能となっている。（老人保健施設、特別養護老人ホームでの勤務経験を有する） 

・当住宅では、『ケアとしての看取り』の理念に立って看取りを実践している。 

・看取り期に入る前の段階から、入居者の体調とそれに適した医療的ケアの仕方について医師、訪

問看護師と情報交換をして、自然な穏やかな老衰死を迎えられるようなケアを実践。 

・看取り期において、処置や対応に関して「判断」が必要な場面が出てくる。その「判断」の形成

には、「介護職、医師、訪問看護の対等な関係のチーム」における相談と判断形成が必要である。
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介護職は「医師や看護師に相談する力」を研修受講や日々のケア実践を通して蓄えていくことが

重要である。（例）痰の吸引の実施。 

・当住宅では、“入居者が「自然な老衰死」を迎えられるような医療と看護、介護を実践する”とい

うことについて理解し、歩み寄っていただける医師と協力契約を結んでいる。訪問看護も同様で

ある。 

・最終段階での緩和医療が必要な入居者については当住まいの協力医（往診医）が担当する（仮に

他医療機関の医師がかかりつけ医の場合においても）。 

・看取り期に入った時点で、カンファレンスを開いて「夜間や緊急時、介護職はファーストコール

をだれがするか（医師、訪問看護、ケアマネジャー）」等を決めておく。 

・グリーフケアについて 

・看取った後毎に、担当職員集まった「否定しない、後悔しない、ほめ合う」振り返りを行うグ

リーフケアを行っている。 

 

②-5.事例 H（サービス付き高齢者向け住宅） 

（ア）運営形態 

・サービス付き高齢者向け住宅。特定施設入居者生活介護の指定は受けていない。 

・併設：訪問看護及び看護小規模多機能居宅介護（協力医療機関が経営） 

・当住宅の営業対象層は自立段階から要支援の人で「家族の手を煩わせることは申し訳ない、これ

からも自分らしい生活を継続していきたい」と思っている「自宅で住んできた一人暮らしの人」

や「夫婦で老老介護している人」向けの「病院と自宅の中間に位置する住まい」である。元気な

人、自立の人も入居できる住まいである。 

・生活相談担当職員は日中２人、その他の時間帯は１人が常駐。相談員の役目は①入居者の金銭管

理、②入居者本人とご家族との調整・フォロー（それぞれから相談を受ける場合も） 

・協力医療機関を探す中で現在の協力医のクリニックに出会い、当社の事業スキームを説明し、同

クリニックが事業に賛同してくれ、既存の訪問看護ステーションの隣接地に看護小規模拠点の新

設に賛同いただき実施に向けて取り組みを開始した。 

・看護職は配置していない。（入居者は、必要時に各自契約する。（併設している「訪問看護ステー

ション」及び「看護小規模多機能居宅介護」も選択肢） 

・立地する地域での多職種との交流や連携は、市社会福祉協議会、地域包括支援センター等。 

・戸数：46戸。入居率 85～90％。 

・居室は全室、便所、洗面、浴室、台所、収納を備えている。 

・入居資格は、①単身高齢者、②高齢者＋同居者（特別な理由により同居させる必要があると知事

等が認める者） 

・主な営業先は、病院やケアマネジャー、地域包括支援センターや行政。 

・併設の看護小規模多機能居宅介護事業所の運営推進会議には当住宅の管理者が参加している。ま

た市社会福祉協議会の介護部会やケアマネジャー部会等にも出席。 

・地域住民が自由に立ち寄れる場所として地域交流サロンを設けて開放している。 

（イ）入居者特性 

・要支援１人。自立が７割。 

・現在、併設の看護小規模多機能居宅介護を利用している入居者は２名 
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・入居者はほぼ周辺圏域（半径３～５㎞）内）に住んでいた方。 

・自宅を元のままにして日頃の住まいは当住まいにして日中は、双方を行き来している住人もいる。 

・入居者のご家族は、①この圏域内で住んでいる方、②当圏域に住んでいる家族が遠方の親を呼び

寄せた方等。 

・夫婦で入居する場合も 25 ㎡の部屋を２居室契約して「趣味や就寝時間が違うので」各居室で別

別に生活する方もいる。また１居室をリビングやダイニング、１居室を寝室として利用する夫婦

もいる。いずれ一人になった際には１部屋契約にする。 

・入居者は７～割の方が、戸建、マンションからの住み替えた人。収入源別では厚生年金受給者が

一般的である。特養等の入所待機者はいない。 

（ウ）入居までのステージに関して 

・週末に本人が家族を連れて見学に来る場合が多い。 

・入居にあたっての決め手は、①夜間の安心感、②見守り体制、③相談に乗ってくれる等。 

・入居契約に当たっては、医療の同意、介護サービス利用の同意を得る、死亡時の身元引受けのた

めに、連帯保証人は必須である。家族親族等に身元引受人になってくれる人が見当たらない場合

は、身元引受サービスの利用を勧めている。 

（エ）入居生活ステージ 

・昼食、夕食を申し込めば食堂または居室で利用できる。朝食は提供していない。食堂では地域の

人を、食事作りのボランティアとして募集している。 

・入居者の外出、外泊、家族の訪問は全て自由である。 

・当事業所が地元自治体と協力して、入居者の社会参加支援として、地域情報を提供したり、開催

されるイベント活動の情報を入居者に提供し、入居者の地域への積極的な参加を支援している。 

・事業者からの「入所施設への移り住み」を求める要件は認知症の場合、行動抑制が必要になった

場合、常時介護、医療が必要になった場合である。 

・途中退居し住み替え先を探すにあたっては、当事業所からも、その入居者の方に合った住み替え

先を決められるような支援を実施している。 

・行政と協力して、入居者の社会参加支援として、地域情報を提供したり、イベント活動の紹介を

実施している。 

 

（オ）最終段階／看取り・看取り後ステージ 

・看取った場合は遺族に連絡する。 

 

＊当住宅は、サービス付き高齢者向け住宅の発足時のコンセプト「自立～要支援の人向けの安否確

認、健康管理サービス、生活相談サービス付きの住まい」に基づいた住まいである。介護付き有

料老人ホームの場合、各地の基礎自治体における立地総量規制の進展によって開設しにくくな

ったため、替わる事業として「要介護者向け」の「台所、浴室とも備えていないサービス付き高

齢者向け住宅」事業に進出する事業者が増加している。 
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２．全体総括：単身高齢者が、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を「看取り

まで安心して過ごせる住まい」として望めば選択できる地域包括ケアネットワーク整

備に向けた課題と方策 

（１）取り巻く状況の整理 

①市町村における取組の重点方向と課題 

○「高齢者居住安定確保計画」を市町村で策定ないし策定中は全国の３％にとどまっている。なお、

人口規模の大きい市区町村ほど策定が進展している。 

 

○単身高齢者等を含めて高齢者の「望む地域、場所で人生の最期まで過ごせる地域環境づくり」を

進めている市町村は極めて限られている（全市区町の２％）。 

 

○また、政策目標として計画上掲げている「望む場所の選択肢」はあくまでも「住み慣れた自宅」

「特養」「グループホーム」等であって、多様な選択肢として「有料老人ホーム」「サービス付き

高齢者向け住宅」を選択肢として提示するのは都市部の一部の自治体に限られている。基礎自治

体における総量規制、郊外部に偏った立地規制を反映した結果と伺われる。 

 
○全国の市町村における単身高齢者等に対する「望む地域、場所で人生の最期まで過ごせる地域環

境づくり推進」の取り組みにおいて取り上げているのは、日常の見守りや緊急通報体制づくりや

住まいの確保であって、「看取り期における介護、医療」に焦点をあてている自治体はない。 
 
○今後の単身高齢者等の「望む地域、場所で人生の最期まで過ごせる地域環境づくり推進」の取り

組みでは「住み慣れた自宅」「特養」「グループホーム」等に重点をおいており、有料老人ホーム

やサービス付き高齢者向け住宅を重視している市町村は１割にとどまっている。 
 
○有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介護に関する

ニーズを把握している市町村は１割前後にとどまっており、これらの高齢者向け住いに関する市

町村の関心は特に「サービスの質の維持」に特化している。 
 
○上記のように、今後の単身高齢者等の「望む地域、場所で人生の最期まで過ごせる地域環境づく

り推進」の取り組みにおいて、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を重視している市

町村は１割にとどまっていること、及び、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅におけ

る単身高齢者等の看取りや介護に関するニーズを把握している市町村は１割前後にとどまって

いるという結果となった背景には次の点があると思われる。 

・有料老人ホームの届け出やサービス付き高齢者向け住宅の登録について都道府県から権限移

譲された一部の市区町村を除けば、これらの住宅が立地する市区町村が主導して整備誘導す

る等の施策を実施していない。 
・介護保険給付サービスの「特定施設入居者居住介護」指定施設の場合は、「住所地特例」の対

象となり、その施設の所在地に住所を移した入居者については、例外として前住所地の市区

町村の介護保険被保険者になる。 
 

○以上の２つの背景から、従来、これらの施設が立地する市区町村は、入居者のニーズの把握やサ
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ービスの質の実態把握を市区町村が行うインセンティブを持ちにくい。 
 
○なお、中山間地域等を抱える市町村においては、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅

の整備を周辺市町村との協働連携により、例えば高齢者の住み慣れた住まいの圏域ないし近接す

る圏域やその他生活利便機能や医療介護機能の立地地域周辺に立地誘導し、住まい替えを推奨す

る手法等も効果的な「住み慣れた地域、住まいで人生の最終段階を通して住み続けられる選択肢」

となりうると考えられるものの、まずは人生の最期まで住み慣れた自宅で、家族介護を得ながら

過ごせる医療や介護、生活支援環境構築が目標とされており、身寄りのない単身高齢者が望む地

域、場所で住み続けられる方策として、地域の中で新たなサービス付き高齢者向け住宅に住み替

える方策を提示することは行われにくい。 
 

②有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅における取組動向と課題 

○有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅からなる「高齢者向けサービス付き住まい」市場

においては、①要介護高齢者層を対象とする介護や生活支援サービス、医療、看護サービスを包

括的に提供する（別法人事業所、同一法人事業所いずれかを問わず）形態、②あくまで相談サー

ビスや見守りサービス付きの自立自律の「住まい」を保持して、要介護になったら地域の医療や

介護サービスを利用する形態事業に分岐してきている。 
 
○人生の最終段階の看取りまで熱心に取り組んでいる有料老人ホームやサービス付き高齢者向け

住宅では、医師の往診や訪問診療の実施体制が構築されていることが重要であって、“看護師の常

駐配置がなければ住まいにおいて入居者の尊厳を保持され質の確保された看取りや介護は困難

である”ということは言えない。積極的な取り組みを多職種間の対等な意識をもって緊密な連携

を通して、質の確保された看取り、介護は実践可能であることが今回の調査結果から伺われる。 
 
○入居者の看取り、介護に積極的に取り組んでいる有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅

では、入居者が入居した時点から家族等（信頼できる友人や家族）と医療・ケアチームによる ACP
が取組まれている。 

 
○これらの住宅における ACPにおいては、入居者の体調急変時において、担当介護職等が担当訪問

看護師、医師（主治医）、ケアマネジャー（計画作成担当者）のだれにファーストコールをしたら

いいかを取り決めメンバー間で周知徹底しておくことが必要である。その他職種連携協働におい

て、特に最も入居者の生活を支えている介護職の果たす役割が大きい。その役割を果たすために

も、看護職などが異変の内容や程度を適切に把握し、医療職などに適確迅速に伝えられるよう医

学・医療・看護知識・評価方法等の習得に努めることが、これらの住宅において質の確保された

看取りを推進する上で重要である。 
 
○なお、看取り期に関する判断は、まずは駆けつけた医師による診断に基づく判断（最期まで住ま

いで、救命できる状態ならば適確な病院に搬送入院）が必須である。 
 
○また、単身高齢者が、看取り期にわたるまで住み続けられる地域環境と住まいとして、有料老人

ホームやサービス付き高齢者向け住宅を望んで選択しようと思ったとしても現状では、これらの

住宅の入居要件には、連帯保証人（費用支払いの保証）、身元保証人（医療処置の同意）、身元引
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受人（死亡時等遺体、遺品等引き取り）を確保することが大前提となっている。この状態のまま

では、これらの住宅が今後増加する身寄りのない単身高齢者にとり、選択できない住宅でありつ

づける。 
 
○各種の民間の保証人サービスの消費者被害や成年後見人に医療同意の誓約書を入居時に求める

等の事例や地元自治体における相談対応の弱さも今回報告されており、早急な対応が求められて

いる課題として指摘しておく。 
 
③有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の制度上、供給市場での位置づけについて～「施

設」か「住まい」か 

○市町村行政におけるこれらの住まいに関する市民に対する情報提供は、介護保険担当部局から介

護保険の居宅サービスの１つとしての「要件を満たしたものは特定施設です」等の情報提供が実

施されている。しかし、「施設」と「住まい」の基本的な居住形態の性格の違いについて、わかり

やすく正確な情報提供はまだ十分といえないのではないか。 
○一方で、住まい事業者サイドにおいても、一部の事業者では積極的に「終の棲家・施設」等の表

示や勧誘を行っていることも確かである。 
（例１）自治体の住民向け啓発・情報提供に関する資料において「有料老人ホーム（サービス付き高齢者向

け住宅）」、「サービス付き高齢者向け住宅（特定）」等の表記で各住まいの制度や内容、利用方法の説

明がされているが、有料老人ホーム、特定施設入居者生活介護、サービス付き高齢者向け住宅の関係

性が、わかりやすく説明がされていない。 
（例２）住民向けのアンケートにおいて「看取り期の場所」の選択肢においては「特養等入所施設」と「有

料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」も区別して設定していながら、結果の考察や解説におい

ては「特養等入所施設等」として施設類型に括った総括をし、有料老人ホームやサービス付き高齢者向

け住宅に関する解説は捨象する。 
（今回実施した地域調査での例） 

  今回事例調査報告した C 市の実施した市民アンケート（平成 30年 2 月実施）結果でも「人生の最期を

迎えたい場所はどこですか？」の設問に対する回答は、「自宅」（43.4％）、「わからない」（22.7％）、「ホ

スピス（緩和ケア病棟）」（12.5％）、「特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの介護施設」

（6.6％）、「高齢者向けの住宅（サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等）」（4.7％）、「ホスピス

以外の医療施設」（3.9%）、「子ども、親族の家」（1.2%）の順であった。この結果に対する行政資料の考

察、解説は、「自宅」、「病院・緩和ケア病棟」、「特養・老健・有料老人ホーム等」の 3つに括られて行わ

れている。このような括り方と考察においては、特養、老健、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホ

ーム相互の違いは捨象されて「自宅」「病院」「入所施設」の 3 選択肢に対する「住まいの場」イメージ構

成と選好意識のみ補強されがちである。 

  このようなニーズアンケートの選択肢設定と結果の要約方法は今回実施した他の事例地域調査において

も見られた。 

 
○また各地の自治体における「最期まで望む地域、場所で過ごせる地域環境づくり」においては、

住み慣れた自宅で家族介護と介護保険サービス、近隣互助から成り立つ「最期まで望む地域、場

所で過ごせる地域環境づくり」を堅持して介護基盤整備を進めることを前提とした選好意識調査、

情報提供、啓発施策が展開される場合が多いのではないか。 
 
○これらを背景に、国民サイドも「最期まで望む地域、場所で過ごせる地域環境づくり」における

選択肢は、「住み慣れた自宅で最期まで」「孤立死がなく見守られて最期まで過ごせる特養で」の

選択肢から選択する意識形成が強化されている。  



33 

（２）【提案】今後取り組むべきこと 

①行政（国、都道府県、市区町村）に向けて 

○都道府県等及び市区町村は、地域包括ケア推進計画、地域福祉計画、介護保険事業計画、高齢者

居住安定確保計画等の関係計画において、管内における有料老人ホームやサービス付き高齢者向

け住宅整備に関する現状と課題、目標、方策に組み込み、単身高齢者等を含めた高齢者等が望む

なら人生の最終段階まで住み続けられる住まいの選択肢の充実を図る。（実態把握、質確保のため

の実地調査等に加えて） 

○国、都道府県等は、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の経営者、管理者・職員向け

の「看取り対応」マニュアル、ガイドライン作成を作成し、研修や勉強会、模擬体験等継続的な

実施を行って普及を推進する。 

○そのマニュアルや指導指針の重要なテーマ・内容は以下に列記しているテーマ・内容と思われる。 

・入居者本人の意思を確認できる方法や生活場面を、家族等（信頼できる友人や家族等）、及

び担当医師や看護職、計画作成担当者、介護職等の関係専門職とのチームで協議を重ねて

構築する（すなわち ACPの推進）。 

・異変、急変の早期気づきと初期判断、及びファーストコール先の明確化と、その内容に関

する担当関係専門職等間の情報共有、そのための必要な用語の共有理解と使用場面と方法

の習得訓練を行う。 

・特に多職種連携関係の構築と運用を行う上で、入居者に日常最も寄り添い、接している介

護職員が、最終段階の入居者の異変の早期発見方法や、看取り期の医療や介護に必要な医

療・医学知識や技術を習得しておくことが極めて重要である。 

・最終ステージにおける医師の「予後診断」と、本人の「延命治療や看取りに関する意思」

確認結果、計画作成担当者、看護職や介護職、生活相談員、管理者、入居者の信頼できる

家族等の意見も踏まえつつ、判断した結果に基づいて、住まいでの看取りに関する方針を

決定する。 

・入居当初から、継続的に入居者の ACPの視点を内外の協力連携多職種間で継続的にアセス

メントし確認し見直していく。 

・住宅での看取りを担当した介護職員等のグリーフケアをきめ細かく実施する。 
 

○市区町村は、上記のマニュアルを高齢者向け集合住宅が活用することを支援する他、管轄内に立

地する有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅における ACPの推進に向けた自主的な取組

を支援する行政体制を構築する。 

○有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が、地域に開かれ、地域と連携する支援体制を充

実させる。（住まいが地域に開かれ交流することは、入居者が地域の各種の参加の場に参加し多様

な地域の人たちと交流し刺激を受け入居者の住まいにおける生活の質が向上するとともに、住ま

いの職員も、地域に出て入居者の地域での社会参加を支援する中で地域の人たちと接し交流し参

加することを通して、入居者に対するケアや自立継続支援のあり方に関して刺激を受ける、研鑽

の機会を得るという成果がある。その他にも、○住まいの管理者や計画作成担当者や介護職、看

護職、生活相談員等が、周辺の地域包括支援センター地域ケア会議その他地域包括ケア課題の発

見と共有化の場に参加することをとして、自らの住まいが求められている役割や連携や協働を求

めている期待や要望を把握する、○地域住民と住宅職員や入居者との交流を通して、地域住民が



34 

住宅及び入居者に関する理解や共感を深め、入居者に対する地域での緩やかな見守り機能を発揮

してもらう等の効果が期待できる） 

○市区町村は、管内に立地する各高齢者向け集合住宅住まいを中心とする生活圏域での看取り対応

の協力医療機関のネットワークを構築する。 

○高齢者向け集合住宅における単身高齢者等の入居要件となっている「身元保証人」「身元引受人」

「連帯保証人」の今後の単身高齢者等を含めた居住推進の資するあり方（公的な関与・支援を含

め）に関する検討を推進することが必要である。 

 

②有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅にむけて 

○地元の自治体における上記の取組に参加し協働し、その他国、都道府県を含めて実施される行政

等による高齢者向け集合住宅事業者に対する各種の「看取り対応推進」に関する側面支援事業を

活用し、それぞれの住まいの運営・職員体制、入居者の特性に応じた ACPの導入と推進に努める

ことが必要である。（例）介護職員や計画作成担当者、生活相談員等関係職員の看取り期における

対応力向上に必要な研修等受講、住まいでの看取り期において必要な判断や対応に関する模擬訓

練等に参加。 

 

③その他今後必要な取組 

○また、本調査研究の実施を通して、以下の、住民、国民に対する情報提供、広報に関する課題も

抽出することができたことも付記しておく。 

・有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の類型別の「人生の最終段階まで住み続けること

を望む場合の住み続けやすさ」に関する要件や看取り、介護に関する体制や費用等の違い等につ

いての表示、説明に関して“分かりやすさ”の点から今後改善が必要なこと 

・高齢者向け集合住宅と特別養護老人ホーム等入所施設における「要介護生活以降の生活の仕方」

に関する認識が深まることに資する各種アンケート票の設計や結果の説明や考察結果の仕方

（例：「特別養護老人ホーム等」の選択肢と「高齢者向け集合住宅」選択肢の回答率を合算して

回答結果とコメントの表示） 

 

④今後さらに調査検討が必要なテーマ例 

○今回の調査結果から、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け集合住宅の中で、特定施設入居

者生活介護を指定取得していない住宅においても、看取り医療を行う協力医との連携や看護、介

護その他関係職種間の密接な連携を構築運用して、これらの住まいでの看取りを望む入居者に、

看取りまで対応している住宅があることを明らかとすることができた。今後はさらに、入居者の

生活の質が確保された看取りまでの過ごし方を支援するための必要な職員体制や介護のあり方、

さらに、信頼する家族や友人等も参加した関係専門職等との対応チームにおいて本人の意思を継

続的に確認する方法（高齢者向け集合住宅における ACPの構築と運用方法、及び実行上の留意点

等）についてさらに調査検討を行うことが求められる。 

 
【参考】 

現在、既に、①「看取り期まで対応する小規模な住まい支援事業」（独自事業）で、小規模の有料老

人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に対して、入居高齢者の看取り対応を支援するためハード面

の整備運営補助金制度を実施、②介護・看護職員やケアマネジャー、生活相談員等の医療・介護関係
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者、行政職員向けに「暮らしの場における看取りのための多職種向け研修」を実施（東京都）、③有料

老人ホームやグループホーム等の施設職員向けの事例マニュアル作成等の取り組み（滋賀県）等の取

り組みは始まっている。 
  



36 

３．補論：有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の制度の推移と現状 

（１）有料老人ホームの現行法規制上の定義、事業内容 

 
 規定内容 

有料老人ホーム 根拠法規

名 
老人福祉法第 29条第一項に規定する施設 

根拠法規

に定める

事業 

老人を入居させ、次のイからニまでのいずれかをする事業。 

イ 入浴、排せつ又は食事の介護 

ロ 食事の提供 

ハ 選択、掃除等の家事の供与 

ニ 健康管理の供与 

サービス付き 

高齢者向け住宅 

根拠法規

名 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号）第 5 条第 1 項の登

録を受けている高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホーム 

根拠法規

に定める

事業 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号）第 5 条第 1 項の規

定に基づき、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢

者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業として登録を受けて

いる事業 

（２）有料老人ホームの成立と発展 

〇有料老人ホームは昭和 38（1963）年、老人福祉法第 29 条において、「常時 10 人以上の老人を入

所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老

人福祉施設でないもの」と定義され、以来、夫婦または一人暮らしの高齢者の急増等を背景に高

齢者向けのケア付きのいわゆる「終の棲家」として成長してきた。 

〇平成 12（2000）年４月 1日の介護保険導入後、ホーム数は倍増し、ホームの運営事業者とは別の

介護事業者と契約してサービスの提供を受けて生活する事業形態も増加してきた。 

〇また、介護保険導入に伴い、有料老人ホームの介護サービスについては、指定居宅サービスの 1

事業類型として「特定施設入居者生活介護」が創設され、介護サービスが介護保険給付対象とな

った。 

〇平成 14（2002）年、厚生労働省は、新たな有料老人ホームの設置運営標準指導指針を施行し、ホ

ームの類型を「介護付」「住宅型」「健康型」の 3類型に集約し、ホームの運営事業者とは別の介

護事業者と契約してサービスの提供を受けて生活するホームは「住宅型」の表示のみできること

とした。併せて、都道府県への届け出の義務化と都道府県の行政指導を求めた。 

〇平成 17（2005）年介護保険法改正では、介護専用型特定施設のうち入所定員 30 人以上であるも

のが住所地特例対象施設となった。 

〇平成 18（2006）年には、老人福祉法第 29 条の改定を行い老人ホームの抜本的な定義見直しを行

い、有料老人ホームを「老人を入居させ、食事の提供又はその他日常生活上必要な便宜を供与す

ることを目的とする施設であって、老人福祉施設でないもの」とした。 

〇なお、2000 年代前半までは、特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付き有料老人ホームが

有料老人ホームの主流であった。 

〇平成 18（2006）年、介護保険財政圧迫などの理由に新規開設が規制され、これを受けて、規制対

象外の「住宅型有料老人ホーム」事業での新規開設が増加し、現在は、全国の有料老人ホーム全

体では住宅型有料老人ホーム数が介護付き有料老人ホーム数を上回っている。（なお、東京都内に

限って言えば、介護付き有料老人ホーム数が上回っている） 
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〇平成 23（2011）年には特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームが、住所地特例対

象となった。 

〇平成 27（2015）年 7月改正の有料老人ホームの設置運営標準指導指針では、以下の改正が行われ

た。（資料：厚生労働省老健局長「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」最終改定平成 30

（2018）年４月２日、各都道府県知知己、指定都市市長、中核市市長宛）なお本通知は地方自治法第

245条の４第 1項に規定する技術的な助言に該当するもの。） 

〇都道府県への届け出の有無にかかわらず、入居サービス及び介護等サービスの実施が認められ

るものは、全て有料老人ホームに該当するものとして取り扱う。 
〇入居者に近隣の介護サービス事業者に関する情報提供を行うことを求め、入居者によるサービ

スの選択や自己決定を阻害してはならない旨を明確化。 
〇サービス付き高齢者向け住宅のうち、老人福祉法の規定において有料老人ホームに該当するも

のについても的確に把握の上、必要に応じて適切な指導を行われたいと明記。 

（３）サービス付き高齢者向け住宅の成立と発展 

〇平成 23（2011）年に創設されて以来、建設件数は急速に増加した。 

〇平成 18（2006）年の介護付き有料老人ホームの総量規制が導入以降は、住宅型有料老人ホームと

ともに、食事や介護を提供するサービス付き高齢者向け住宅の新規建設が増加した。 

〇「特養待機者層（要介護３以上の低所得高齢者層が中心）をターゲットに家賃を下げ、併設する

デイサービスなどの利用を利用限度額まで利用させて介護報酬を安定的に得て下げた家賃分を

補う」事業モデルのサービス付き高齢者向け住宅（いわゆる「第二の特養」化したサービス付き

高齢者向け住宅）が普及した。 

〇平成 27（2015）年４月の介護保険制度改正により、食事や介護を提供するサービス付き高齢者向

け住宅が「住所地特例」の対象になった。 

（４）市町村における有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の質量両面の管理強化への

動き 

〇一部の地域で、サービス付き高齢者向け住宅が郊外部に立地する傾向を示し始めたことを受けて

市町村のまちづくりとの連携を図ることが課題として顕在化し、国土交通省は、平成 28 年に第

６次地方分権一括法により、高齢者住まい法を改正し、都道府県が策定する「高齢者居住安定確

保計画」について、改正前は「都道府県が市町村と協議の上、高齢者居住安定確保計画を策定」

と規定されていたのを改定し、市町村が都道府県と協議の上、市町村も策定可能な計画と改定し

た。 

 

<<参考>> 

【高齢者居住安定確保計画】 

＜目的＞ 

 区域内の高齢者の居住の安定確保のため、高齢者向け住宅の供給の 

目標や施策等を定める。 

<記載事項> 

 〇高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標 

 〇目標を達成するための必要な事項 

    ・賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項 

    ・賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 
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    ・良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項 

    ・福祉・介護施設等の整備の促進等に関する事項 

 〇その他高齢者の居住の安定化の確保に関し必要な事項 等 

（５）全国の届け出・登録情報基盤整備の実態、課題 

＜有料老人ホームの届け出・情報公開の状況＞ 

〇有料老人ホームの届け出は、都道府県および権限移譲された市町村において、受理がされる。権

限移譲がなされている市町村は、政令指定都市や中核都市にあたる市が多いが、一部では町もみ

られる。 

〇有料老人ホームに関する情報提供のあり方について、一律の基準や形式が存在しておらず、各都

道府県や市町村が独自に公表の仕方を決めている。掲載情報にも幅がみられ、有料老人ホームの

一覧のみの場合が多いが、重要事項説明書まで読むことができる場合もある。 

〇市町村に権限移譲されている場合、有料老人ホームの情報が、市町村ごとに公開されている。 

 

＜サービス付き高齢者向け住宅の登録・情報公開の状況＞ 

〇サービス付き高齢者向け住宅の登録先は都道府県が主であるが、都道府県が定める高齢者居住安

定確保計画において、市町村へ権限移譲することが可能であり、中核都市を中心に権限移譲がな

されている。（有料老人ホームの権限移譲の状況とは必ずしも一致しない。） 

〇サービス付き高齢者向け住宅に関する情報の公開は、一般社団法人高齢者住宅協会が運営するウ

ェブサイト「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」（以下、「情報提供システム」）にて

一般公開されている。 

〇本事業におけるアンケート調査実査のために、サービス付き高齢者向け住宅のリストを作成した。

その際、47 都道府県のウェブサイトを確認したところ、多くの都道府県や市町村のサービス付き

高齢者向け住宅に関連するウェブページでは、「情報提供システム」へのリンクを貼ることで、サ

ービス付き高齢者向け住宅に関する情報開示に替えていた。 
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図表Ⅱ- 7 サービス付き高齢者向け住宅の権限移譲の状況 

 
※「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」（一般社団法人高齢者住宅協会）が公開する各都

道府県および市町村の窓口の一覧より作成（2018年 11月時点の情報に基づく） 

 

＜有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の区分＞ 

〇都道府県や市町村が公開する有料老人ホームのリストには、有料老人ホームとサービス付き高齢

者向け住宅を混合したリストを公表している例がみられた（掲載イメージは下図の通り）。また、

一部の自治体のウェブサイト上では、「有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅）を含む」

という表記もみられた。 

 

図表Ⅱ- 8 市区町村が公開する有料老人ホームのリストの例 

施設名 法人名 所在地 (住所地特例適用開始日) 事業開始日 類型 

ホーム A A社 ●●町 XX-X 平成●●年●月●日 平成●●年●月●日 健康型 

ホーム B B社 ●●町 XX-X 平成●●年●月●日 平成●●年●月●日 介護型 

ホーム C C社 ●●町 XX-X 平成●●年●月●日 平成●●年●月●日 サ高 

ホーム D D社 ●●町 XX-X 平成●●年●月●日 平成●●年●月●日 介護型 

ホーム E E社 ●●町 XX-X 平成●●年●月●日 平成●●年●月●日 住宅型 

ホーム F F社 ●●町 XX-X 平成●●年●月●日 平成●●年●月●日 サ高 

 

 

都道府県 市町村 都道府県 市町村 都道府県 市町村 都道府県 市町村
北海道 埼玉県 大野町 島根県

札幌市 さいたま市 池田町 松江市
函館市 川越市 川辺町 岡山県
旭川市 川口市 白川町 岡山市

青森県 越谷市 富加町 倉敷市
青森市 和光市 静岡県 広島県
八戸市 千葉県 静岡市 広島市
三沢市 千葉市 浜松市 福山市
平内町 船橋市 愛知県 呉市
東通村 柏市 名古屋市 山口県
むつ市 東京都 豊橋市 下関市
鰺ヶ沢町 八王子市 岡崎市 徳島県
六戸町 神奈川県 豊田市 香川県
横浜町 横浜市 三重県 高松市

岩手県 川崎市 滋賀県 愛媛県
盛岡市 相模原市 大津市 松山市
宮古市 横須賀市 京都府 高知県
花巻市 新潟県 京都市 高知市
一関市 新潟市 大阪府 福岡県
釜石市 富山県 大阪市 北九州市
奥州市 富山市 堺市 福岡市
西和賀町 石川県 豊中市 久留米市

宮城県 金沢市 高槻市 佐賀県
仙台市 福井県 東大阪市 長崎県

秋田県 山梨県 牧方市 長崎市
秋田市 長野県 八尾市 佐世保市

山形県 長野市 兵庫県 島原市
福島県 岐阜県 神戸市 熊本県

福島市 岐阜市 姫路市 熊本市
郡山市 大垣市 尾崎市 大分県
いわき市 多治見市 西宮市 大分市

茨城県 関市 明石市 宮崎県
つくば市 中津川市 奈良県 宮崎市

栃木県 瑞浪市 奈良市 鹿児島県
宇都宮市 各務ヶ原市 和歌山県 鹿児島市

群馬県 飛騨市 和歌山市 沖縄県
前橋市 養老町 鳥取県 那覇市

高崎市 揖斐川町 鳥取市
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〇実態として、有料老人ホームかつサービス付き高齢者向け住宅であることがある。各都道府県が

公開する有料老人ホームのリストおよび「情報提供システム」が公開するサービス付き高齢者向

け住宅のリストを比較したところ、同一とみられる住宅が見つかった。都道府県や市町村が公開

するリストから収集したおよそ 15,000 件の有料老人ホームのうち、1,200～1,300 件がサービス

付き高齢者向け住宅でもあった。また、本事業におけるアンケート調査においても、「有料老人ホ

ームに届け出、かつサービス付き高齢者向け住宅に登録」している住宅が 11.2％あり、サービス

付き高齢者向け住宅のおよそ２割が「有料老人ホームに届け出、かつサービス付き高齢者向け住

宅に登録」していると回答があった。 

 
図表Ⅱ- 9 施設類型別、届出・登録状況：単数回答（Q6×Q7） 

 
  

49.5%

90.1%

86.5%

95.2%

0.8%

50.0%

36.9%

2.5%

4.5%

1.1%

76.2%

30.0%

11.2%

5.6%

5.1%

1.8%

20.4%

10.0%

2.4%

1.9%

3.8%

1.9%

2.6%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1801)

介護付有料老人ホーム【介護専用型】

(n=162)

介護付有料老人ホーム【混合型】

(n=156)

住宅型有料老人ホーム

(n=628)

サービス付き高齢者向け住宅

(n=845)

無回答

(n=10)

有料老人ホームに届け出のみ

サービス付き高齢者向け住宅に登録のみ

有料老人ホームに届け出、かつサービス付き高齢者向け住宅に登録

無回答

 Q7 
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Ⅲ 市区町村アンケート結果 

１. 回答市区町村の概要 

（１） 人口 

人口規模をみると、「全体」では、「10万人未満」が 77.6％、次いで「10万人以上」が 22.4％となっ

ている。 

 
図表Ⅲ- 1 人口規模：単数回答（Q1①） 

 
 

（２） 地域区分 

介護報酬上の地域ごとの調整についてみると、「全体」では、「その他」が 68.7％、次いで「１級地～

７級地」が 30.9％となっている。 

 
図表Ⅲ- 2 地域区分：単数回答（市区町村名から判別） 

 
  

77.6% 22.4% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

人口10万人未満 人口10万人以上 無回答

30.9%

18.9%

72.2%

68.7%

80.5%

27.8%

0.4%

0.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

１級地～７級地 その他 無回答



42 

（３） 今後の単身高齢者の増減見込み 

「全体」では、「増えていく」が 79.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「わからない」が 10.5％

となっている。 

人口規模別にみると、「10万人未満」では、「増えていく」が 78.6％でもっとも回答割合が高く、次い

で「わからない」が 10.3％となっている。「10 万人以上」では、「増えていく」が 82.8％でもっとも回

答割合が高く、次いで「わからない」が 11.3％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「増えていく」が 82.2％でもっとも回答割合が高く、

次いで「わからない」が 12.0％となっている。「その他」では、「増えていく」が 78.2％でもっとも回答

割合が高く、次いで「わからない」が 9.9％となっている。 

図表Ⅲ- 3 今後の単身高齢者の増減見込み：単数回答（Q1⑤） 

 
  

79.5%

78.6%

82.8%

82.2%

78.2%

2.7%

3.3%

0.7%

0.5%

3.7%

2.1%

2.5%

0.7%

0.5%

2.8%

10.5%

10.3%

11.3%

12.0%

9.9%

5.2%

5.4%

4.6%

4.8%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

増えていく 減っていく 変わらない わからない 無回答
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（４） 「高齢者居住安定確保計画」の策定状況 

「全体」では、「現在計画がなく、策定予定もない」が 93.6％、次いで「現在、計画がある」が 2.1％

となっている。 

人口規模別にみると、「10万人未満」では、「現在計画がなく、策定予定もない」が 95.0％となってい

る。「10万人以上」では、「現在計画がなく、策定予定もない」が 88.7％、次いで「現在、計画がある」

が 7.9％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「現在計画がなく、策定予定もない」が 92.3％でもっ

とも回答割合が高く、次いで「現在、計画がある」が 4.8％となっている。「その他」では、「現在計画

がなく、策定予定もない」が 94.2％となっている。 

図表Ⅲ- 4 「高齢者居住安定確保計画」の策定状況：単数回答（Q4） 

  

2.1%

0.4%

7.9%

4.8%

0.9%

0.6%

0.8%

0.0%

0.5%

0.6%

93.6%

95.0%

88.7%

92.3%

94.2%

3.7%

3.8%

3.3%

2.4%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

現在、計画がある 現在、計画がないが策定中である

現在計画がなく、策定予定もない 無回答
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２. 単身高齢者等に焦点をあてた方針や事業について 

（１）高齢者関連の計画における、単身高齢者等に焦点をあてた方針・事業・施策について 

①高齢者関連の計画における、単身高齢者等に焦点をあてた方針・事業・施策の明記の有無 

「全体」では、「明記していない」が 58.2％、「明記している」が 40.1％となっている。 

人口規模別にみると、「10万人未満」では、「明記していない」が 62.7％、「明記している」が 35.0％

となっている。「10万人以上」では、「明記している」が 57.6％で、「明記していない」が 42.4％とな

っている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「明記している」が 55.3％、「明記していない」が

44.7％となっている。「その他」では、「明記していない」が 64.4％、「明記している」が 33.0％とな

っている。 

図表Ⅲ- 5 高齢者関連の計画における、単身高齢者等に焦点をあてた方針・事業・施策の明記の有

無：単数回答（Q5） 

 
  

40.1%

35.0%

57.6%

55.3%

33.0%

58.2%

62.7%

42.4%

44.7%

64.4%

1.8%

2.3%

0.0%

0.0%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

明記している 明記していない 無回答
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②施策の対象として取り上げている「単身高齢者」等の内訳 

高齢者関連の計画において、単身高齢者等に焦点をあてた方針・事業・施策を明記している市区町

村について、取り上げている「単身高齢者」の内訳をみると、「全体」では、「単身高齢者全般」が 88.1％

でもっとも回答割合が高く、次いで「身寄りのない単身高齢者」が 17.0％、「その他」が 8.5％となっ

ている。 

人口規模別にみると、「10 万人未満」では、「単身高齢者全般」が 88.0％でもっとも回答割合が高

く、次いで「身寄りのない単身高齢者」が 18.6％となっている。「10万人以上」では、「単身高齢者全

般」が 88.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「身寄りのない単身高齢者」が 13.8％となってい

る。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「単身高齢者全般」が 85.2％でもっとも回答割合が

高く、次いで「身寄りのない単身高齢者」が 16.5％となっている。「その他」では、「単身高齢者全般」

が 90.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「身寄りのない単身高齢者」が 17.0％となっている。 

図表Ⅲ- 6 施策の対象として取り上げている「単身高齢者」等の内訳：複数回答（Q5-1） 

  

88.1%

17.0%

7.4%

8.5%

2.6%

88.0%

18.6%

8.7%

7.1%

2.7%

88.5%

13.8%

4.6%

11.5%

2.3%

85.2%

16.5%

4.3%

9.6%

1.7%

90.8%

17.0%

9.8%

7.2%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身高齢者全般

身寄りのない単身高齢者

配偶者と死別し、遠方に住む子等家族介護者がいる単

身高齢者

その他

無回答

全体(n=270)

10万人未満(n=183)

10万人以上(n=87)

１級地～７級地(n=115)

その他(n=153)

 

地域区分 

Q1.人口 



46 

③単身高齢者等に関する方針・事業・施策で、取り上げているテーマ 

高齢者関連の計画において、単身高齢者等に焦点をあてた方針・事業・施策を明記している市区町

村について、取り上げているテーマをみると、「全体」では、「見守り、緊急通報についての課題や支

援」が 87.4％でもっとも回答割合が高く、次いで「日常生活支援サービスや成年後見の利用支援」が

51.1％、「住まいに関する課題や支援」が 41.1％となっている。 

人口規模別にみると、「10 万人未満」では、「見守り、緊急通報についての課題や支援」が 86.9％

でもっとも回答割合が高く、次いで「日常生活支援サービスや成年後見の利用支援」が 49.7％となっ

ている。「10万人以上」では、「見守り、緊急通報についての課題や支援」が 88.5％でもっとも回答割

合が高く、次いで「日常生活支援サービスや成年後見の利用支援」が 54.0％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「見守り、緊急通報についての課題や支援」が 87.8％

でもっとも回答割合が高く、次いで「日常生活支援サービスや成年後見の利用支援」が 52.2％となっ

ている。「その他」では、「見守り、緊急通報についての課題や支援」が 86.9％でもっとも回答割合が

高く、次いで「日常生活支援サービスや成年後見の利用支援」が 50.3％となっている。 

図表Ⅲ- 7 単身高齢者等に関する方針・事業・施策で、取り上げているテーマ：複数回答（Q5-2） 

  

41.1%

26.3%

14.4%

87.4%

7.0%

1.5%

0.4%

0.7%

51.1%

10.0%

0.0%

1.5%

42.1%

30.1%

15.8%

86.9%

7.1%

1.1%

0.0%

0.5%

49.7%

6.6%

0.0%

2.2%

39.1%

18.4%

11.5%

88.5%

6.9%

2.3%

1.1%

1.1%

54.0%

17.2%

0.0%

0.0%

38.3%

18.3%

10.4%

87.8%

6.1%

2.6%

0.9%

0.9%

52.2%

12.2%

0.0%

0.9%

43.1%

32.0%

17.6%

86.9%

7.2%

0.7%

0.0%

0.7%

50.3%

8.5%

0.0%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住まいに関する課題や支援

介護についての課題や支援

医療、看護についての課題や支援

見守り、緊急通報についての課題や支援

看取り期の介護、医療・看護、生活支援についての課

題や支援

看取り後の課題

リビングウィルの作成支援

身元保証サービスの利用支援

日常生活支援サービスや成年後見の利用支援

その他の課題や支援

取り上げていない

無回答

全体(n=270)

10万人未満(n=183)

10万人以上(n=87)

１級地～７級地(n=115)

その他(n=153)

 

地域区分 

Q1.人口 
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④高齢者関連の計画で、単身高齢者等の住まいとして取りあげているもの 

高齢者関連の計画において、単身高齢者等に焦点をあてた方針・事業・施策を明記している市区町

村のうち、「住まいに関する課題や支援」のテーマを取り上げている市区町村について、単身高齢者

等の住まいについて取りあげた施策の内容をみると、「全体」では、「取り上げていない」が 36.9％

でもっとも回答割合が高く、次いで「サービス付き高齢者向け住宅」が 21.6％、「住まい全般」が 20.7％

となっている。 

人口規模別にみると、「10 万人未満」では、「取り上げていない」が 40.3％でもっとも回答割合が

高く、次いで「サービス付き高齢者向け住宅」が 18.2％となっている。「10万人以上」では、「取り上

げていない」が 29.4％でもっとも回答割合が高く、次いで「取り上げていない」が 29.4％となってい

る。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「取り上げていない」が 31.8％でもっとも回答割合

が高く、次いで「サービス付き高齢者向け住宅」が 27.3％となっている。「その他」では、「取り上げ

ていない」が 40.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「住まい全般」が 19.7％となっている。 

図表Ⅲ- 8 高齢者関連の計画で、単身高齢者等の住まいとして取りあげているもの：複数回答（Q5-

2-1） 

  

20.7%

5.4%

2.7%

4.5%

15.3%

13.5%

21.6%

17.1%

1.8%

0.0%

0.9%

36.9%

0.0%

18.2%

3.9%

1.3%

2.6%

16.9%

11.7%

18.2%

16.9%

2.6%

0.0%

1.3%

40.3%

0.0%

26.5%

8.8%

5.9%

8.8%

11.8%

17.6%

29.4%

17.6%

0.0%

0.0%

0.0%

29.4%

0.0%

22.7%

2.3%

2.3%

4.5%

15.9%

15.9%

27.3%

13.6%

0.0%

0.0%

0.0%

31.8%

0.0%

19.7%

7.6%

3.0%

4.5%

15.2%

12.1%

18.2%

18.2%

3.0%

0.0%

1.5%

40.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住まい全般

戸建て（持ち家）

戸建て（民間賃貸住宅）

集合住宅団地（民間）

集合住宅団地（公営）

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

その他の住宅

中間地域、山間地での住まい

中心市街地での住まい

その他の地域での住まい

取り上げていない

無回答

全体(n=111)

10万人未満(n=77)

10万人以上(n=34)

１級地～７級地(n=44)

その他(n=66)

 

地域区分 

Q1.人口 
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（２）高齢者関連の計画で、単身高齢者等の住まい、看取りに焦点をあてた事業や施策を

明記していない理由 

高齢者関連の計画で、単身高齢者等の住まいに焦点をあてた事業や施策を明記していない市区町村に

ついて、その理由をみると、「全体」では、「高齢者世帯一般を対象とした施策や事業で対応しているた

め」が 72.4％でもっとも回答割合が高く、次いで「どのような実態調査や施策が必要か、十分検討が行

われていないため」が 13.0％、「単身高齢者等の実態や課題が把握できていないため」が 11.2％となっ

ている。 

 

図表Ⅲ- 9 高齢者関連の計画で、単身高齢者等の住まい、看取りに焦点をあてた事業や施策を明記し

ていない理由：複数回答（Q6） 

  

72.4%

11.2%

13.0%

3.3%

4.3%

1.3%

4.3%

6.6%

71.3%

11.3%

14.3%

3.7%

4.9%

1.5%

3.7%

7.0%

78.1%

10.9%

6.3%

1.6%

1.6%

0.0%

7.8%

4.7%

69.9%

10.8%

12.9%

2.2%

2.2%

1.1%

7.5%

6.5%

73.2%

11.4%

13.1%

3.7%

5.0%

1.3%

3.4%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者世帯一般を対象とした

施策や事業で対応しているため

単身高齢者等の実態や課題が

把握できていないため

どのような実態調査や施策が必要か、

十分検討が行われていないため

特に課題となっていることがない、

課題が顕在化していないため

他に優先する事項があるため

その他

わからない

無回答

全体(n=392)

10万人未満(n=328)

10万人以上(n=64)

１級地～７級地(n=93)

その他(n=298)

 

地域区分 

Q1.人口 
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（３）行政計画には記載はしていないが、単身高齢者等の住まいや看取りについて検討し

ていること 

行政計画への記載をしていない場合でも、単身高齢者等の住まいや看取りについて、市区町村におい

て検討していることがあるかどうかをみると、「全体」では、「「住まい」「看取り」いずれも検討してい

ることはない」が 67.4％でもっとも回答割合が高く、次いで「「看取り」について検討していることが

ある」が 8.0％となっている。 

人口規模別にみると、「10 万人未満」では、「「住まい」「看取り」いずれも検討していることはない」

が 66.7％でもっとも回答割合が高くなっている。「10万人以上」では、「「住まい」「看取り」いずれも検

討していることはない」が 69.5％でもっとも回答割合が高くなっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「「住まい」「看取り」いずれも検討していることはな

い」が 70.2％でもっとも回答割合が高くなっている。「その他」では、「「住まい」「看取り」いずれも検

討していることはない」が 65.9％でもっとも回答割合が高くなっている。 

 

図表Ⅲ- 10 行政計画には記載はしていないが、単身高齢者等の住まいや看取りについて 

検討していること：単数回答（Q7） 

 
  

4.2%

3.6%

6.0%

3.4%

4.5%

8.0%

8.2%

7.3%

8.7%

7.8%

7.3%

8.0%

4.6%

5.8%

8.0%

67.4%

66.7%

69.5%

70.2%

65.9%

13.2%

13.4%

12.6%

12.0%

13.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

「住まい」について検討していることがある 「看取り」について検討していることがある

「住まい」「看取り」いずれも検討していることがある 「住まい」「看取り」いずれも検討していることはない

無回答
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３. 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅における看取りや介護について 

（１）高齢者関連の行政計画における有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の位

置づけの有無 

直近の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画等の高齢者関連計画において、有料老人ホーム・サー

ビス付き高齢者向け住宅を地域包括ケアの中に位置づけているかをみると、「全体」では、「位置づけて

いない」が 65.7％でもっとも回答割合が高く、次いで「位置づけている」が 29.8％となっている。 

人口規模別にみると、「10万人未満」では、「位置づけていない」が 70.4％、「位置づけている」が 24.5％

となっている。「10万人以上」では、「位置づけていない」が 49.7％、「位置づけている」が 48.3％とな

っている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「位置づけていない」が 58.2％、「位置づけている」

が 38.0％となっている。「その他」では、「位置づけていない」が 69.1％、「位置づけている」が 26.1％

となっている。 

図表Ⅲ- 11 地域包括ケアの中における、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の位置づけ

の有無：単数回答（Q9） 

 
  

29.8%

24.5%

48.3%

38.0%

26.1%

65.7%

70.4%

49.7%

58.2%

69.1%

4.5%

5.2%

2.0%

3.8%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

位置づけている 位置づけていない 無回答
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（２）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に住む単身高齢者等の看取りや介護

に関するニーズの把握について 

①有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に住む単身高齢者等の看取りや介護に関するニ

ーズの把握状況 

「全体」では、「あまり把握していない」が 34.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「全く把握

していない」が 33.8％、「わからない」が 18.1％となっている。 

人口規模別にみると、「10 万人未満」では、「あまり把握していない」が 36.3％でもっとも回答割

合が高く、次いで「全く把握していない」が 31.5％となっている。「10万人以上」では、「全く把握し

ていない」が 41.7％でもっとも回答割合が高く、次いで「あまり把握していない」が 29.8％となって

いる。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「全く把握していない」が 39.4％でもっとも回答割

合が高く、次いで「あまり把握していない」が 35.6％となっている。「その他」では、「あまり把握し

ていない」が 34.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「全く把握していない」が 31.1％となってい

る。 

図表Ⅲ- 12 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に住む単身高齢者等の看取りや介護に 

関するニーズの把握状況：単数回答（Q10） 

 
  

0.9%

1.0%

0.7%

0.5%

1.1%

9.1%

9.4%

7.9%

6.3%

10.4%

34.9%

36.3%

29.8%

35.6%

34.6%

33.8%

31.5%

41.7%

39.4%

31.1%

18.1%

17.6%

19.9%

17.8%

18.4%

3.3%

4.2%

0.0%

0.5%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

十分に、把握している ある程度、把握している あまり把握していない 全く把握していない

わからない 無回答
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②有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に住む単身高齢者等の看取りや介護に関するニ

ーズの把握方法 

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に住む単身高齢者等の看取りや介護に関するニーズ

の把握を行っている自治体について、ニーズ把握の方法をみると、「全体」では、「地域包括支援セン

ターによる情報収集」が 49.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「介護サービス事業所からの情報

提供」が 46.3％、「多職種が集まる会議での情報収集」が 38.8％となっている。 

図表Ⅲ- 13 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に居住する単身高齢者等の看取りや介護

に関するニーズの把握方法：複数回答（Q10-1-1） 

 
  

37.3%

4.5%

49.3%

38.8%

46.3%

20.9%

10.4%

3.0%

0.0%

4.5%

4.5%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画の策定に伴う実態調査

高齢者のみ世帯を対象とした

アンケート調査

地域包括支援センターによる情報収集

多職種が集まる会議での情報収集

介護サービス事業所からの情報提供

医療機関からの

情報提供、相談

民生委員による情報収集

・情報提供、相談

単身高齢者等に対する

訪問事業を通じて把握

弁護士や司法書士等からの

情報提供、相談

地域住民からの情報提供、相談

その他の方法

無回答

全体(n=67)
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（３）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介

護についての自治体内部での意見交換等について 

①有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介護について

の自治体内部での意見交換等の実施有無 

「全体」では、「実施したことはない」が 92.4％、「実施したことがある」が 6.4％となっている。 

人口規模別にみると、「10 万人未満」では、「実施したことはない」が 91.4％、「実施したことがあ

る」が 7.1％となっている。「10 万人以上」では、「実施したことはない」が 96.0％、「実施したこと

がある」が 4.0％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「実施したことはない」が 96.6％、「実施したこと

がある」が 3.4％となっている。「その他」では、「実施したことはない」が 90.7％、「実施したことが

ある」が 7.6％となっている。 

図表Ⅲ- 14 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介護に

ついての自治体内部での意見交換等の実施有無：単数回答（Q11） 

 
  

6.4%

7.1%

4.0%

3.4%

7.6%

92.4%

91.4%

96.0%

96.6%

90.7%

1.2%

1.5%

0.0%

0.0%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

実施したことがある 実施したことはない 無回答
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②会議や委員会、会合の種類 

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介護について、自

治体内部で意見交換等をしている市区町村について、その会議や委員会、会合の種類をみると、「全

体」では、「在宅医療・介護連携会議」が 41.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「地域ケア会議

（地域包括支援センター主催）」が 34.9％、「その他の会合や会議」が 27.9％となっている。 

図表Ⅲ- 15 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介護に

ついての自治体内部での意見交換等の会議や委員会、会合の種類：複数回答（Q11(1)） 

 
  

2.3%

18.6%

34.9%

14.0%

0.0%

41.9%

4.7%

27.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関連行政計画の策定に関する

実態調査検討委員会

関連行政計画策定委員会

地域ケア会議

（地域包括支援センター主催）

地域ケア会議

（自治体所管部署主催）

介護認定審査会

在宅医療・介護連携会議

介護事業者連絡会議

その他の会合や会議

無回答

全体(n=43)
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③参加部署・関係機関・専門職等 

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介護について、自

治体内部で意見交換等をしている市区町村について、意見交換等への場への参加部署や関係機関・専

門職等をみると、「全体」では、「地域包括支援センター」が 86.0％でもっとも回答割合が高く、次い

で「居宅介護支援事業所」が 69.8％、「市区町村：介護保険事業計画・整備推進関係」が 67.4％とな

っている。 

図表Ⅲ- 16 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介護に

ついての自治体内部での意見交換等への参加部署・関係機関・専門職等：複数回答（Q11(2)） 

 
  

67.4%

2.3%

86.0%

69.8%

65.1%

18.6%

23.3%

30.2%

39.5%

39.5%

11.6%

44.2%

27.9%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市区町村：介護保険事業計画・整備推進関係

市区町村：都市・住宅整備関係

地域包括支援センター

居宅介護支援事業所

その他介護サービス事業者

特定施設入居者生活介護指定事業者

サービス付き高齢者向け住宅事業者

有料老人ホーム事業者

民生委員

地元医師会、歯科医師会、薬剤師会

在宅療養支援診療所

病院、診療所

その他

無回答

全体(n=43)
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（４）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介

護に関する誘導・支援の実施状況 

最近３年間（2016 年度～2018 年度）の実施状況をみると、「全体」では、「実施したことはない」が

98.2％、「実施したことがある」が 0.7％となっている。 

人口規模別にみると、「10万人未満」では、「実施したことはない」が 98.1％、「実施したことがある」

が 0.6％となっている。「10 万人以上」では、「実施したことはない」が 98.7％、「実施したことがある」

が 1.3％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「実施したことはない」が 99.0％、「実施したことが

ある」が 1.0％となっている。「その他」では、「実施したことはない」が 97.8％、「実施したことがあ

る」が 0.6％となっている。 

図表Ⅲ- 17 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における単身高齢者等の看取りや介護に

関する誘導・支援の実施状況：単数回答（Q12） 

 
  

0.7%

0.6%

1.3%

1.0%

0.6%

98.2%

98.1%

98.7%

99.0%

97.8%

1.0%

1.3%

0.0%

0.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

実施したことがある 実施したことはない 無回答
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（５）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の事業者への、看取り・介護につい

て留意すべき事項や行政の相談先の周知の有無 

「全体」では、「していない」が 63.1％、「している」が 6.7％となっている。 

人口規模別にみると、「10 万人未満」では、「していない」が 60.4％、「している」が 6.7％となって

いる。「10万人以上」では、「していない」が 72.2％、「している」が 6.6％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「していない」が 67.3％、「している」が 5.8％となっ

ている。「その他」では、「していない」が 61.1％、「している」が 7.1％となっている。 

図表Ⅲ- 18 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の事業者への、看取り・介護について 

留意すべき事項や行政の相談先の周知の有無：単数回答（Q13） 

 
  

6.7%

6.7%

6.6%

5.8%

7.1%

63.1%

60.4%

72.2%

67.3%

61.1%

30.3%

32.9%

21.2%

26.9%

31.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

している していない 無回答
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（６）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における看取りに関する指導を行っ

た経験の有無 

「全体」では、「ない」が 97.0％、「ある」が 1.0％となっている。 

人口規模別にみると、「10万人未満」では、「ない」が 97.5％、「ある」が 0.4％となっている。「10万

人以上」では、「ない」が 95.4％、「ある」が 3.3％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「ない」が 97.1％、「ある」が 1.9％となっている。「そ

の他」では、「ない」が 97.0％、「ある」が 0.6％となっている。 

図表Ⅲ- 19 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における看取りに関する指導を行った経

験の有無：単数回答（Q14） 

 
なお、具体的な指導内容を自由回答で伺ったところ、「介護付き有料老人ホーム」（特定施設入居者生

活介護指定）に対する「看取り介護実施の有無の確認」及び「看取り加算算定の算定要件についての指

導」であった。 

  

1.0%

0.4%

3.3%

1.9%

0.6%

97.0%

97.5%

95.4%

97.1%

97.0%

1.9%

2.1%

1.3%

1.0%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

ある ない 無回答
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（７）ケアマネジャー等と連携して、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅にお

ける看取りや看取り後の対応に取り組んだ事例の有無 

ケアマネジャーや地域包括支援センター、病院、介護サービス事業者等と連携して、これらの高齢者

向け集合住宅における看取りや看取り後の対応に取り組んだ事例の有無をみると、「全体」では、「ない」

が 81.8％、「ある」が 1.0％となっている。 

人口規模別にみると、「10万人未満」では、「ない」が 79.2％、「ある」が 1.3％となっている。「10万

人以上」では、「ない」が 90.7％で、「ある」が 0.0％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「ない」が 88.0％、「ある」が 1.0％となっている。「そ

の他」では、「ない」が 79.0％、「ある」が 1.1％となっている。 

図表Ⅲ- 20 ケアマネジャー等と連携して、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅における 

看取りや看取り後の対応に取り組んだ事例の有無：単数回答（Q15） 

 
 
具体的な事例としては以下が紹介されている。 

○直営型地域包括支援センターが、多職種と連携して、サービス付き高齢者向け住宅に入居して

いる特定疾患の高齢者の看取りに対応した。 

○有料老人ホームから、身寄りのない入居者の看取り後の葬儀等について相談を受けたため、市

社会福祉協議会に繋いで対応した。 

 
  

1.0%

1.3%

0.0%

1.0%

1.1%

81.8%

79.2%

90.7%

88.0%

79.0%

17.2%

19.5%

9.3%

11.1%

19.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

ある ない 無回答
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４. 今後の市区町村の対応課題や施策の展望 

（１）高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後より重要になると考えられる場所 

①高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後より重要になると考えられる場所 

「全体」では、「在宅」が81.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「特別養護老人ホーム」が60.7％、

「グループホーム」が 36.8％となっている。 

 

図表Ⅲ- 21 高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後より重要になると思われる場所：複数回

答（Q16-1） 

  

81.6%

19.9%

13.4%

14.2%

22.3%

9.9%

36.8%

60.7%

12.9%

6.8%

14.1%

4.3%

9.5%

2.4%

83.9%

17.8%

12.0%

13.4%

22.6%

9.4%

37.9%

62.7%

14.1%

7.1%

14.0%

5.0%

6.9%

2.5%

73.5%

27.2%

17.9%

17.2%

21.2%

11.9%

33.1%

53.6%

8.6%

6.0%

14.6%

2.0%

18.5%

2.0%

82.2%

25.0%

16.3%

15.4%

25.0%

11.1%

35.6%

56.3%

12.0%

7.2%

12.5%

3.4%

11.1%

1.0%

81.4%

17.5%

11.9%

13.6%

21.0%

9.5%

37.6%

62.6%

13.4%

6.7%

14.9%

4.5%

8.9%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅

介護付き有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

ケアハウス

グループホーム

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

介護医療院

その他の場所

わからない

無回答

全体(n=674)

10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

１級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

 

地域区分 

Q1.人口 
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②高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後より重要になると思われる場所(有料老人ホー

ムの類型を問わない場合) 

「全体」では、「在宅」が81.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「特別養護老人ホーム」が60.7％、

「グループホーム」が 36.8％となっている。 

 

（注）Q16-1の選択肢のうち、「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「有料老人ホーム」

を回答した場合を、「有料老人ホーム（類型不問）」として集計し直した結果。 

 

図表Ⅲ- 22 高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後より重要になると思われる場所 

（有料老人ホームの類型を問わない場合）：複数回答（Q16-1）（図表Ⅱ- 1再掲） 

 
  

81.6%

26.4%

22.3%

9.9%

36.8%

60.7%

12.9%

6.8%

14.1%

4.3%

9.5%

2.4%

83.9%

24.5%

22.6%

9.4%

37.9%

62.7%

14.1%

7.1%

14.0%

5.0%

6.9%

2.5%

73.5%

33.1%

21.2%

11.9%

33.1%

53.6%

8.6%

6.0%

14.6%

2.0%

18.5%

2.0%

82.2%

30.3%

25.0%

11.1%

35.6%

56.3%

12.0%

7.2%

12.5%

3.4%

11.1%

1.0%

81.4%

24.6%

21.0%

9.5%

37.6%

62.6%

13.4%

6.7%

14.9%

4.5%

8.9%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅

有料老人ホーム（類型不問）

サービス付き高齢者向け住宅

ケアハウス

グループホーム

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

介護医療院

その他の場所

わからない

無回答

全体(n=674)

10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

１級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

 

地域区分 

Q1.人口 
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③高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後特に重要になると考えられる場所 

「全体」では、「在宅」が 43.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「特別養護老人ホーム」が 9.5％

となっている。 

人口規模別にみると、「10 万人未満」では、「在宅」が 45.1％でもっとも回答割合が高くなってい

る。「10万人以上」では、「在宅」が 37.7％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「在宅」が 41.8％となっている。「その他」では、

「在宅」が 44.3％となっている。 

図表Ⅲ- 23 高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後特に重要になると考えられる場所 

：単数回答（Q16-2） 

 
＜数値表＞ 

 
  

43.5%

45.1%

37.7%

41.8%

44.3%

9.5%

9.8%

8.6%

10.1%

9.3%

43.0%

40.9%

50.3%

46.2%

41.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

在宅 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 ケアハウス

グループホーム 特別養護老人ホーム 養護老人ホーム

軽費老人ホーム 介護医療院 その他の場所

わからない 無回答

合計 在宅 介護付
き有料
老人
ホーム

住宅型
有料老
人ホー
ム

有料老
人ホー
ム

サービ
ス付き
高齢者
向け住
宅

ケアハ
ウス

グルー
プホー
ム

特別養
護老人
ホーム

養護老
人ホー
ム

軽費老
人ホー
ム

介護医
療院

その他
の場所

わから
ない

無回答

全体 674 43.5 0.7 0.1 0.1 0.3 0.0 1.5 9.5 0.0 0.0 0.6 0.3 0.3 43.0

10万人未満 523 45.1 0.8 0.2 0.2 0.4 0.0 1.3 9.8 0.0 0.0 0.8 0.4 0.2 40.9

10万人以上 151 37.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 50.3

１級地～７級地 208 41.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 46.2

その他 463 44.3 0.9 0.2 0.2 0.4 0.0 1.7 9.3 0.0 0.0 0.9 0.4 0.2 41.5

Q16-2.高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後特に重要になる場所

人口

地域区分
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④高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後特に重要になると考えられる場所（有料老人ホ

ームの類型を問わない場合） 

「全体」では、「在宅」が 43.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「無回答」が 43.0％、「特別養

護老人ホーム」が 9.5％となっている。 

人口規模別にみると、「10 万人未満」では、「在宅」が 45.1％でもっとも回答割合が高く、次いで

「無回答」が 40.9％となっている。「10 万人以上」では、「無回答」が 50.3％でもっとも回答割合が

高く、次いで「在宅」が 37.7％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「無回答」が 46.2％でもっとも回答割合が高く、次

いで「在宅」が 41.8％となっている。「その他」では、「在宅」が 44.3％でもっとも回答割合が高く、

次いで「無回答」が 41.5％となっている。 

 

（注）Q16-2の選択肢のうち、「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「有料老人ホーム」

を回答した場合を、「有料老人ホーム（類型不問）」として集計し直した結果。 

 

図表Ⅲ- 24 高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後特に重要になると考えらえる場所 

（有料老人ホームの類型を問わない場合）：単数回答（Q16-2） 

 
＜数値表＞ 

 
  

43.5%

45.1%

37.7%

41.8%

44.3%

9.5%

9.8%

8.6%

10.1%

9.3%

43.0%

40.9%

50.3%

46.2%

41.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=674)

Q1.人口： 10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

地域区分： １級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

在宅 有料老人ホーム（類型不問） サービス付き高齢者向け住宅

ケアハウス グループホーム 特別養護老人ホーム

養護老人ホーム 軽費老人ホーム 介護医療院

その他の場所 わからない 無回答

合計 在宅 有料老
人ホー
ム（類
型不

サービ
ス付き
高齢者
向け住

ケアハ
ウス

グルー
プホー
ム

特別養
護老人
ホーム

養護老
人ホー
ム

軽費老
人ホー
ム

介護医
療院

その他
の場所

わから
ない

無回答

全体 674 43.5 1.0 0.3 0.0 1.5 9.5 0.0 0.0 0.6 0.3 0.3 43.0
10万人未満 523 45.1 1.1 0.4 0.0 1.3 9.8 0.0 0.0 0.8 0.4 0.2 40.9
10万人以上 151 37.7 0.7 0.0 0.0 2.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 50.3
１級地～７級地 208 41.8 0.5 0.0 0.0 1.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 46.2
その他 463 44.3 1.3 0.4 0.0 1.7 9.3 0.0 0.0 0.9 0.4 0.2 41.5

Q16-2.高齢者が人生の最期を迎える場所として、今後特に重要になる場所（統合）

人口

地域区分
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（２）高齢者向け住宅に重点的に取り組んでもらいたいケアやサービス 

①有料老人ホームに重点的に取り組んでもらいたいケアやサービス 

「全体」では、「看取りまでの対応」が 35.2％でもっとも回答割合が高く、次いで「生活支援サー

ビス」が 31.0％、「中重度者へのケア」が 28.5％となっている。 

人口規模別にみると、「10 万人未満」では、「看取りまでの対応」が 35.6％でもっとも回答割合が

高く、次いで「生活支援サービス」が 29.8％となっている。「10 万人以上」では、「生活支援サービ

ス」が 35.1％でもっとも回答割合が高く、次いで「看取りまでの対応」が 33.8％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「看取りまでの対応」が 38.5％でもっとも回答割合

が高く、次いで「生活支援サービス」「中重度者へのケア」が 33.7％となっている。「その他」では、

「看取りまでの対応」が 33.7％でもっとも回答割合が高く、次いで「生活支援サービス」が 29.8％と

なっている。 

図表Ⅲ- 25 有料老人ホームに重点的に取り組んでもらいたいケアやサービス：複数回答（Q17①） 

  

31.0%

25.7%

28.5%

17.2%

26.1%

19.9%

13.1%

35.2%

3.1%

26.6%

16.2%

29.8%

25.6%

27.2%

15.3%

26.2%

18.4%

12.8%

35.6%

3.1%

24.7%

19.5%

35.1%

25.8%

33.1%

23.8%

25.8%

25.2%

13.9%

33.8%

3.3%

33.1%

4.6%

33.7%

26.4%

33.7%

18.8%

27.4%

23.6%

15.9%

38.5%

1.9%

29.8%

9.1%

29.8%

25.3%

26.1%

16.4%

25.5%

18.1%

11.9%

33.7%

3.7%

25.3%

19.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活支援サービス

軽度者へのケア

中重度者へのケア

ＢＰＳＤのない認知症高齢者へのサービス

ＢＰＳＤのある認知症高齢者へのサービス

医療的な処置

医療処置

看取りまでの対応

その他

わからない、特にない

無回答

全体(n=674)

10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

１級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

 

地域区分 

Q1.人口 
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②サービス付き高齢者向け住宅に重点的に取り組んでもらいたいケアやサービス 

「全体」では、「生活支援サービス」が 32.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「看取りまでの

対応」が 30.9％、「わからない、特にない」が 26.3％となっている。 

人口規模別にみると、「10 万人未満」では、「看取りまでの対応」が 32.3％でもっとも回答割合が

高く、次いで「生活支援サービス」が 30.8％となっている。「10 万人以上」では、「生活支援サービ

ス」が 38.4％でもっとも回答割合が高く、次いで「わからない、特にない」が 33.8％となっている。 

地域区分別にみると、「１級地～７級地」では、「生活支援サービス」が 38.0％でもっとも回答割合

が高く、次いで「軽度者へのケア」が 32.7％となっている。「その他」では、「看取りまでの対応」が

31.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「生活支援サービス」が 29.8％となっている。 

図表Ⅲ- 26 サービス付き高齢者向け住宅に重点的に取り組んでもらいたいケアやサービス：複数回

答（Q17②） 

  

32.5%

26.1%

24.6%

17.7%

24.2%

17.7%

11.1%

30.9%

3.3%

26.3%

18.5%

30.8%

25.0%

23.7%

16.3%

24.5%

17.4%

10.7%

32.3%

3.1%

24.1%

22.6%

38.4%

29.8%

27.8%

22.5%

23.2%

18.5%

12.6%

25.8%

4.0%

33.8%

4.6%

38.0%

32.7%

26.4%

19.2%

23.6%

17.8%

11.1%

29.8%

2.9%

28.8%

9.6%

29.8%

22.9%

24.0%

16.6%

24.4%

17.3%

11.2%

31.3%

3.5%

25.3%

22.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活支援サービス

軽度者へのケア

中重度者へのケア

ＢＰＳＤのない認知症高齢者へのサービス

ＢＰＳＤのある認知症高齢者へのサービス

医療的な処置

医療処置

看取りまでの対応

その他

わからない、特にない

無回答

全体(n=674)

10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

１級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

 

地域区分 

Q1.人口 
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（３）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に居住する単身高齢者等の介護や看

取りについて、今後、対応の検討が重要になってくる課題 

「全体」では、「高齢者向け住宅における介護の質の確保」が 47.6％でもっとも回答割合が高く、

次いで「権利擁護や成年後見制度の理解や利用が進まないこと」が 19.4％、「高齢者向け住宅の運営

事業者との連携」「単身高齢者の看取りに関する行政対応の指針がないこと」が 19.1％となっている。 

 

図表Ⅲ- 27 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に居住する単身高齢者等の介護や看取り

について、今後、対応の検討が重要になってくる課題：複数回答（Q18-1）（図表Ⅱ- 2再掲） 

  

12.5%

9.9%

47.6%

19.1%

19.1%

18.0%

18.0%

19.4%

6.4%

5.9%

17.5%

5.2%

14.9%

10.3%

43.8%

18.0%

19.7%

16.1%

17.8%

20.8%

5.9%

7.1%

17.6%

5.2%

4.0%

8.6%

60.9%

23.2%

17.2%

24.5%

18.5%

14.6%

7.9%

2.0%

17.2%

5.3%

5.8%

7.7%

60.6%

22.1%

19.7%

19.7%

19.2%

16.8%

8.7%

2.4%

15.9%

3.4%

15.3%

10.8%

42.1%

17.9%

18.8%

17.3%

17.3%

20.5%

5.4%

7.6%

18.4%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の不足

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅以外の

高齢者向け住宅の不足

高齢者向け住宅における介護の質の確保

高齢者向け住宅の運営事業者との連携

単身高齢者の看取りに関する行政対応の指針がないこ

と

単身高齢者の看取りに関して、住宅運営事業者に対す

る指導内容が確立していないこと

単身高齢者の看取りに関して、専門職に対する指導内

容が確立されていないこと

権利擁護や成年後見制度の理解や利用が進まないこと

その他

特にない

わからない

無回答

全体(n=674)

10万人未満(n=523)

10万人以上(n=151)

１級地～７級地(n=208)

その他(n=463)

 

地域区分 

Q1.人口 



67 

（４）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅を、単身高齢者等を含めて看取り期

まで住み続けられる「住まい」として充実を図るうえで、今後、市区町村が取組む

べき課題、今後の施策実施の展望等 

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を、単身高齢者等を含めて人生の最終段階・看取り

期まで住み続けられる住まいとして充実を図っていくにあたって、今後、市区町村が取り組むべき施

策実施の展望や整備見通しを自由回答設問で伺ったところ、回答いただいた主な内容は以下の通り

である。 

 

①中長期的（2025年、2040 年等を見据えて）にみた、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の

供給の見通し、期待する役割について 

管内における立地状況、住民の選択実態把握から、保険者としての課題意識や施策実施優先意識は

異なっている。これらの住まいに対する住民の選択行動や選好意識（住民アンケート結果等も含めて）

が少なく管内地域での立地が現在のところない自治体においては、課題、展望の回答はみられない。

また、「市として、有料老人ホームに関して指導監督ができない中では期待する役割はない」という

自治体もあった。 

多くみられた意見は「多様な住まい系ニーズの受け皿のひとつとして質の確保された整備推進が

必要」との指摘である。 

具体的には以下の趣旨の回答があった。 

【期待する役割】 

 今後増加する「単身高齢者」「身寄りのない高齢者」向けの施設と在宅の中間の居住の場（住

宅）として、生活相談や見守りサービスにより安心して暮らせる住まい環境が提供できると

ころとして、介護難民の受け皿として期待する。 

 低所得者向けとして（養護老人ホームの入所には至らない層向けの下宿としても含む） 

 ニュータウン事業で整備された団地地区における建て替え住宅として 

 住み慣れた地域に住み続けられる”コンパクトシティ”化の方策として、都市再興計画にお

いて整備支援。 

 グループホーム、特養と異なる入居者ニーズ対応の住いとして（例）幅広い医療対応） 

 老老介護の介護負担軽減にも効果あるものとして 

【特に今後増加を期待する有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の形態】 

 医療やリハビリサービスを提供する施設   

 現在の価格帯より賃貸料の低額な商品 

【特に取り組むべきこと】 

 質の確保、サービス付き高齢者向住宅をセーフティネット住宅としての登録誘導 

 市の意向に沿った整備進捗の誘導 

 要介護 1以上の介護専用型有料老人ホーム、管内住民の優先入居する事業者を誘導 

【課題】 

 介護人材の確保難 
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②事業者に対する看取りや介護対応の「充実に向けた支援、指導、監督について 

指導や監督権限のある県等と連携して取り組んでいく、任せたいといった意見がある一方、積極的

な関与を行っている以下の自治体の回答があった。 

【支援、指導、監督関連の取組状況・意向】 

 事業所の職員を国や県、市の行う看取りや認知症に関する研修への参加を促進、特定施設に

ついて研修会を開催し看取り実施を支援 

 保険者と連携できる体制づくりに向けて検討中 

 看取りについては協力医療機関と協定を結んで対応する等を指示 

 定期的な実地指導を実施。 

 事業者連絡会等を通して事業者の現状把握や情報交換を行っていく 

【課題】 

 事業所と嘱託医の野動きに左右されておりブラックボックス化していて情報が得にくい状態。

医療機関の協力が得にくい。 

【提案】 

 看取り充実を求めるのであれば介護保険上の位置づけの明確化が必須（人員体制規定、報酬、

指導監督権限等） 

 看取り自実施を誘導するのであれば、特定施設の指定をして介護保険で指導する 

 外部評価制度の義務化 

 利用者処遇野視点からの立ち入り検査・設置者の意識啓発に向けた指導 

 居住者が地域の一員として生活できるような社会交流・社会参加づくりを促進できる環境づ

くり・支援 

 国の指針提示 

 専門的知識のある職員育成、人材不足に向けた支援 
 

③入居者の消費者保護について 

入居者の消費者保護をめぐる対応課題には「住まい運営事業者やサービススタッフと入居者間の

消費者保護」課題、「その他の入居者の被る消費者被害等に対する自治体の対応」課題があるが、回

答の大半は前者に関する指摘であった。（後者については「関係課と詐欺防止等の情報発信」の回答

があった） 

介護保険法上定められている「実地指導」や「集団指導」の他に取り組んでいる・取り組む予定の

あることとして以下の回答があった。 

【取り組んでいること、今後取り組んでいくこと】 

 設置申請時点で、過度なサービスがないこと、高額な家賃設定とならないことを事業者と調

整を実施。 

 該当施設に２か月ごとに介護相談員を派遣し、入居者と面談して、相談があれば対応。 

 地域包括支援センターと協働して対応 

 消費者生活センターと連携して対応 
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 届け出や指導監督主体の都道府県と連携して対応 

 住民に対する啓発、情報提供（相談に来所した住民に情報提供、自治体のホームページで情

報提供） 

【課題として提起していること】 

 中立的な相談窓口設置が必要 

 必要でないサービスを利用させられている入居者が生じないように施設に対する指導等の対

応 

 入居後のトラブル頻発が懸念される状況にあることから全国的な利用者啓発が必要 
 

④管内に立地する有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅と、地域の多機関・職種等との連携や

協働の推進等について 

以下の自治体の回答があったが現在既に取り組んでいる事例は以下の通り限られており、一方、今

後の対応課題としての多様な意向が寄せられた。 

【現在取り組んでいること】 

 入居者が地域に参加しやすい仕組みづくりを進めるため、地域のイベントへの参加や自治会

への加入に努めることを指導している。 

 多職種研修会等（（例）医療職と介護職相互理解促進のための研修会、有料老人ホームやサ

ービス付き高齢者向け住宅職員向けの開催）参加を促しを実施 

 

【今後の取組意向】 

 今後、入居者の支援やニーズ把握のために地域包括支援センターの専門職が介入する。 

 高齢者向け住宅が地域の活動拠点（介護予防教室の委託を含め）となるよう、地域交流スペ

ースの設置や地域交流拠点の実施を推進する。 

 地域の住まいの一部として、各研修や事業への参加を促していく 

 地域包括支援センターやケアマネジャー連絡会等地域の関係機関との連携を図り、地域との

関わりに努めるよう促す。 

 地域ケア会議等に必要意に応じて有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の職員に参

加してもらう。 

 入居者が地域に参加しやすい仕組みづくりを進める。 

 

【課題の提起】 

 住宅の入居者に対して、全くの外部のケアマネジャーが担当している場合の方が、地域の多

機関との連携ができている。法人グループ内の介護サービス事業所や居宅介護支援事業所が

入居者の介護を担当している住宅では、外部多機関・多職種との連携にメリットを感じてい

ない。 
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⑤立地する有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅における看取りや介護対応に対して対応が

必要になってきていること 

全体としては、「実態を把握していない」「入居者のほとんどが住所地特例者であるため、特に当

自治体として対応予定はなし」「市民のニーズは在宅が第一なので、取り組んでいない」「看取りは

病院等の多施設に任せた方がよいと考えている」等の回答も多い。 

また、これらの住宅における「看取り対応」以前に、そもそも在宅介護における介護人材不足や介

護に質確保」の方が優先対応課題であるとの指摘も少なくない。 

このような中で「今後事業所との連携を密にして必要な取り組みを検討していきたい」との回答が

あった他、以下の具体的な課題提起もあった。 

【市町村の抱える課題】 

 指定権限のほとんどを県が有しており、また施設件数も多いことから、市が実態把握するこ

とも、指導することも困難な状況にあり、市民に対しても十分情報を提供できていない。 

 

【今後の取組課題の提案】 

 アドバンス・ケア・プランニングの考えの普及・啓発・浸透させて、どのような住まいの場所

でも、本人が望む医療や介護が提供できる仕組みづくりが必要。 

 要介護度の高い住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅については、特定施設

入居者生活介護の事業者公募で「加配」し介護付き施設にする等の入居者の実態に合わせた

施設運営形態に伴う行政の指導体制構築を進めるべき。 

 

その他「単身高齢者世帯の増加が見込まれる中、在宅での医療・介護サービスでは看取りができな

い状況になっても「最期まで住み慣れた村で暮らし続けていく」という選択を高齢者ができるよう、

有料老人ホーム等を含めた施設整備が必要になってくる」との指摘もあった。 
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Ⅳ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅アンケート結果 

１. 回答住まいの概要 

（１） 介護保険居宅サービス「特定入居者生活介護」指定有無、看取り実績有無 

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅のアンケート結果の集計にあたり、A.特定入居者生

活介護の有無、B.過去１年間の看取りの実績の有無の組み合わせをクロス軸として集計を行った。そ

れぞれの集計結果は以下①②③の通りである。 

① 特定入居者生活介護の有無、看取り実績 

特定入居者生活介護指定の住宅は、全体の３割弱を占めている。 

図表Ⅳ- 1 特定入居者生活介護の有無：単数回答（Q8） 

 

② 過去１年間看取りの実績の有無 

過去 1年間（2018年１月～12月）の入居者の看取り実績を、特定施設入居者生活介護の指定有無別

にみると、特定施設入居者生活介護指定の住宅では７割弱で看取り実績がある。一方、特定施設入居

者生活介護の指定を受けていない住宅においても４割半ばの住宅では、看取り実績がある。 

図表Ⅳ- 2 過去１年間の看取り実績の有無：単数回答（Q8×Q19(1)） 

 
  

26.0% 70.6%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり 特定施設入居者生活介護なし 無回答

50.9%

68.6%

44.7%

44.3%

47.8%

30.3%

54.2%

47.5%

1.3%

1.1%

1.0%

8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

(n=468)

特定施設入居者生活介護なし

(n=1272)

無回答

(n=61)

看取り実績あり 看取り実績なし 無回答

 Q8 
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③ 特定入居者生活介護有無と看取り実績有無の組み合わせの分布 

全体の回収票に占める特定施設入居者生活介護の有無と看取り実績の有無の組み合わせタイプをみ

ると、特定施設入居者生活介護指定でなく看取り実績がない住宅が全体の 4 割弱を占めている。次い

で、特定施設入居者生活介護指定でなく看取り実績がある住宅が全体の３割強を占めている。 

 

図表Ⅳ- 3 特定入居者生活介護有無×看取り実績有無の組み合わせの分布：（Q8×Q19(1)） 

 
  

17.8% 7.9% 31.6% 38.3%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり 特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし

特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり 特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし

無回答
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（２）運営法人の法人種別 

「全体」では、「株式会社」が 55.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「有限会社」が 13.6％とな

っている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「株式会社」が 65.4％でもっとも回答割合

が高く、次いで「有限会社」が 11.2％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」

では、「株式会社」が 61.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「社会福祉法人」が 12.7％となってい

る。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「株式会社」が 62.0％でもっとも回答割合

が高く、次いで「有限会社」が 14.2％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」

では、「株式会社」が 44.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「医療法人」が 16.4％となっている。 

図表Ⅳ- 4 運営法人の法人種別：単数回答（Q1） 

 
 
＜数値表＞ 

 
  

55.9%

65.4%

61.3%

62.0%

44.6%

60.8%

13.6%

11.2%

9.2%

14.2%

15.2%

12.7%

10.3%

9.0%

12.7%

4.7%

14.9%

10.1%

12.9%

9.7%

11.3%

11.6%

16.4%

7.6%

0.4%

3.3%

7.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

株式会社 有限会社 社会福祉法人 医療法人 財団法人

社団法人 ＮＰＯ法人 その他 無回答

合計 株式会
社

有限会
社

社会福
祉法人

医療法
人

財団法
人

社団法
人

ＮＰＯ
法人

その他 無回答

全体 1801 55.9 13.6 10.3 12.9 0.4 1.0 3.1 0.4 2.5

特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり 321 65.4 11.2 9.0 9.7 0.3 0.9 0.9 0.3 2.2

特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし 142 61.3 9.2 12.7 11.3 0.7 0.7 4.2 0.0 0.0

特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり 569 62.0 14.2 4.7 11.6 0.7 1.1 3.7 0.4 1.6

特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし 690 44.6 15.2 14.9 16.4 0.1 1.2 3.5 0.7 3.3

無回答 79 60.8 12.7 10.1 7.6 0.0 0.0 1.3 0.0 7.6

特定入
居者生
活介護
×看取
り実績

Q1.運営法人の法人種別

 Q8×

Q19(1) 
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（３）母体となる法人の業種 

「全体」では、「介護サービス関連」が 56.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「医療関連」が 17.7％

となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「介護サービス関連」が 57.0％でもっとも

回答割合が高く、次いで「医療関連」が 17.4％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り

実績なし」では、「介護サービス関連」が 47.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「医療関連」が 18.3％

となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「介護サービス関連」が 63.1％でもっとも

回答割合が高く、次いで「医療関連」が 14.8％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り

実績なし」では、「介護サービス関連」が 51.7％でもっとも回答割合が高く、次いで「医療関連」が 20.7％

となっている。 

図表Ⅳ- 5 母体となる法人の業種：単数回答（Q2） 

 
  

56.3%

57.0%

47.9%

63.1%

51.7%

59.5%

8.4%

7.2%

11.3%

8.6%

9.0%

2.5%

17.7%

17.4%

18.3%

14.8%

20.7%

11.4%

6.6%

6.9%

9.9%

4.6%

7.7%

3.8%

7.5%

8.4%

9.2%

6.0%

7.5%

11.4%

3.6%

3.1%

3.5%

3.0%

3.3%

11.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

介護サービス関連 不動産・建設業関連 医療関連 社会福祉 その他 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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（４）施設の類型 

「全体」では、「サービス付き高齢者向け住宅」が 46.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「住宅

型有料老人ホーム」が 34.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「介護付有料老人ホーム【混合型】」が 36.4％

でもっとも回答割合が高く、次いで「介護付有料老人ホーム【介護専用型】」が 32.1％となっている。

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「サービス付き高齢者向け住宅」が 35.2％で

もっとも回答割合が高く、次いで「介護付有料老人ホーム【介護専用型】」が 29.6％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「サービス付き高齢者向け住宅」が 49.0％

でもっとも回答割合が高く、次いで「住宅型有料老人ホーム」が 48.5％となっている。「特定施設入居

者生活介護なし×看取り実績なし」では、「サービス付き高齢者向け住宅」が 58.6％でもっとも回答割

合が高く、次いで「住宅型有料老人ホーム」が 40.0％となっている。 

図表Ⅳ- 6 施設の類型：単数回答（Q6） 

 
 
 
（注）Q6は単数回答設問である。調査票では、対象の住まいが有料老人ホームに届け出、かつサービス

付き高齢者向け住宅に登録している場合は、サービス付き高齢者向け住宅に回答いただくよう回

答方法の指示を記載した。 
  

9.0%

32.1%

29.6%

1.4%

0.4%

7.6%

8.7%

36.4%

19.0%

0.7%

0.4%

6.3%

34.9%

8.1%

15.5%

48.5%

40.0%

35.4%

46.9%

23.4%

35.2%

49.0%

58.6%

46.8%

0.6%

0.0%

0.7%

0.4%

0.6%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

介護付有料老人ホーム【介護専用型】 介護付有料老人ホーム【混合型】

住宅型有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅

無回答

 Q8×

Q19(1) 
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（５）都道府県等への届け出や登録状況 

「全体」では、「有料老人ホームに届け出のみ」が 49.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「サー

ビス付き高齢者向け住宅に登録のみ」が 36.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「有料老人ホームに届け出のみ」が 68.5％

でもっとも回答割合が高く、次いで「サービス付き高齢者向け住宅に登録のみ」が 15.3％となっている。

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「有料老人ホームに届け出のみ」が 57.0％で

もっとも回答割合が高く、次いで「サービス付き高齢者向け住宅に登録のみ」が 25.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「有料老人ホームに届け出のみ」が 49.0％

でもっとも回答割合が高く、次いで「サービス付き高齢者向け住宅に登録のみ」が 37.8％となっている。

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「サービス付き高齢者向け住宅に登録のみ」が

48.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「有料老人ホームに届け出のみ」が 40.6％となっている。 

図表Ⅳ- 7 都道府県等への届け出や登録状況：単数回答（Q7） 

 
  

49.5%

68.5%

57.0%

49.0%

40.6%

39.2%

36.9%

15.3%

25.4%

37.8%

48.8%

35.4%

11.2%

14.0%

13.4%

11.4%

9.4%

8.9%

2.4%

2.2%

4.2%

1.8%

1.2%

16.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

有料老人ホームに届け出のみ

サービス付き高齢者向け住宅に登録のみ

有料老人ホームに届け出、かつサービス付き高齢者向け住宅に登録

無回答

 Q8×

Q19(1) 



77 

（６）特定施設入居者生活介護の状況 

介護保険居宅サービスの「特定施設入居者生活介護」指定の有無等の状況を把握した。（注） 

 

（注）介護保険居宅サービスの「特定施設入居者生活介護」指定要件の人員基準は、管理者（当該施設の他の職務

又は同一敷地内の他の事業所等の職務に従事可）、生活相談員（最低 1人は常勤）、看護職員（総利用者 30人

以下＝1人、総利用者 30人超＝1人＋利用者 30を超えて 50又はその端数を増すごとに 1人）介護職員（常時

1人以上）、計画作成担当者（介護支援専門員）（1以上。当該施設の他の職務に従事可）、機能訓練指導員（1

名以上。当該施設の他の職務に従事可）である。特に、看護職員及び介護職員は、要介護者に対して 3：1以上

の配置とすること、看護職員 1人と介護職員 1人は常勤者であることが必要である。 

 

① 特定入居者生活介護指定の有無および種別 

「全体」では、「指定なし」が 70.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「一般型（介護）」が 19.0％

となっている。 

図表Ⅳ- 8 特定施設入居者生活介護の有無および種別：単数回答（Q8） 

 
 

② 指定の種類 

「全体」では、「一般型」が 90.1％、「外部サービス利用型」が 6.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「一般型」が 91.1％、「外部サービス利用

型」が 6.1％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「一般型」が 88.1％、

「外部サービス利用型」が 6.8％となっている。 

図表Ⅳ- 9 特定施設入居者生活介護の指定の種類：単数回答（Q8-1） 

 
  

19.0%

4.0% 2.9%

70.6%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

一般型（介護） 一般型（介護予防） 地域密着型特定施設入居者生活介護 指定なし 無回答

90.1%

91.1%

88.1%

75.0%

6.5%

6.1%

6.8%

25.0%

3.4%

2.7%

5.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=415)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=293)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=118)

無回答(n=4)

一般型 外部サービス利用型 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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③ 特定施設入居者生活介護に関わる加算の状況 

 
特定施設入居者生活介護の認定を受けている住まいについて、加算の状況を把握した。 
 

(ア) 入居継続支援加算の算定状況 

「全体」では、「算定なし」が 72.5％、「算定あり」が 4.8％となっている。 
「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「算定なし」が 72.7％、「算定あり」が

6.5％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「算定なし」が 73.7％、

「算定あり」が 0.0％となっている。 

図表Ⅳ- 10 入居継続支援加算の算定状況：単数回答（Q8-2-1①） 

 
 
(イ) 夜間看護体制加算の算定状況 

「全体」では、「算定あり」が 53.3％、「算定なし」が 29.6％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「算定あり」が 58.0％、「算定なし」が

26.6％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「算定あり」が 41.5％、

「算定なし」が 37.3％となっている。 

図表Ⅳ- 11 夜間看護体制加算の算定状況：単数回答（Q8-2-1②） 

 
  

4.8%

6.5%

0.0%

25.0%

72.5%

72.7%

73.7%

25.0%

22.7%

20.8%

26.3%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=415)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=293)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=118)

無回答(n=4)

算定あり 算定なし 無回答

53.3%

58.0%

41.5%

50.0%

29.6%

26.6%

37.3%

25.0%

17.1%

15.4%

21.2%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=415)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=293)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=118)

無回答(n=4)

算定あり 算定なし 無回答

 Q8×

Q19(1) 

 Q8×

Q19(1) 
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(ウ) 若年性認知症入居者受入加算の算定状況 

「全体」では、「算定なし」が 66.5％、「算定あり」が 12.8％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「算定なし」が 66.9％、「算定あり」が

14.0％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「算定なし」が 66.1％、

「算定あり」が 9.3％となっている。 

図表Ⅳ- 12 若年性認知症入居者受入加算の算定状況：単数回答（Q8-2-1③） 

 
 
(エ) 医療機関連携加算の算定状況 

「全体」では、「算定あり」が 61.4％、「算定なし」が 23.6％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「算定あり」が 67.9％、「算定なし」が

19.5％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「算定あり」が 45.8％、

「算定なし」が 33.9％となっている。 

図表Ⅳ- 13 医療機関連携加算の算定状況：単数回答（Q8-2-1④） 

 
  

12.8%

14.0%

9.3%

25.0%

66.5%

66.9%

66.1%

50.0%

20.7%

19.1%

24.6%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=415)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=293)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=118)

無回答(n=4)

算定あり 算定なし 無回答

61.4%

67.9%

45.8%

50.0%

23.6%

19.5%

33.9%

25.0%

14.9%

12.6%

20.3%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=415)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=293)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=118)

無回答(n=4)

算定あり 算定なし 無回答

 Q8×

Q19(1) 

 Q8×

Q19(1) 
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(オ) 退院・退所時連携加算の算定状況 

「全体」では、「算定あり」が 45.1％、「算定なし」が 37.6％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「算定あり」が 47.8％、「算定なし」が

36.2％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「算定なし」が 40.7％、

「算定あり」が 39.0％となっている。 

図表Ⅳ- 14 退院・退所時連携加算の算定状況：単数回答（Q8-2-1⑤） 

 
 
(カ) 看取り介護加算の算定状況 

「全体」では、「算定なし」が 42.4％、「算定あり」が 40.0％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「算定あり」が 48.8％、「算定なし」が

35.8％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「算定なし」が 59.3％、

「算定あり」が 17.8％となっている。 

図表Ⅳ- 15 看取り介護加算の算定状況：単数回答（Q8-2-1⑥） 

 
  

45.1%

47.8%

39.0%

25.0%

37.6%

36.2%

40.7%

50.0%

17.3%

16.0%

20.3%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=415)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=293)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=118)

無回答(n=4)

算定あり 算定なし 無回答

40.0%

48.8%

17.8%

50.0%

42.4%

35.8%

59.3%

25.0%

17.6%

15.4%

22.9%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=415)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=293)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=118)

無回答(n=4)

算定あり 算定なし 無回答

 Q8×

Q19(1) 

 Q8×

Q19(1) 
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(キ) 認知症専門ケア加算の算定状況 

「全体」では、「算定なし」が 76.4％、「算定あり」が 2.7％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「算定なし」が 79.5％、「算定あり」が

1.7％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「算定なし」が 68.6％、

「算定あり」が 5.1％となっている。 

図表Ⅳ- 16 認知症専門ケア加算の算定状況：単数回答（Q8-2-1⑦） 

 
  

2.7%

1.7%

5.1%

0.0%

76.4%

79.5%

68.6%

75.0%

21.0%

18.8%

26.3%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=415)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=293)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=118)

無回答(n=4)

算定あり 算定なし 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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（７）併設・隣接する事業所 

本アンケートに回答した有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に併設ないし隣接する事

業所の状況について、①居宅介護支援事業所、②訪問介護、③通所介護、通所リハビリテーションに

ついて、（ア）併設ないし隣接事業所の有無、（イ）併設・隣接事業所の運営事業者、（ウ）併設な

いし隣接事業所の入居者以外へのサービス提供の有無を確認した。 

 

① 居宅介護支援 
 
(ア) 併設・隣接事業所の有無（居宅介護支援） 

「全体」では、「いずれもなし」が 45.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「併設」が 22.9％と

なっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「いずれもなし」が 65.7％でもっとも回

答割合が高くなっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「いずれもなし」

が 49.3％でもっとも回答割合が高くなっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「いずれもなし」が 40.9％でもっとも回

答割合が高く、次いで「併設」が 26.9％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績

なし」では、「いずれもなし」が 40.1％でもっとも回答割合が高く、次いで「併設」が 25.8％となっ

ている。 

図表Ⅳ- 17 併設・隣接する居宅介護支援事業所の有無：単数回答（Q12(1)①） 

 
  

22.9%

10.6%

17.6%

26.9%

25.8%

27.8%

10.5%

9.3%

8.5%

10.9%

11.4%

7.6%

45.5%

65.7%

49.3%

40.9%

40.1%

35.4%

21.2%

14.3%

24.6%

21.3%

22.6%

29.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

併設 隣接 いずれもなし 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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(イ) 併設・隣接事業所の運営事業者との関係（居宅介護支援） 
「全体」では、「同一グループ」が 82.0％、「別法人」が 6.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「同一グループ」が 79.7％となっている。

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「同一グループ」が 83.8％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「同一グループ」が 83.7％となっている。

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「同一グループ」が 82.1％となっている。 

図表Ⅳ- 18 併設・隣接する居宅介護支援事業所の運営事業者：単数回答（Q12(1)②） 

 
  

82.0%

79.7%

83.8%

83.7%

82.1%

71.4%

6.5%

9.4%

5.4%

6.0%

7.0%

0.0%

11.5%

10.9%

10.8%

10.2%

10.9%

28.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=601)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=64)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=37)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=215)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=257)

無回答(n=28)

同一グループ 別法人 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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(ウ) 併設・隣接事業所における入居者以外へのサービス提供実施の有無（居宅介護支援） 
「全体」では、「実施」が 77.4％、「無回答」が 12.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「実施」が 64.1％、「非実施」が 20.3％

となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「実施」が 56.8％、「非実施」

が 29.7％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「実施」が 80.5％、「無回答」が 9.3％と

なっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「実施」が 82.9％、「無回答」

が 11.3％となっている。 

図表Ⅳ- 19 併設・隣接する居宅介護支援の入居者以外へのサービス提供状況：単数回答（Q12(1)

③） 

 
  

77.4%

64.1%

56.8%

80.5%

82.9%

60.7%

10.0%

20.3%

29.7%

9.3%

5.8%

3.6%

0.5%

0.0%

0.0%

0.9%

0.0%

3.6%

12.1%

15.6%

13.5%

9.3%

11.3%

32.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=601)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=64)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=37)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=215)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=257)

無回答(n=28)

実施 非実施 不詳 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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② 訪問介護 
 
(ア) 併設・隣接事業所の有無（訪問介護） 

「全体」では、「いずれもなし」が 39.1％、「併設」が 33.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「いずれもなし」が 66.4％、「無回答」が

14.3％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「いずれもなし」が

51.4％、「無回答」が 28.2％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「併設」が 45.5％で、「いずれもなし」が

28.1％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「併設」が 38.1％、「い

ずれもなし」が 34.1％となっている。 

図表Ⅳ- 20 併設・隣接する訪問介護事業所の有無：単数回答（Q12(2)①） 

 
  

33.5%

11.8%

14.8%

45.5%

38.1%

29.1%

9.6%

7.5%

5.6%

11.6%

10.0%

7.6%

39.1%

66.4%

51.4%

28.1%

34.1%

30.4%

17.7%

14.3%

28.2%

14.8%

17.8%

32.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

併設 隣接 いずれもなし 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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(イ) 併設・隣接事業所の運営事業者（訪問介護） 
「全体」では、「同一グループ」が 83.3％、「無回答」が 12.2％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「同一グループ」が 75.8％で、「無回答」

が 19.4％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「同一グループ」が

79.3％、「別法人」「無回答」が 10.3％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「同一グループ」が 83.4％、「無回答」が

12.0％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「同一グループ」が

85.2％、「無回答」が 10.5％となっている。 

図表Ⅳ- 21 併設・隣接する訪問介護事業所の運営事業者：単数回答（Q12(2)②） 

 
  

83.3%

75.8%

79.3%

83.4%

85.2%

79.3%

4.5%

4.8%

10.3%

4.6%

4.2%

0.0%

12.2%

19.4%

10.3%

12.0%

10.5%

20.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=777)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=62)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=29)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=325)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=332)

無回答(n=29)

同一グループ 別法人 無回答

 Q8×

Q19(1) 



87 

(ウ) 併設・隣接事業所の入居者以外へのサービス提供（訪問介護） 
「全体」では、「実施」が 56.0％、「非実施」が 30.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「実施」が 54.8％、「無回答」が 25.8％

となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「非実施」が 44.8％、「実施」

が 37.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「実施」が 54.5％、「非実施」が 33.2％

となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「実施」が 59.6％、「非実施」

が 29.8％となっている。 

図表Ⅳ- 22 併設・隣接する訪問介護の入居者以外へのサービス提供状況：単数回答（Q12(2)③） 

 
  

56.0%

54.8%

37.9%

54.5%

59.6%

51.7%

30.5%

19.4%

44.8%

33.2%

29.8%

17.2%

0.4%

0.0%

0.0%

0.6%

0.3%

0.0%

13.1%

25.8%

17.2%

11.7%

10.2%

31.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=777)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=62)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=29)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=325)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=332)

無回答(n=29)

実施 非実施 不詳 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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③ 通所介護、通所リハビリテーション 
 
(ア) 併設・隣接事業所の有無（通所介護、通所リハビリテーション） 

「全体」では、「いずれもなし」が 37.1％、「併設」が 33.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「いずれもなし」が 60.1％、「併設」が

18.7％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「いずれもなし」が

40.8％、「併設」が 27.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「併設」が 38.8％、「いずれもなし」が

30.1％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「併設」が 38.7％、「い

ずれもなし」が 31.7％となっている。 

図表Ⅳ- 23 併設・隣接する通所介護、通所リハビリテーション事業所の有無：単数回答（Q12(5)

①） 

 
  

33.9%

18.7%

27.5%

38.8%

38.7%

30.4%

13.0%

9.0%

9.2%

13.7%

15.7%

7.6%

37.1%

60.1%

40.8%

30.1%

31.7%

34.2%

16.0%

12.1%

22.5%

17.4%

13.9%

27.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

併設 隣接 いずれもなし 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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(イ) 併設・隣接事業所の運営事業者（通所介護、通所リハビリテーション） 
「全体」では、「同一グループ」が 84.6％、「無回答」が 11.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「同一グループ」が 86.5％、「無回答」が

10.1％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「同一グループ」が

80.8％、「無回答」が 13.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「同一グループ」が 83.6％、「無回答」が

12.4％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「同一グループ」が

86.4％、「無回答」が 9.6％となっている。 

図表Ⅳ- 24 併設・隣接する通所介護、通所リハビリテーション事業所の運営事業者：単数回答

（Q12(5)②） 

 
  

84.6%

86.5%

80.8%

83.6%

86.4%

73.3%

4.0%

3.4%

5.8%

4.0%

4.0%

3.3%

11.4%

10.1%

13.5%

12.4%

9.6%

23.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=845)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=89)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=52)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=299)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=375)

無回答(n=30)

同一グループ 別法人 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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(ウ) 併設・隣接事業所の入居者以外へのサービス提供（通所介護、通所リハビリテーション） 
「全体」では、「実施」が 79.5％、「無回答」が 12.2％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「実施」が 71.9％、「非実施」が 14.6％

となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「実施」が 69.2％、「無回答」

が 15.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「実施」が 80.6％、「無回答」が 12.0％

となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「実施」が 82.4％、「無回答」

が 10.7％となっている。 

図表Ⅳ- 25 併設・隣接する通所介護、通所リハビリテーションの入居者以外へのサービス提供状

況：単数回答（Q12(5)③） 

 

  

79.5%

71.9%

69.2%

80.6%

82.4%

73.3%

8.0%

14.6%

13.5%

7.4%

6.7%

3.3%

0.2%

0.0%

1.9%

0.0%

0.3%

0.0%

12.2%

13.5%

15.4%

12.0%

10.7%

23.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=845)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=89)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=52)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=299)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=375)

無回答(n=30)

実施 非実施 不詳 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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（８）住宅の居住部分の契約方法 

「全体」では、「利用権方式」が 50.7％でもっとも回答割合が高く、次いで「その他の賃貸借方式」

が 29.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「利用権方式」が 71.0％でもっとも回答割

合が高く、次いで「その他の賃貸借方式」が 12.5％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看

取り実績なし」では、「利用権方式」が 59.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「その他の賃貸借方

式」が 17.6％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「利用権方式」が 49.4％でもっとも回答割

合が高く、次いで「その他の賃貸借方式」が 30.8％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看

取り実績なし」では、「利用権方式」が 41.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「その他の賃貸借方

式」が 40.3％となっている。 

図表Ⅳ- 26 居住部分の契約方法：単数回答（Q13） 

 
  

50.7%

71.0%

59.9%

49.4%

41.6%

41.8%

12.4%

11.5%

15.5%

13.9%

11.2%

10.1%

29.9%

12.5%

17.6%

30.8%

40.3%

26.6%

6.9%

5.0%

7.0%

6.0%

7.0%

21.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

利用権方式 終身建物賃貸借方式 その他（左記以外）の賃貸借方式 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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２. 入居・退去・看取りについて 

（１）入居時に満たしていることが必要な条件 

①要介護度 

「全体」では、「自立、要支援、要介護いずれでもよい」が 49.0％でもっとも回答割合が高く、次

いで「要支援、要介護のみ」が 24.8％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「自立、要支援、要介護いずれでもよい」

が 47.4％でもっとも回答割合が高く、次いで「要支援、要介護のみ」が 30.2％となっている。「特定

施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「自立、要支援、要介護いずれでもよい」が 39.4％

でもっとも回答割合が高く、次いで「要支援、要介護のみ」が 29.6％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「自立、要支援、要介護いずれでもよい」

が 47.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「要支援、要介護のみ」が 24.4％となっている。「特定

施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「自立、要支援、要介護いずれでもよい」が 54.2％

でもっとも回答割合が高く、次いで「要支援、要介護のみ」が 20.9％となっている。 

図表Ⅳ- 27 要介護度に関する入居時の要件：単数回答（Q14(1)） 

 
  

0.9%

0.9%

1.4%

0.2%

1.3%

2.5%

1.3%

0.6%

0.0%

0.2%

2.5%

3.8%

24.8%

30.2%

29.6%

24.4%

20.9%

31.6%

20.4%

18.7%

28.9%

24.3%

17.0%

13.9%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

1.3%

0.4%

0.6%

0.0%

0.7%

0.1%

0.0%

49.0%

47.4%

39.4%

47.5%

54.2%

38.0%

2.2%

0.9%

0.7%

1.8%

3.2%

3.8%

0.9%

0.6%

0.0%

1.1%

0.7%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

自立のみ 自立、要支援のみ

要支援、要介護のみ 要介護１～５のみ

要介護１、２のみ 要介護３、４、５のみ

自立、要支援、要介護いずれでもよい その他

無回答

 Q8×

Q19(1) 
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②医療的な処置等の必要性 

「全体」では、「必要な方も可能（ただし、指定した医療的処置の範囲のみ）」が 64.7％でもっとも

回答割合が高く、次いで「必要ない方のみ」が 15.6％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「必要な方も可能（ただし、指定した医療

的処置の範囲のみ）」が 81.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「必要な方も可能（医療的処置の

範囲指定なし）」が 10.3％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「必

要な方も可能（ただし、指定した医療的処置の範囲のみ）」が 76.8％でもっとも回答割合が高く、次

いで「必要ない方のみ」が 12.0％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「必要な方も可能（ただし、指定した医療

的処置の範囲のみ）」が 66.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「必要な方も可能（医療的処置の

範囲指定なし）」が 21.8％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「必

要な方も可能（ただし、指定した医療的処置の範囲のみ）」が 52.6％でもっとも回答割合が高く、次

いで「必要ない方のみ」が 27.5％となっている。 

図表Ⅳ- 28 医療的な処置等の必要性に関する入居時の要件：単数回答（Q14(2)） 

 
  

15.6%

6.2%

12.0%

7.9%

27.5%

11.4%

64.7%

81.6%

76.8%

66.8%

52.6%

64.6%

15.3%

10.3%

7.7%

21.8%

14.2%

12.7%

3.0%

0.6%

2.8%

2.6%

4.5%

2.5%

1.4%

1.2%

0.7%

0.9%

1.2%

8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

必要ない方のみ

必要な方も可能（ただし、指定した医療的処置の範囲のみ）

必要な方も可能（医療的処置の範囲指定なし）

その他

無回答

 Q8×

Q19(1) 
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③認知症の罹患 

「全体」では、「認知症に罹患しているがＢＰＳＤがない方も可」が 92.6％でもっとも回答割合が

高く、次いで「その他」が 3.2％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「認知症に罹患しているがＢＰＳＤがな

い方も可」が 92.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「その他」が 5.0％となっている。「特定施設

入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「認知症に罹患しているがＢＰＳＤがない方も可」が

97.2％でもっとも回答割合が高く、次いで「その他」が 1.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「認知症に罹患しているがＢＰＳＤがな

い方も可」が 95.4％でもっとも回答割合が高く、次いで「その他」が 3.0％となっている。「特定施設

入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「認知症に罹患しているがＢＰＳＤがない方も可」が

90.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「認知症に罹患していない方のみ」が 5.5％となっている。 

図表Ⅳ- 29 認知症の罹患に関する入居時の要件：単数回答（Q14(3)） 

 
  

2.9%

0.9%

1.4%

0.7%

5.5%

7.6%

92.6%

92.8%

97.2%

95.4%

90.3%

82.3%

3.2%

5.0%

1.4%

3.0%

2.9%

3.8%

1.3%

1.2%

0.0%

0.9%

1.3%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

認知症に罹患していない方のみ 認知症に罹患しているがＢＰＳＤがない方も可 その他 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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④身元保証人等 

「全体」では、「必須である」が 78.2％でもっとも回答割合が高く、次いで「必須ではないが、い

ない場合は専門職等を紹介する」が 11.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「必須である」が 81.9％でもっとも回答

割合が高く、次いで「必須ではないが、いない場合は専門職等を紹介する」が 10.6％となっている。

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「必須である」が 85.2％でもっとも回答割

合が高く、次いで「必須ではないが、いない場合は専門職等を紹介する」が 9.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「必須である」が 72.1％でもっとも回答

割合が高く、次いで「必須ではないが、いない場合は専門職を紹介する」「必須ではない」が 13.2％

となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「必須である」が 80.6％でも

っとも回答割合が高く、次いで「必須ではないが、いない場合は専門職等を紹介する」が 10.7％とな

っている。 

図表Ⅳ- 30 身元保証人等に関する入居時の要件：単数回答（Q14(4)） 

 
  

78.2%

81.9%

85.2%

72.1%

80.6%

74.7%

11.5%

10.6%

9.9%

13.2%

10.7%

13.9%

8.9%

6.9%

4.2%

13.2%

7.5%

6.3%

0.8%

0.6%

0.7%

1.1%

0.9%

0.0%

0.5%

0.0%

0.0%

0.5%

0.3%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

必須である 必須ではないが、いない場合は専門職等を紹介する

必須ではない その他

無回答

 Q8×

Q19(1) 
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⑤身元保証人等の名称 

「全体」では、「身元引受人」が 36.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「身元保証人」が 27.8％

となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「身元引受人」が 51.2％でもっとも回答

割合が高く、次いで「身元保証人」が 29.0％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り

実績なし」では、「身元保証人」が 37.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「身元引受人」が 34.8％

となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「身元引受人」が 34.2％でもっとも回答

割合が高く、次いで「身元保証人」が 27.8％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り

実績なし」では、「身元引受人」が 31.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「連帯保証人」が 29.5％

となっている。 

図表Ⅳ- 31 施設が求める身元保証人等の名称：単数回答（Q14(4)1） 

 
  

27.8%

29.0%

37.8%

27.8%

23.8%

40.0%

36.3%

51.2%

34.8%

34.2%

31.3%

35.7%

21.8%

8.8%

12.6%

23.7%

29.5%

11.4%

2.0%

1.3%

3.0%

2.3%

1.9%

1.4%

2.1%

2.0%

3.0%

1.9%

1.9%

4.3%

0.6%

1.0%

1.5%

0.4%

0.5%

0.0%

9.4%

6.7%

7.4%

9.7%

11.1%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1617)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=297)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=135)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=485)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=630)

無回答(n=70)

身元保証人 身元引受人 連帯保証人 代理人 成年後見人 その他の名称 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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⑥運営事業者が、身元保証人等に求める主な役割 

「全体」では、「緊急時の連絡先確保」が 90.7％でもっとも回答割合が高く、次いで「本人の遺体

や遺品の引き取り、葬儀等」が 77.9％となっている。 

 

図表Ⅳ- 32 身元保証人等に求める主な役割：複数回答（Q14(4)2） 

 
  

90.7%

76.4%

73.0%

70.6%

70.7%

77.9%

75.0%

63.8%

1.3%

7.5%

95.6%

87.2%

89.2%

88.2%

85.5%

93.6%

88.6%

75.8%

2.0%

2.7%

92.6%

82.2%

84.4%

78.5%

72.6%

74.8%

77.8%

62.2%

0.0%

4.4%

89.9%

73.8%

75.5%

72.0%

71.1%

81.4%

71.1%

63.5%

1.6%

8.2%

88.6%

73.0%

62.1%

60.2%

64.1%

68.9%

71.6%

59.0%

1.1%

9.5%

90.0%

68.6%

64.3%

64.3%

61.4%

74.3%

68.6%

61.4%

0.0%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急時の連絡先確保

入居後の利用料等の支払

入院やケアプランの同意

入院時の治療方針や手術の

可否の判断に対する同意

生前途中退居の場合の

本人の引き取り

本人の遺体や遺品の

引き取り、葬儀等

退居の際の居室等の明け渡しや

現状回復義務履行

本人の債務の連帯保証人の役割

その他の役割

無回答

全体(n=1617)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=297)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=135)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=485)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=630)

無回答(n=70)

 Q8×

Q19(1) 
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⑦運営事業者が入居時に求めるその他の要件 

「全体」では、「特にない」が 68.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「入居者が死亡後の手続

きや段取り、取り扱いに関して同意すること」が 11.0％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「特にない」が 62.9％でもっとも回答割

合が高く、次いで「入居者が死亡後の手続きや段取り、取り扱いに関して同意すること」が 15.9％と

なっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「特にない」が 64.8％でもっと

も回答割合が高く、次いで「入居者が死亡後の手続きや段取り、取り扱いに関して同意すること」が

13.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「特にない」が 67.8％でもっとも回答割

合が高く、次いで「入居者が死亡後の手続きや段取り、取り扱いに関して同意すること」が 12.7％と

なっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「特にない」が 74.8％でもっと

も回答割合が高く、次いで「「将来、認知機能が低下した場合の対応方法を決めておくこと」に同意す

ること」が 11.2％となっている。 

図表Ⅳ- 33 運営事業者が入居時に求めるその他の要件：複数回答（Q14(5)） 

  

68.8%

10.5%

2.2%

0.8%

6.6%

11.0%

5.1%

5.8%

62.9%

9.7%

2.5%

1.6%

9.3%

15.9%

6.5%

7.2%

64.8%

12.7%

1.4%

0.0%

6.3%

13.4%

2.1%

7.0%

67.8%

9.0%

2.8%

1.1%

9.7%

12.7%

5.4%

5.3%

74.8%

11.2%

1.6%

0.4%

2.0%

6.8%

4.9%

4.5%

54.4%

16.5%

3.8%

1.3%

12.7%

12.7%

2.5%

13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特にない

「将来、認知機能が低下した場合の

対応方法を決めておくこと」に同意すること

「将来、介護保険要介護認定審査を受ける場合は、

任意後見予定人を決めること」に同意すること

入居後、エンディングノートを

作成することに同意すること

入居後、リビングウィルを

作成することに同意すること

入居者が死亡後の手続きや段取り、

取り扱いに関して同意すること

その他の特別な要件

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

 Q8×

Q19(1) 
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⑧「単身高齢者」の入居申し込み時に、運営事業者が特に重視して求める要件 

「全体」では、「特にない」が 47.1％でもっとも回答割合が高く、次いで「入居者が死亡後の手続

きや段取り、取り扱いに関して同意すること」が 22.7％、「将来、認知機能が低下した場合の対応方

法を決めておくことに同意すること」が 18.6%となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「特にない」が 41.1％でもっとも回答割

合が高く、次いで「入居者が死亡後の手続きや段取り、取り扱いに関して同意すること」が 26.8％と

なっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「特にない」が 36.6％でもっと

も回答割合が高く、次いで「「将来、認知機能が低下した場合の対応方法を決めておくこと」に同意す

ること」が 24.6％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「特にない」が 46.2％でもっとも回答割

合が高く、次いで「入居者が死亡後の手続きや段取り、取り扱いに関して同意すること」が 27.6％と

なっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「特にない」が 54.1％でもっと

も回答割合が高く、次いで「将来、認知機能が低下した場合の対応方法を決めておくこと」に同意す

ること」が 19.0％となっている。 

図表Ⅳ- 34 「単身高齢者」の入居申し込み時に重視して求める要件：複数回答（Q14(5)1） 

  

47.1%

18.6%

10.8%

1.8%

8.8%

22.7%

7.8%

9.5%

41.1%

18.1%

11.5%

2.5%

11.2%

26.8%

13.4%

8.7%

36.6%

24.6%

12.0%

0.7%

6.3%

23.2%

7.0%

14.1%

46.2%

17.8%

10.9%

1.9%

13.4%

27.6%

6.3%

7.6%

54.1%

19.0%

9.7%

1.4%

4.2%

16.8%

6.8%

8.7%

35.4%

12.7%

13.9%

2.5%

11.4%

20.3%

5.1%

25.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特にない

「将来、認知機能が低下した場合の

対応方法を決めておくこと」に同意すること

「将来、介護保険要介護認定審査を受ける場合は、

任意後見予定人を決めること」に同意すること

入居後、エンディングノートを

作成することに同意すること

入居後、リビングウィルを

作成することに同意すること

入居者が死亡後の手続きや段取り、

取り扱いに関して同意すること

その他の特別な要件

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

 Q8×

Q19(1) 
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（２）入居相談 

①普段、誰からの入居相談が多いか 

「全体」では、「本人の子ども」が 87.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「本人のケアマネジ

ャー」が 59.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「本人の子ども」が 91.6％でもっとも回

答割合が高く、次いで「本人の入院先病院等の退院支援室のＭＳＷ」が 49.5％となっている。「特定

施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「本人の子ども」が 88.0％でもっとも回答割合が

高く、次いで「本人のケアマネジャー」が 59.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「本人の子ども」が 85.9％でもっとも回

答割合が高く、次いで「本人のケアマネジャー」が 65.4％となっている。「特定施設入居者生活介護

なし×看取り実績なし」では、「本人の子ども」が 87.2％でもっとも回答割合が高く、次いで「本人

のケアマネジャー」が 63.6％となっている。 

図表Ⅳ- 35 普段、誰からの入居相談が多いか：複数回答（Q15） 
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17.9%

51.0%

5.4%
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33.3%

3.7%

12.1%

41.1%

18.1%

49.5%
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88.0%

23.2%

0.7%

9.2%

59.9%

16.9%

54.2%

7.0%

1.4%

85.9%

21.6%

2.3%

10.9%

65.4%

19.3%

56.6%

3.3%

2.1%

87.2%

13.8%

2.3%

18.8%

63.6%

17.2%

46.5%

5.2%

1.9%

79.7%

25.3%

1.3%

13.9%

46.8%

13.9%

49.4%

6.3%

10.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本人の子ども

本人の配偶者

本人の孫

本人

本人のケアマネジャー

本人の担当ソーシャルワーカー

本人の入院先病院等の

退院支援室のＭＳＷ

その他

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

 Q8×

Q19(1) 
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②「単身高齢者」の入居は、誰からの入居相談が多いか 

「全体」では、「本人の「別に住む子ども」」が 73.7％でもっとも回答割合が高く、次いで「本人の

ケアマネジャー」が 63.0％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「本人の「別に住む子ども」」が 79.4％で

もっとも回答割合が高く、次いで「本人のケアマネジャー」が 55.5％となっている。「特定施設入居

者生活介護あり×看取り実績なし」では、「本人の「別に住む子ども」が 69.0％でもっとも回答割合

が高く、次いで「本人のケアマネジャー」が 59.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「本人の「別に住む子ども」」が 69.9％で

もっとも回答割合が高く、次いで「本人のケアマネジャー」が 68.0％となっている。「特定施設入居

者生活介護なし×看取り実績なし」では、「本人の「別に住む子ども」」が 76.2％でもっとも回答割合

が高く、次いで「本人のケアマネジャー」が 64.1％となっている。 

図表Ⅳ- 36 「単身高齢者」の入居は、誰からの入居相談が多いか：複数回答（Q15-1） 
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1.6%

69.0%

10.6%

1.4%

10.6%

59.9%

21.1%

47.9%

11.3%

5.6%

69.9%

8.6%

2.6%

13.2%

68.0%

23.6%

52.9%

5.6%

2.5%

76.2%

6.4%

2.9%

19.6%

64.1%

21.3%

43.5%

5.1%

2.3%

63.3%

10.1%

2.5%

11.4%

53.2%

15.2%

40.5%

5.1%

11.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本人の「別に住む子ども」

本人の「別に住む、ないし

入所する」配偶者

本人の「別に住む孫」

本人

本人のケアマネジャー

本人の担当ソーシャルワーカー

本人の入院先病院等の

退院支援室の職員

その他

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

 Q8×

Q19(1) 
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（３）運営事業者から入居契約を結ぶことを断ったことについて 

①直近１年間（2018年 1月～12 月）で、運営事業者から入居契約を断った方の有無 

「全体」では、「いない」が 70.3％、「いる」が 27.7％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「いない」が 69.2％、「いる」が 29.3％

となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「いない」が 71.8％、「いる」

が 26.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「いない」が 70.1％、「いる」が 28.6％

となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「いない」が 71.3％、「いる」

が 27.4％となっている。 

図表Ⅳ- 37 直近１年間で、運営事業者から入居契約を断った方の有無：単数回答（Q16） 

 
  

27.7%

29.3%

26.1%

28.6%

27.4%

20.3%

70.3%

69.2%

71.8%

70.1%

71.3%

65.8%

1.9%

1.6%

2.1%

1.2%

1.3%

13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

いる いない 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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②運営事業者から入居契約を断った理由 

「全体」では、「医療的処置の必要性」が 54.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「認知症のＢ

ＰＳＤ」が 24.0％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「医療的処置の必要性」が 64.9％でもっ

とも回答割合が高く、次いで「精神疾患」が 29.8％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×

看取り実績なし」では、「医療的処置の必要性」が 67.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「その

他の理由」が 24.3％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「医療的処置の必要性」が 54.0％でもっ

とも回答割合が高く、次いで「認知症のＢＰＳＤ」が 25.2％となっている。「特定施設入居者生活介

護なし×看取り実績なし」では、「医療的処置の必要性」が 47.1％でもっとも回答割合が高く、次い

で「要介護度」が 27.5％となっている。 

図表Ⅳ- 38 運営事業者から入居契約を断った理由：複数回答（Q16-2） 

 
  

19.2%

54.9%

24.0%

22.8%

12.8%

9.0%

20.0%

1.0%

2.0%

13.8%

64.9%

28.7%

29.8%

10.6%

8.5%

16.0%

0.0%

1.1%

18.9%

67.6%

21.6%

13.5%

16.2%

10.8%

24.3%

0.0%

2.7%

12.9%

54.0%

25.2%

23.3%

16.6%

9.2%

23.3%

0.6%

1.2%

27.5%

47.1%

22.8%

20.1%

10.6%

7.9%

18.0%

2.1%

2.6%

18.8%

68.8%

6.3%

31.3%

6.3%

18.8%

25.0%

0.0%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護度

医療的処置の必要性

認知症のＢＰＳＤ

精神疾患

低所得

身元保証人等

その他の理由

わからない

無回答

全体(n=499)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=94)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=37)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=163)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=189)

無回答(n=16)
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（４）中途契約解除、退居 

①運営事業者から中途契約解除する際の要件となるケース 

「全体」では、「他の入居者に危害を及ぼす恐れがあり、かつ通常の介護方法では防止できないと

き」が 76.7％でもっとも回答割合が高く、次いで「「禁止又は制限される行為」の規定に違反したと

き」が 65.0％となっている。 

 

図表Ⅳ- 39 施設から中途契約解除する際の要件となるケース：複数回答（Q17） 

 
  

47.0%

54.9%

65.0%

76.7%

11.4%

8.6%

60.7%

62.9%

72.6%

83.8%

10.0%

7.2%

40.8%

47.2%

62.0%

73.2%

12.7%

12.7%

44.1%

54.1%

63.4%

77.2%

9.8%

7.9%

45.7%

55.2%

65.1%

75.1%

13.0%

7.4%

35.4%

39.2%

50.6%

65.8%

11.4%

22.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不正手段により入居したとき

支払いを正当な理由なく、遅滞するとき

「禁止又は制限される行為」

の規定に違反したとき

他の入居者に危害を及ぼす恐れがあり、

かつ通常の介護方法では防止できないとき

その他の場合

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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②運営事業者からの中途契約解除の有無 

「全体」では、「いない」が 75.7％、「いる」が 21.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「いない」が 79.4％、「いる」が 18.0％

となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「いない」が 70.8％、「いる」

が 26.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「いない」が 76.8％、「いる」が 20.3％

となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「いない」が 74.8％、「いる」

が 22.7％となっている。 

 

図表Ⅳ- 40 施設からの中途契約解除の有無：単数回答（Q18(2)） 

 
  

75.7%

79.4%

70.8%

76.8%

74.8%

65.5%

21.5%

18.0%

26.9%

20.3%

22.7%

25.9%

2.8%

2.5%

2.3%

2.9%

2.5%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1699)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=316)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=130)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=556)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=639)

無回答(n=58)

いない いる 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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③入居者からの解約により退居した主な理由 

「全体」では、「死亡」が 71.2％でもっとも回答割合が高く、次いで「医療処置が必要になった」

が 53.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「死亡」が 89.6％でもっとも回答割合が

高く、次いで「医療処置が必要になった」が 53.8％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×

看取り実績なし」では、「死亡」が 62.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「医療処置が必要にな

った」が 61.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「死亡」が 89.0％でもっとも回答割合が

高く、次いで「医療処置が必要になった」が 50.2％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×

看取り実績なし」では、「医療処置が必要になった」が 56.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「死

亡」が 47.7％となっている。 

図表Ⅳ- 41 入居者からの解約により退居した主な理由：複数回答（Q18(3)） 

 
  

71.2%

13.4%

53.9%

41.4%

16.8%

9.5%

5.1%

13.4%

9.7%

5.3%

89.6%

7.0%

53.8%

40.2%

21.5%

12.7%

3.5%

17.1%

8.9%

4.1%

62.3%

7.7%

61.5%

41.5%

9.2%

3.1%

2.3%

13.1%

13.8%

9.2%

89.0%

9.4%

50.2%

44.1%

16.0%

10.1%

4.5%

14.9%

7.7%

3.6%

47.7%

21.3%

56.3%

39.3%

17.2%

8.9%

7.0%

10.5%

11.0%

6.6%

77.6%

12.1%

46.6%

44.8%

12.1%

6.9%

5.2%

10.3%

8.6%

5.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

死亡

認知症が悪化

医療処置が必要になった

特養等施設が空いた

自宅での生活に戻りたくなった

状態等が改善し自宅等に戻った

子ども等の同居の勧めで

経済的な理由で

その他の理由

無回答

全体(n=1699)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=316)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=130)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=556)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=639)
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④死亡以外の退居者の主な行先 

「全体」では、「病院、診療所」が 65.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「特別養護老人ホー

ム」が 43.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「病院、診療所」が 71.8％でもっとも回

答割合が高く、次いで「特別養護老人ホーム」が 47.9％となっている。「特定施設入居者生活介護あ

り×看取り実績なし」では、「病院、診療所」が 76.2％でもっとも回答割合が高く、次いで「特別養

護老人ホーム」が 47.6％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「病院、診療所」が 61.6％でもっとも回

答割合が高く、次いで「特別養護老人ホーム」が 49.7％となっている。「特定施設入居者生活介護な

し×看取り実績なし」では、「病院、診療所」が 64.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「特別養

護老人ホーム」が 35.1％となっている。 

図表Ⅳ- 42 退居者の行先：複数回答（Q18(4)） 

  

65.9%

21.7%

9.4%

9.9%

13.6%

4.1%

1.1%

2.5%

17.2%

43.1%

3.2%

9.5%

1.9%

71.8%

26.3%

5.0%

10.4%

15.8%

3.5%

0.0%

1.9%

12.4%

47.9%

5.0%

9.3%

0.8%

76.2%

6.7%

8.6%

9.5%

15.2%

2.9%

1.0%

1.9%

13.3%

47.6%

8.6%

5.7%

1.9%

61.6%

23.3%

9.5%

8.6%

10.4%

3.3%

1.3%

1.8%

15.1%

49.7%

2.4%

8.2%

1.3%

64.9%

21.7%

11.5%

10.6%

15.2%

4.8%

1.3%

3.6%

21.9%

35.1%

2.0%

11.6%

2.7%

62.5%

16.7%

8.3%

10.4%

8.3%

8.3%

2.1%

0.0%

16.7%

39.6%

4.2%

6.3%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院、診療所

住み替え前のご自宅

住宅型有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

介護付有料老人ホーム

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

ケアハウス

グループホーム

特別養護老人ホーム

介護医療院

その他

無回答

全体(n=1421)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=259)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=105)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=451)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=558)

無回答(n=48)
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（５）看取り 

①ホームページ等での「入居者の看取りまで対応」の理念や方針の表示の有無 

「全体」では、「希望があれば対応するが、表示はしていない」が 58.8％でもっとも回答割合が高く、

次いで「対応しないので、表示していない」が 20.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「希望があれば対応するが、表示はしていな

い」が 62.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「表示している」が 34.6％となっている。「特定施設

入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「希望があれば対応するが、表示はしていない」が 40.8％

でもっとも回答割合が高く、次いで「対応しないので、表示していない」が 38.0％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「希望があれば対応するが、表示はしていな

い」が 75.2％でもっとも回答割合が高く、次いで「表示している」が 21.3％となっている。「特定施設

入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「希望があれば対応するが、表示はしていない」が 47.5％

でもっとも回答割合が高く、次いで「対応しないので、表示していない」が 44.3％となっている。 

図表Ⅳ- 43 ホームページ等での「入居者の看取りまで対応」の理念や方針の表示の有無：単数回答

（Q25） 

 
  

20.9%

0.9%

38.0%

1.2%

44.3%

8.9%

58.8%

62.3%

40.8%

75.2%

47.5%

57.0%

15.8%

34.6%

12.7%

21.3%

3.3%

15.2%

2.1%

1.6%

4.2%

1.1%

2.3%

5.1%

2.4%

0.6%

4.2%

1.2%

2.5%

13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

対応しないので、表示していない 希望があれば対応するが、表示はしていない

表示している その他

無回答

 Q8×

Q19(1) 
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②１年間の入居者の看取り実績の有無 
 
１年間（2018 年１月～12月）の入居者の看取り実績の状況を、住宅類型と特定施設入居者生活介護指

定の有無の組み合わせ別にみると、いずれの住宅類型においても、特定施設入居者生活介護の指定を取

得している住宅では、看取りを実施している住宅が過半数を占めている。 

ただし、特定施設入居者生活介護の指定を取得しているサービス付き高齢者向け住宅では、特定施設

入居者生活介護の指定を取得している他の住宅類型に比べて、看取りを実施している住宅の比率は 10

ポイント以上低いことも明らかとなった。 

図表Ⅳ- 44 １年間の看取り実績の有無：単数回答（Q7×Q8×Q19(1)）（図表Ⅱ- 3を再掲） 

 

注目すべきなのは、特定施設入居者生活介護の指定を取得していない有料老人ホーム、及び有料老人

ホームかつサービス付き高齢者向け住宅では、それぞれ半数の住宅は看取りを行っていることが判明し

たことである。 

それらの住宅では、ホームページや入居パンフレット等で看取りまで対応することを表示していない

が入居者の希望がある場合は看取りに対応している住宅が７割強にのぼる。実際にそれらの住宅が看取

り対応を実施していることは、看取り医療を行う医療機関と協力関係があるところが７～８割にのぼる

ことからもが明らかである。 

図表Ⅳ- 45 「特定施設入居者生活介護」指定なし住まい類型・看取り実績有無別、ホームページ上

での「入居者の看取りまで対応」表示有無：単数回答（Q6×Q8-1×Q19(1)×Q25）（図表Ⅱ- 4を再掲） 

 

50.9%

72.1%

49.8%

57.0%

38.3%

70.3%

49.2%

47.8%

26.6%

50.0%

41.9%

60.0%

29.7%

49.2%

1.3%

1.3%

0.2%

1.2%

1.8%

0.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

有料老人ホーム

×特定施設入居者生活介護あり(n=305)

有料老人ホーム

×特定施設入居者生活介護なし(n=560)

サービス付き高齢者向け住宅

×特定施設入居者生活介護あり(n=86)

サービス付き高齢者向け住宅

×特定施設入居者生活介護なし(n=562)

有料老人ホームかつサービス付き高齢者向け住宅

×特定施設入居者生活介護あり(n=64)

有料老人ホームかつサービス付き高齢者向け住宅

×特定施設入居者生活介護なし(n=132)

看取り実績あり 看取り実績なし 無回答

合計 対応しな
いので、
表示して
いない

希望があ
れば対応
するが、
表示はし
ていない

表示して
いる

その他 無回答

全体 1801 20.9 58.8 15.8 2.1 2.4

有料-特定なし-看取り実績あり 279 1.4 75.6 21.1 0.7 1.1

有料-特定なし-看取り実績なし 280 47.9 46.4 2.5 1.8 1.4

サ高-特定なし-看取り実績あり 215 0.9 73.5 21.9 1.9 1.9

サ高-特定なし-看取り実績なし 337 40.4 49.9 3.9 2.4 3.6

有料かつサ高-特定なし-看取り実績あり 65 1.5 80.0 18.5 0.0 0.0

有料かつサ高-特定なし-看取り実績なし 65 49.2 41.5 4.6 3.1 1.5

Q25.ホームページ等での「入居者の看取りまで対応」
念や方針 表 有無

登録状
況×特
定なし
×看取
り実績

 Q7 
× 
Q8 
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図表Ⅳ- 46 「特定施設入居者生活介護」指定なし住まい類型・看取り実績有無別、協力医療機関と

の契約内容における「看取り医療」の有無：単数回答（Q6×Q8-1×Q19(1)×Q35④）（図表Ⅱ- 5を再

掲） 

 

 

③看取った入居者の遺体の引き取り 

「全体」では、「入居者の子ども」が 71.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「身元引受人」が

27.0％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「入居者の子ども」が 68.3％でもっとも

回答割合が高く、次いで「身元引受人」が 39.3％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看

取り実績あり」では、「入居者の子ども」が 72.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「その他入居

者の親族」が 24.1％となっている。 

図表Ⅳ- 47 看取った入居者の遺体の引き取り手：複数回答（Q19-1） 

 

合計 あり なし 無回答

全体 1672 53.4 35.4 11.2

有料-特定なし-看取り実績あり 275 78.2 14.2 7.6

有料-特定なし-看取り実績なし 268 22.0 62.3 15.7

サ高-特定なし-看取り実績あり 196 78.6 14.8 6.6

サ高-特定なし-看取り実績なし 284 28.2 62.0 9.9

有料かつサ高-特定なし-看取り実績あり 60 73.3 13.3 13.3

有料かつサ高-特定なし-看取り実績なし 54 29.6 51.9 18.5

Q35-3④.協力医療機関との契約
有無＿看取り医療

登録状
況×特
定なし
×看取
り実績

8.5%

71.5%

3.8%

11.2%

25.0%

27.0%

6.0%

6.2%

4.7%

0.4%

5.5%

68.3%

4.9%

10.4%

27.3%

39.3%

3.8%

8.2%

6.6%

0.5%

9.9%

72.6%

3.0%

11.1%

24.1%

20.2%

7.2%

5.4%

3.6%

0.3%

14.3%

85.7%

7.1%

21.4%

14.3%

28.6%

7.1%

0.0%

7.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の立地する市区町村

入居者の子ども

入居者の孫

入居者の配偶者

その他入居者の親族

身元引受人

身元保証人

成年後見人

その他

無回答

全体(n=529)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=183)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=332)

無回答(n=14)
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３. 入居者について 

（１）入居者数 

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に対するアンケート調査票の Q26、Q27、Q28、Q29に対

する回答内容から、各住まいの入居者数を算出したところ、「全体」では、入居者数が「10～30人未満」

の住宅が 38.9％で、もっとも割合が高くなっている。 

図表Ⅳ- 48 入居者数：数量回答 

 

（２）生活保護受給者の割合 

 「全体」では、「0％」が 42.1％でもっとも回答割合が高くなっている。 

 

図表Ⅳ- 49 生活保護受給者の割合：数量回答（Q32） 

  

8.1%

1.2%

7.0%

5.8%

13.5%

6.3%

38.9%

23.1%

39.4%

42.9%

43.8%

31.6%

19.6%

24.3%

19.7%

19.2%

18.3%

15.2%

9.9%

23.4%

11.3%

8.4%

4.6%

10.1%

23.5%

28.0%

22.5%

23.7%

19.9%

36.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績ない(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績ない(n=690)

無回答(n=79)

10人未満 10～30人未満 30～50人未満 50人以上 無回答

42.1%

52.3%

45.8%

36.0%

43.5%

26.6%

6.2%

3.7%

4.2%

6.2%

7.4%

8.9%

12.5%

7.2%

12.7%

16.0%

12.0%

12.7%

6.3%

3.4%

4.9%

7.9%

6.7%

5.1%

5.8%

3.4%

7.0%

6.9%

5.8%

6.3%

27.1%

29.9%

25.4%

27.1%

24.6%

40.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績ない(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績ない(n=690)

無回答(n=79)

0％ 10％未満 10～30％未満 30～50％未満 50％以上 無回答

 Q8×

Q19(1) 

 Q8×

Q19(1) 
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（３）単身者が入居する際に、運営事業者が他機関や専門職等と調整や連携が必要になっ

たこと 

①単身者が入居する際、運営事業者が他機関等と調整や連携が必要になったこと 

 （ア）有無 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「ない」が 59.1％、「ある」が 39.1％と

なっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「ない」が 52.9％、「ある」が

42.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「ある」が 50.8％、「ない」が 45.5％と

なっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「ない」が 52.9％、「ある」が

42.5％となっている。 

図表Ⅳ- 50 単身者が入居する際、他機関等と調整や連携が必要になったこと：単数回答（Q26-

2(1)） 

 
  

44.7%

39.1%

42.5%

50.8%

42.5%

48.6%

51.5%

59.1%

52.9%

45.5%

52.9%

45.9%

3.8%

1.7%

4.6%

3.8%

4.5%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1218)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=235)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=87)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=396)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=463)

無回答(n=37)

ある ない 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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 （イ）他機関等と調整や連携が必要になった内容 

「全体」では、「自治体等と、入居者の介護保険要介護認定申請について」が 36.7％でもっとも回

答割合が高く、次いで「自治体と本人の生活保護費受給申請について」が 36.3％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「身元保証人等、成年後見人になってく

れる機関等を探す」が 47.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「身元保証人等になってくれる親類

等の発見や連絡、同意を得る」が 31.5％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績

なし」では、「自治体と本人の生活保護受給者申請」「身元保証人等、成年後見人になってくれる機関

等を探す」が 40.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「身元保証人等、成年後見人になってくれる

機関等を探す」が 40.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「自治体と本人の生活保護費受給申請に

ついて」が 46.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「自治体等と、入居者の介護保険要介護認定申

請について」が 41.3％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「自治

体等と、入居者の介護保険要介護認定申請について」が 38.6％でもっとも回答割合が高く、次いで

「身元保証人等になってくれる親類等の発見や連絡、同意を得る」が 32.5％となっている。 

図表Ⅳ- 51 他機関等と調整や連携が必要になった内容：複数回答（Q26-2(2)） 

  

36.3%

36.7%

21.7%

32.3%

35.2%

11.6%

1.1%

22.8%

27.2%

10.9%

31.5%

47.8%

15.2%

1.1%

40.5%

24.3%

10.8%

37.8%

40.5%

2.7%

2.7%

46.3%

41.3%

26.9%

31.8%

35.3%

10.4%

0.5%

32.0%

38.6%

23.4%

32.5%

27.9%

12.2%

0.5%

33.3%

38.9%

22.2%

27.8%

38.9%

16.7%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自治体と本人の

生活保護費受給申請について

自治体等と、入居者の

介護保険要介護認定申請について

自治体等と、入居者を担当する

居宅介護支援専門員の選定について

身元保証人等になってくれる

親類等の発見や連絡、同意を得る

身元保証人等、成年後見人に

なってくれる機関等を探す

その他

無回答

全体(n=545)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=92)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=37)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=201)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=197)

無回答(n=18)
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②入居後に単身になった際、運営事業者が他機関等と調整や連携が必要になったことの有無 

「全体」では、「ない」が 50.6％、「ある」が 28.3％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「ない」が 51.2％、「ある」が 31.0％と

なっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「ない」が 56.5％、「ある」が

21.7％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「ない」が 49.1％、「ある」が 29.8％と

なっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「ない」が 51.5％、「ある」が

27.2％となっている。 

図表Ⅳ- 52 入居後に単身になった際、他機関等と調整や連携が必要になったことの有無：単数回答

（Q26-3(1)） 

 
  

28.3%

31.0%

21.7%

29.8%

27.2%

16.7%

50.6%

51.2%

56.5%

49.1%

51.5%

41.7%

21.1%

17.9%

21.7%

21.1%

21.4%

41.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=336)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=84)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=23)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=114)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=103)

無回答(n=12)

ある ない 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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（４）現在の入居者が必要とする医療的ケア 

「全体」では、「服薬管理」が 86.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「血糖測定、インスリン注

射」が 39.8％となっている。 

図表Ⅳ- 53 現在の入居者が必要とする医療的ケア：複数回答（Q30） 

 
  

86.6%

39.8%

31.0%

22.3%

21.8%

36.6%

38.8%

23.7%

20.5%

15.3%

11.7%

3.0%

3.5%

3.4%

1.0%

2.6%

6.0%

2.9%

94.1%

61.7%

54.5%

41.7%

43.0%

66.0%

67.0%

44.2%

40.8%

23.7%

24.9%

5.0%

5.3%

4.7%

1.2%

3.7%

1.2%

0.6%

90.8%

36.6%

28.9%

26.1%

14.8%

38.0%

42.3%

24.6%

22.5%

13.4%

8.5%

0.7%

4.2%

2.8%

1.4%

2.1%

2.1%

2.8%

90.5%

46.2%

38.8%

24.3%

29.5%

43.4%

45.5%

30.2%

27.4%

16.7%

15.6%

5.3%

6.3%

6.5%

1.4%

3.2%

3.7%

1.1%

80.7%

25.8%

15.5%

11.7%

7.5%

17.7%

20.7%

9.7%

5.1%

11.3%

3.6%

0.9%

0.3%

0.4%

0.6%

1.6%

11.0%

3.8%

72.2%

32.9%

19.0%

15.2%

17.7%

30.4%

27.8%

12.7%

19.0%

10.1%

6.3%

1.3%

2.5%

3.8%

0.0%

2.5%

5.1%

19.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

服薬管理

血糖測定、インスリン注射

酸素療法の管理

ストーマの管理

経管栄養

じょくそうの管理

摘便・浣腸のケア

カテーテルの管理

喀痰吸引

透析管理

疼痛管理

気管切開のケア

静脈内注射

中心静脈栄養の管理

常時のモニター測定

その他の医療的ケア

医療的ケアが必要な入居者はいな

い

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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（５）現在の入居者が利用している介護保険サービス 

「全体」では、「居宅介護支援」が 69.2％でもっとも回答割合が高く、次いで「通所介護」が 60.0％

となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「居宅介護支援」が 25.2％となっている。

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「居宅介護支援」が 32.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「居宅介護支援」が 87.0％でもっとも回答

割合が高く、次いで「通所介護」が 75.7％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績

なし」では、「居宅介護支援」が 83.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「通所介護」が 78.3％とな

っている。 

図表Ⅳ- 54 現在の入居者が利用している介護保険サービス：複数回答（Q31①） 

 
  

69.2%

54.2%

43.0%

60.0%

33.8%

23.7%

10.0%

17.2%

25.2%

13.7%

13.7%

13.1%

8.4%

16.2%

17.4%

44.5%

32.4%

23.9%

16.9%

24.6%

9.9%

12.7%

14.8%

36.6%

87.0%

66.8%

59.6%

75.7%

44.3%

34.4%

8.4%

5.1%

83.6%

70.1%

48.6%

78.3%

42.5%

20.9%

7.5%

8.4%

59.5%

44.3%

41.8%

41.8%

29.1%

20.3%

5.1%

34.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

居宅介護支援

訪問介護

訪問看護

通所介護

通所リハビリ

居宅療養支援医療機関

その他

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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（６）最近特に新たな入居者で目立ってきた傾向等 

「全体」では、「特に変化はみられない」が 29.3％でもっとも回答割合が高く、次いで「「最期までこ

こで過ごしたい」と入居する人が増加」が 23.2％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「「最期までここで過ごしたい」と入居する

人が増加」が 36.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「医療ケアの必要な入居者が増加」が 26.5％と

なっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「特に変化はみられない」が 33.1％

でもっとも回答割合が高く、次いで「中重度の要介護の入居者が増加」が 28.2％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「「最期までここで過ごしたい」と入居する

人が増加」が 36.2％でもっとも回答割合が高く、次いで「中重度の要介護の入居者が増加」が 26.0％と

なっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「特に変化はみられない」が 36.8％

でもっとも回答割合が高く、次いで「子どもその他の身寄りが遠方にいる単身の入居者が増加」が 18.3％

となっている。 

図表Ⅳ- 55 最近特に新たな入居者で目立ってきた傾向等：複数回答（Q33） 

 
  

29.3%

11.5%

12.4%

14.9%

18.5%

3.7%

20.9%

17.5%

23.2%

5.6%

6.1%

24.0%

7.8%

11.2%

20.9%

15.6%

5.9%

23.1%

26.5%

36.8%

6.9%

4.0%

33.1%

9.9%

9.2%

9.2%

21.1%

2.8%

28.2%

15.5%

12.7%

5.6%

5.6%

23.2%

15.1%

11.6%

14.2%

20.2%

3.7%

26.0%

23.7%

36.2%

5.6%

4.2%

36.8%

10.7%

14.5%

14.2%

18.3%

2.8%

15.1%

8.8%

9.1%

4.8%

6.5%

22.8%

10.1%

11.4%

12.7%

15.2%

5.1%

13.9%

15.2%

16.5%

6.3%

24.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に変化はみられない

身寄りのない人の入居が増加

元気なうちからの「早めの住替え」

をする入居者が増加

遠方に住む両親を呼び寄せて

住まわせるケースが増加

子どもその他の身寄りが遠方に

いる単身の入居者が増加

配偶者が認知症のため、別々の

居室に入居される方が増加

中重度の要介護の入居者が増加

医療ケアの必要な入居者が増加

「最期までここで過ごしたい」

と入居する人が増加

その他の人が増えてきた

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)



118 

４. サービス提供や介護、看取りの体制 

（１）医師の常駐 

「全体」では、「常駐していない」が 97.4％、「常駐している」が 1.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「常駐していない」が 97.2％、「常駐してい

る」が 1.9％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「常駐していない」

が 97.9％、「常駐している」が 0.7％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「常駐していない」が 98.4％、「常駐してい

る」が 1.2％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「常駐していない」

が 97.5％、「常駐している」が 1.4％となっている。 

図表Ⅳ- 56 医師の常駐の有無：単数回答（Q34） 

 
  

1.4%

1.9%

0.7%

1.2%

1.4%

1.3%

97.4%

97.2%

97.9%

98.4%

97.5%

88.6%

1.2%

0.9%

1.4%

0.4%

1.0%

10.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

常駐している 常駐していない 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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（２）協力医療機関の有無 

「全体」では、「あり」が 92.8％、「なし」が 6.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「あり」が 98.4％、「なし」が 1.2％となっ

ている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「あり」が 95.1％、「なし」が 3.5％と

なっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「あり」が 95.1％、「なし」が 4.7％となっ

ている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「あり」が 88.7％、「なし」が 10.1％

となっている。 

図表Ⅳ- 57 協力医療機関の有無：単数回答（Q35） 

 
  

92.8%

98.4%

95.1%

95.1%

88.7%

86.1%

6.1%

1.2%

3.5%

4.7%

10.1%

3.8%

1.1%

0.3%

1.4%

0.2%

1.2%

10.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

あり なし 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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（３）協力医療機関の標ぼう診療科目 

「全体」では、「内科」が 95.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「歯科」が 57.8％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「内科」が 97.2％でもっとも回答割合が高

く、次いで「歯科」が 71.2％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、

「内科」が 94.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「歯科」が 67.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「内科」が 96.9％でもっとも回答割合が高

く、次いで「歯科」が 58.0％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、

「内科」が 94.4％でもっとも回答割合が高く、次いで「歯科」が 50.7％となっている。 

図表Ⅳ- 58 協力医療機関の標ぼう診療科目：複数回答（Q35-2） 

 
  

95.5%

32.7%

18.5%

19.1%

16.0%

14.8%

57.8%

18.7%

2.9%

97.2%

35.4%

23.7%

27.5%

21.8%

20.3%

71.2%

19.6%

2.2%

94.8%

37.8%

17.0%

20.0%

17.0%

14.8%

67.4%

20.0%

3.7%

96.9%

31.2%

19.8%

18.1%

14.6%

12.2%

58.0%

17.7%

2.0%

94.4%

31.5%

15.5%

16.3%

14.1%

13.9%

50.7%

19.3%

3.1%

86.8%

30.9%

13.2%

10.3%

16.2%

19.1%

38.2%

14.7%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内科

外科

呼吸器科

皮膚科

泌尿器科

眼科

歯科

その他

無回答

全体(n=1672)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=316)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=135)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=541)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=612)

無回答(n=68)
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（４）協力医療機関との契約内容 

①往診 

「全体」では、「あり」が 77.3％、「なし」が 17.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「あり」が 84.2％、「なし」が 10.1％と

なっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「あり」が 70.4％、「なし」が

21.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「あり」が 85.2％、「なし」が 9.6％とな

っている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「あり」が 67.2％、「なし」が 28.3％

となっている。 

図表Ⅳ- 59 往診に関する協力医療機関との契約有無：単数回答（Q35-3①） 

 
  

77.3%

84.2%

70.4%

85.2%

67.2%

86.8%

17.5%

10.1%

21.5%

9.6%

28.3%

10.3%

5.2%

5.7%

8.1%

5.2%

4.6%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1672)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=316)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=135)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=541)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=612)

無回答(n=68)

あり なし 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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②訪問診療 

「全体」では、「あり」が 66.7％、「なし」が 22.8％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「あり」が 74.4％、「なし」が 14.2％と

なっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「あり」が 54.8％、「なし」が

28.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「あり」が 77.6％、「なし」が 11.8％と

なっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「あり」が 55.2％、「なし」が

36.8％となっている。 

図表Ⅳ- 60 訪問診療に関する協力医療機関との契約有無：単数回答（Q35-3②） 

 
  

66.7%

74.4%

54.8%

77.6%

55.2%

70.6%

22.8%

14.2%

28.9%

11.8%

36.8%

11.8%

10.5%

11.4%

16.3%

10.5%

8.0%

17.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1672)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=316)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=135)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=541)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=612)

無回答(n=68)

あり なし 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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③介護保険サービス「居宅療養管理指導」 

「全体」では、「あり」が 50.5％、「なし」が 36.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「あり」が 62.7％、「なし」が 24.7％と

なっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「なし」が 43.0％、「あり」が

34.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「あり」が 63.4％、「なし」が 24.6％と

なっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「なし」が 52.3％、「あり」が

35.9％となっている。 

図表Ⅳ- 61 介護保険サービス「居宅療養管理指導」に関する協力医療機関との契約有無：単数回答

（Q35-3③） 

 
  

50.5%

62.7%

34.1%

63.4%

35.9%

54.4%

36.1%

24.7%

43.0%

24.6%

52.3%

22.1%

13.4%

12.7%

23.0%

12.0%

11.8%

23.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1672)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=316)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=135)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=541)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=612)

無回答(n=68)

あり なし 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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④看取り医療 

「全体」では、「あり」が 53.4％、「なし」が 35.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「あり」が 76.3％、「なし」が 16.8％と

なっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「なし」が 51.1％、「あり」が

28.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「あり」が 77.6％、「なし」が 14.4％と

なっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「なし」が 61.3％、「あり」が

25.5％となっている。 

図表Ⅳ- 62 看取り医療に関する協力医療機関との契約有無：単数回答（Q35-3④） 

  

53.4%

76.3%

28.1%

77.6%

25.5%

55.9%

35.4%

16.8%

51.1%

14.4%

61.3%

25.0%

11.2%

7.0%

20.7%

7.9%

13.2%

19.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1672)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=316)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=135)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=541)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=612)

無回答(n=68)

あり なし 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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（５）入居者に対して対応している医療支援 

次に、住宅の入居者に対して対応している医療支援の状況を、「救急車の手配」、「入退院の付き添い」、

「通院介助」、「その他の医療支援」の 4つから把握したところ、以下のとおりである。 

「全体」では、「救急車の手配」が 96.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「通院介助」が 71.7％

となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「救急車の手配」が 97.5％でもっとも回答

割合が高く、次いで「通院介助」が 88.5％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績

なし」では、「救急車の手配」が 96.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「通院介助」が 85.9％とな

っている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「救急車の手配」が 97.5％でもっとも回答

割合が高く、次いで「通院介助」が 72.9％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績

なし」では、「救急車の手配」が 96.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「通院介助」が 61.6％とな

っている。 

図表Ⅳ- 63 入居者に対して対応している医療支援：複数回答（Q24） 

 
  

96.5%

64.3%

71.7%

15.7%

1.8%

97.5%

80.4%

88.5%

21.2%

0.6%

96.5%

76.8%

85.9%

14.8%

1.4%

97.5%

68.0%

72.9%

16.2%

1.1%

96.8%

52.3%

61.6%

13.6%

1.7%

82.3%

54.4%

57.0%

10.1%

13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

救急車の手配

入退院の付き添い

通院介助

その他の医療支援

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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（６）住宅内に介護職員や看護職員を配置していない曜日、時間帯の対応体制 

①住宅内に介護職員を配置していない曜日や時間帯の有無 

「全体」では、「常に配置している」が 80.0％、「配置していない曜日や時間帯がある」が 16.3％

となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「常に配置している」が 96.3％、「配置し

ていない曜日や時間帯がある」が 2.2％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績な

し」では、「常に配置している」が 92.3％、「配置していない曜日や時間帯がある」が 4.2％となって

いる。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「常に配置している」が 85.4％、「配置し

ていない曜日や時間帯がある」が 28.0％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績

なし」では、「常に配置している」が 66.5％、「配置していない曜日や時間帯がある」が 16.5％となっ

ている。 

図表Ⅳ- 64 住宅内に介護職員を配置していない曜日や時間帯の有無：単数回答（Q36(1)） 

  
※「配置していない曜日や時間帯がある」は、「ある」「一部、配置していない曜日や時間帯がある」

を合わせた割合。 
  

16.3%

2.2%

4.2%

13.0%

28.0%

16.5%

80.0%

96.3%

92.3%

85.4%

66.5%

70.9%

3.7%

1.6%

3.5%

1.6%

5.5%

12.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

配置していない曜日や時間帯がある 常に配置している 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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②入居者が介護職員に通報する方法 

「全体」では、「ナースコール」が 90.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「自動見守りシステ

ム」が 10.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「ナースコール」が 96.6％でもっとも回

答割合が高く、次いで「自動見守りシステム」が 11.8％となっている。「特定施設入居者生活介護あ

り×看取り実績なし」では、「ナースコール」が 93.0％でもっとも回答割合が高く、次いで「自動見

守りシステム」が 12.0％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「ナースコール」が 93.1％でもっとも回

答割合が高く、次いで「自動見守りシステム」が 11.2％となっている。「特定施設入居者生活介護な

し×看取り実績なし」では、「ナースコール」が 86.7％でもっとも回答割合が高く、次いで「自動見

守りシステム」「室内固定電話・入居者の携帯電話、テレビ電話システム」が 9.0％となっている。 

図表Ⅳ- 65 入居者が介護職員に通報する方法：複数回答（Q36(2)） 

 
  

90.8%

10.4%

8.8%

9.4%

2.2%

3.1%

96.6%

11.8%

10.0%

11.5%

0.6%

0.9%

93.0%

12.0%

7.7%

7.0%

2.1%

2.8%

93.1%

11.2%

7.6%

10.9%

1.9%

1.2%

86.7%

9.0%

9.0%

8.4%

3.2%

4.8%

83.5%

8.9%

13.9%

3.8%

2.5%

11.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ナースコール

自動見守りシステム

室内固定電話・入居者の携帯電話、

テレビ電話システム

その他の方法

特に設置していない

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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③住宅内に看護職員を配置していない曜日や時間帯の有無 

「全体」では、「配置していない曜日や時間帯がある」が 77.0％、「常に配置している」が 13.4％

となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「配置していない曜日や時間帯がある」

が 70.1％、「常に配置している」が 27.4％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実

績なし」では、「配置していない曜日や時間帯がある」が 68.3％、「常に配置している」が 24.6％とな

っている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「配置していない曜日や時間帯がある」

が 80.3％、「常に配置している」が 14.2％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実

績なし」では、「配置していない曜日や時間帯がある」が 80.1％、「常に配置している」が 4.5％とな

っている。 

図表Ⅳ- 66 住宅内に看護職員を配置していない曜日や時間帯の有無：単数回答（Q37(1)） 

 
 
※「配置していない曜日や時間帯がある」は、「ある」「一部、配置していない曜日や時間帯がある」

を合わせた割合。 
  

77.0%

70.1%

68.3%

80.3%

80.1%

69.6%

13.4%

27.4%

24.6%

14.2%

4.5%

7.6%

9.6%

2.5%

7.0%

5.4%

15.4%

22.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

配置していない曜日や時間帯がある 常に配置している 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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④介護職員が看護職に連絡する方法 

「全体」では、「業務用携帯・スマホ」が 51.2％でもっとも回答割合が高く、次いで「職員の私用

携帯・スマホ」が 34.5％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「業務用携帯・スマホ」が 73.8％でもっ

とも回答割合が高く、次いで「職員の私用携帯・スマホ」が 32.7％となっている。「特定施設入居者

生活介護あり×看取り実績なし」では、「業務用携帯・スマホ」が 53.5％でもっとも回答割合が高く、

次いで「職員の私用携帯・スマホ」が 42.3％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「業務用携帯・スマホ」が 57.6％でもっ

とも回答割合が高く、次いで「職員の私用携帯・スマホ」が 37.6％となっている。「特定施設入居者

生活介護なし×看取り実績なし」では、「業務用携帯・スマホ」が 35.7％でもっとも回答割合が高く、

次いで「無回答」が 35.2％となっている。 

図表Ⅳ- 67 介護職員が看護職に連絡する方法：複数回答（Q37(2)） 

 
  

51.2%

34.5%

3.1%

11.0%

20.7%

73.8%

32.7%

2.2%

12.5%

4.0%

53.5%

42.3%

3.5%

11.3%

7.7%

57.6%

37.6%

4.2%

12.7%

14.1%

35.7%

32.0%

2.6%

9.4%

35.2%

44.3%

27.8%

2.5%

7.6%

32.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

業務用携帯・スマホ

職員の私用携帯・スマホ

ファックス

その他の方法

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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（７）生活相談への対応体制 

①入居者ごとの生活相談担当者の配置の有無 

「全体」では、「入居者ごとの担当は決めていない」が 77.6％、「入居者ごとの担当を決めている」

が 17.0％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「入居者ごとの担当は決めていない」が

62.0％、「入居者ごとの担当を決めている」が 33.3％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×

看取り実績なし」では、「入居者ごとの担当は決めていない」が 68.3％、「入居者ごとの担当を決めて

いる」が 25.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「入居者ごとの担当は決めていない」が

81.4％、「入居者ごとの担当を決めている」が 15.8％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×

看取り実績なし」では、「入居者ごとの担当は決めていない」が 84.5％、「入居者ごとの担当を決めて

いる」が 9.1％となっている。 

図表Ⅳ- 68 入居者ごとの生活相談担当者の配置の有無：単数回答（Q38(1)） 

 
  

17.0%

33.3%

25.4%

15.8%

9.1%

12.7%

77.6%

62.0%

68.3%

81.4%

84.5%

69.6%

5.4%

4.7%

6.3%

2.8%

6.4%

17.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

入居者ごとの担当を決めている 入居者ごとの担当は決めていない 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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②生活相談担当職員の保有資格 

「全体」では、「介護福祉士」が 66.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「その他」が 27.3％と

なっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「介護福祉士」が 71.3％でもっとも回答

割合が高く、次いで「その他」が 31.2％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績

なし」では、「介護福祉士」が 69.7％でもっとも回答割合が高く、次いで「その他」が 25.4％となっ

ている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「介護福祉士」が 67.1％でもっとも回答

割合が高く、次いで「その他」が 23.0％となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績

なし」では、「介護福祉士」が 64.1％でもっとも回答割合が高く、次いで「その他」が 30.6％となっ

ている。 

図表Ⅳ- 69 生活相談担当職員の保有資格：複数回答（Q38(2)） 

 
  

13.9%

66.9%

1.1%

16.1%

0.3%

1.4%

27.3%

9.6%

22.7%

71.3%

1.9%

8.1%

0.0%

0.6%

31.2%

4.0%

22.5%

69.7%

0.7%

14.1%

0.0%

2.8%

25.4%

7.0%

13.9%

67.1%

1.1%

22.5%

0.4%

1.2%

23.0%

8.4%

8.4%

64.1%

0.7%

15.1%

0.4%

1.3%

30.6%

12.6%

10.1%

65.8%

2.5%

15.2%

1.3%

3.8%

16.5%

19.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社会福祉士

介護福祉士

精神保健福祉士

看護師、准看護師

保健師

栄養士

その他

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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（８）単身の入居者の看取り期の医療や介護の意思を確認する方法 

「全体」では、「入居後、判断能力のある時期に意思を確認しておく」が 45.4％でもっとも回答割合

が高く、次いで「入居にあたって意思を確認しておく」が 45.0％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「入居にあたって意思を確認しておく」が

64.2％でもっとも回答割合が高く、次いで「入居後、判断能力のある時期に意思を確認しておく」が

53.9％となっている。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「入居にあたって意思を

確認しておく」が 46.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「入居後、判断能力のある時期に意思を確

認しておく」が 33.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「入居後、判断能力のある時期に意思を確認

しておく」が 56.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「入居にあたって意思を確認しておく」が 53.3％

となっている。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「無回答」が 35.1％でもっとも

回答割合が高く、次いで「無回答」が 35.1％となっている。 

図表Ⅳ- 70 単身入居者の看取り期の医療や介護の意思を確認する方法：複数回答（Q41） 

 
  

45.0%

45.4%

14.6%

21.5%

64.2%

53.9%

20.9%

7.2%

46.5%

33.1%

15.5%

27.5%

53.3%

56.9%

14.6%

9.7%

30.4%

35.1%

12.3%

35.1%

32.9%

39.2%

7.6%

35.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入居にあたって意思を確認しておく

入居後、判断能力のある時期に意思を確認しておく

その他の方法

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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（９）入居者の看取り期における対応状況 

①対応内容や手順に関する具体的な取り決めの有無 

「全体」では、「対応内容に関する具体的な取り決めはない」が 48.1％、「対応内容について具体的

な取り決めがある」が 39.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「対応内容について具体的な取り決めが

ある」が 69.5％、「対応内容に関する具体的な取り決めはない」が 25.9％となっている。「特定施設入

居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「対応内容に関する具体的な取り決めはない」が 49.3％、

「対応内容について具体的な取り決めがある」が 31.7％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「対応内容について具体的な取り決めが

ある」が 52.9％、「対応内容に関する具体的な取り決めはない」が 43.9％となっている。「特定施設入

居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「対応内容に関する具体的な取り決めはない」が 63.5％、

「対応内容について具体的な取り決めがある」が 17.0％となっている。 

図表Ⅳ- 71 看取り期における、対応内容や手順に関する具体的な取り決めの有無：単数回答

（Q40(1)） 

 
  

39.9%

69.5%

31.7%

52.9%

17.0%

40.5%

48.1%

25.9%

49.3%

43.9%

63.5%

32.9%

12.0%

4.7%

19.0%

3.2%

19.6%

26.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

連携医療機関による訪問看護の実施など、対応内容について具体的な取り決めがある

対応内容に関する具体的な取り決めはない

無回答

 Q8×

Q19(1) 
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②体調急変等緊急時の医師の対応（往診） 

「全体」では、「積極的に対応してくれている」が 60.1％でもっとも回答割合が高く、次いで「ど

ちらともいえない」が 18.8％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「積極的に対応してくれている」が 72.3％

でもっとも回答割合が高く、次いで「どちらともいえない」が 19.0％となっている。「特定施設入居

者生活介護あり×看取り実績なし」では、「積極的に対応してくれている」が 42.3％でもっとも回答

割合が高く、次いで「どちらともいえない」が 28.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「積極的に対応してくれている」が 79.1％

でもっとも回答割合が高く、次いで「どちらともいえない」が 14.4％となっている。「特定施設入居

者生活介護なし×看取り実績なし」では、「積極的に対応してくれている」が 42.0％でもっとも回答

割合が高く、次いで「無回答」が 20.6％となっている。 

図表Ⅳ- 72 看取り期における、体調急変等緊急時の医師の対応（往診）：単数回答（Q40(2)） 

 
  

60.1%

72.3%

42.3%

79.1%

42.0%

64.6%

18.8%

19.0%

28.9%

14.4%

20.6%

15.2%

3.3%

3.1%

5.6%

2.8%

3.5%

2.5%

2.9%

0.0%

3.5%

1.1%

5.8%

1.3%

4.3%

3.7%

2.8%

1.4%

7.5%

2.5%

10.5%

1.9%

16.9%

1.2%

20.6%

13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

積極的に対応してくれている どちらともいえない 消極的である

よくわからない、把握していない その他 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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③医師の訪問診療の対応 

「全体」では、「積極的に対応してくれている」が 59.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「ど

ちらともいえない」が 17.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「積極的に対応してくれている」が 72.0％

でもっとも回答割合が高く、次いで「どちらともいえない」が 18.1％となっている。「特定施設入居

者生活介護あり×看取り実績なし」では、「積極的に対応してくれている」が 43.7％でもっとも回答

割合が高く、次いで「どちらともいえない」が 21.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「積極的に対応してくれている」が 81.7％

でもっとも回答割合が高く、次いで「どちらともいえない」が 12.5％となっている。「特定施設入居

者生活介護なし×看取り実績なし」では、「積極的に対応してくれている」が 39.3％でもっとも回答

割合が高く、次いで「無回答」が 22.6％となっている。 

図表Ⅳ- 73 看取り期における、医師の訪問診療の対応：単数回答（Q40(3)） 

 
  

59.9%

72.0%

43.7%

81.7%

39.3%

63.3%

17.1%

18.1%

21.1%

12.5%

19.7%

16.5%

3.5%

3.1%

7.0%

2.1%

4.1%

3.8%

2.9%

0.0%

2.8%

0.9%

6.2%

1.3%

4.4%

3.4%

7.0%

0.5%

8.1%

0.0%

12.1%

3.4%

18.3%

2.3%

22.6%

15.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

積極的に対応してくれている どちらともいえない 消極的である

よくわからない、把握していない その他 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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④看護職（訪問看護師等を含む）の対応 

「全体」では、「積極的に対応してくれている」が 66.0％でもっとも回答割合が高く、次いで「無

回答」が 12.7％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「積極的に対応してくれている」が 81.6％

でもっとも回答割合が高く、次いで「どちらともいえない」が 11.5％となっている。「特定施設入居

者生活介護あり×看取り実績なし」では、「積極的に対応してくれている」が 53.5％でもっとも回答

割合が高く、次いで「無回答」が 20.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「積極的に対応してくれている」が 86.6％

でもっとも回答割合が高く、次いで「どちらともいえない」が 8.6％となっている。「特定施設入居者

生活介護なし×看取り実績なし」では、「積極的に対応してくれている」が 44.3％でもっとも回答割

合が高く、次いで「無回答」が 23.6％となっている。 

図表Ⅳ- 74 看取り期における、看護職の対応：単数回答（Q40(4)） 

 
  

66.0%

81.6%

53.5%

86.6%

44.3%

64.6%

12.4%

11.5%

14.8%

8.6%

15.5%

12.7%

1.7%

1.2%

2.8%

0.7%

2.5%

2.5%

3.0%

0.0%

2.8%

0.9%

6.2%

2.5%

4.2%

2.2%

5.6%

1.2%

7.8%

0.0%

12.7%

3.4%

20.4%

1.9%

23.6%

17.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

積極的に対応してくれている どちらともいえない 消極的である

よくわからない、把握していない その他 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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⑤介護職の対応 

「全体」では、「積極的に対応してくれている」が 68.1％でもっとも回答割合が高く、次いで「無

回答」が 11.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「積極的に対応してくれている」が 82.6％

でもっとも回答割合が高く、次いで「どちらともいえない」が 12.1％となっている。「特定施設入居

者生活介護あり×看取り実績なし」では、「積極的に対応してくれている」が 52.8％でもっとも回答

割合が高く、次いで「無回答」が 18.3％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「積極的に対応してくれている」が 86.3％

でもっとも回答割合が高く、次いで「どちらともいえない」が 9.0％となっている。「特定施設入居者

生活介護なし×看取り実績なし」では、「積極的に対応してくれている」が 49.4％でもっとも回答割

合が高く、次いで「無回答」が 23.0％となっている。 

図表Ⅳ- 75 看取り期における、介護職の対応：単数回答（Q40(5)） 
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82.6%

52.8%

86.3%

49.4%

68.4%

11.6%

12.1%

13.4%

9.0%

12.9%

13.9%

2.6%

1.9%

9.2%

1.8%

2.5%

0.0%

2.6%

0.3%

2.1%

0.5%

5.7%

1.3%

3.2%

0.9%

4.2%
0.7%

6.5%

0.0%

11.9%

2.2%

18.3%

1.8%

23.0%

16.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

積極的に対応してくれている どちらともいえない 消極的である

よくわからない、把握していない その他 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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⑥医療、看護、介護等多職種間の連携や協力状況 

「全体」では、「連携できている」が 45.8％でもっとも回答割合が高く、次いで「たいへんよく連

携できている」が 17.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「連携できている」が 62.3％でもっとも

回答割合が高く、次いで「たいへんよく連携できている」が 24.0％となっている。「特定施設入居者

生活介護あり×看取り実績なし」では、「連携できている」が 33.8％でもっとも回答割合が高く、次

いで「無回答」が 19.7％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「連携できている」が 63.3％でもっとも

回答割合が高く、次いで「たいへんよく連携できている」が 25.8％となっている。「特定施設入居者

生活介護なし×看取り実績なし」では、「連携できている」が 26.5％でもっとも回答割合が高く、次

いで「無回答」が 24.1％となっている。 

図表Ⅳ- 76 看取り期における、医療、看護、介護等多職種間の連携や協力状況：単数回答

（Q40(6)） 

 
 
なお、「看取り期の入居者に対する医療や介護に関する連携や協力で課題」では、以下の具体的な内

容が指摘されている。 
また、評価できる点、課題である点双方に共通して、「医師や看護師が常駐でないこと」に対する住

まい事業者の看取り対応を進める上での不安・懸念があることも広く指摘されていることを記してお

く。 
 

◎評価できる住宅での実施状況 
 医師、看護師、介護職、ケアマネジャー、入居者本人、身元保証人、サービス事業者間の意思

が明確で連携を取りやすい。お互いの質疑応答、コミュニケーションが円滑に行われている。 
 自施設の看護師が中心となって、医師や介護職員に対して緊密に指示を出し対処している。 
 看取りまでの過程が明示され家族を含めて、情報が共有されている。多職種で看取りカンファ

レンスを実施し、看取り後は多職種協働で評価し次回の看取りカンファレンスに繋げている。

チームケア。 

17.4%

24.0%

9.9%

25.8%

9.0%

16.5%

45.8%

62.3%

33.8%

63.3%

26.5%

43.0%

11.5%

10.0%

18.3%

7.4%

14.8%

7.6%

2.2%

1.6%

3.5%

1.2%

3.0%

2.5%

0.8%

0.3%

3.5%

0.0%

1.2%

0.0%

5.1%

0.3%

6.3%

0.7%

10.9%

3.8%

4.8%

0.3%

4.9%

0.2%

10.6%

5.1%

12.4%

1.2%

19.7%

1.4%

24.1%

21.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

たいへんよく連携できている 連携できている どちらともいえない

あまりよく連携できていない 全く連携できていない わからない

その他 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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 経過をおって都度、入居者本人、家族の意向を確認できている。 
 看取り期に入られたら、医師、看護師の指示のもと介護職はケアを行い、入居者のわずかな体

調変化も見落とさずに、医師、訪問看護に報告できている。 
 医師が施設内に居住し看護師が 24 時間配置している。施設内に定期巡回・随時対応型訪問介護

看護。 
 

 
◎連携、協力に関する具体的な課題状況 
 
◆医師と看護師、当施設、家族間の報告と指示面の連携・共有が十分でない。 
 医師⇄看護師⇄施設の迅速な情報共有、伝達が難しい。医師や看護師に連絡するタイミング、状

況判断が難しい。 
 医師と看護師、介護士間で、個々の「看取り期」の入居者に対する具体的な方針（連携方針も

含め）が不統一/温度差がある。看取り介護に入るタイミングについて、職種間の考えが一致し

ない。 
 （指示命令する視点に立って）タテ関係で連携してくる職種がある。 
 酸素や点滴等でホーム側と専門職間で意見が分かれる場合がある。(例)医師自身の判断で、酸素

を開始する場合。 
 入居者の家族と医師間の意思統一が困難。 
 介護職のスキルが不足しているため看護師中心になり、介護職の関わりが少なくなってしま

う。 
 入居者の主治医によっては、住宅事業者からの情報や提案を受け入れてくれない。 
 訪問看護と医療機関との連携において、住宅事業者に対するフィードバックが少ないことか

ら、入居者に対する必要な対応が分かりにくい。 
 
◆医師に関する課題 
 看護師経由でしか連絡が取れない、責任感が十ならず。診療所とうまく連携がとれなくなっ

た。 
 往診医を引き受けてくれる近隣医が不足。遠方であるため即時対応が難しい。 
 医師が ACP を理解していない。 
 主治医に連絡しても「救急搬送してください」の指示がある。 
 
◆看護職に関する課題 
 看護職のスキルが不足。 
 すぐ救急車を呼ぼうとする。 
 医師に指示を受けない看護師独自の介護職に対する指示。（介護職が納得いかないもの） 
 施設に看護職がいない。（配置していない） 
 訪問看護間で、緊急時対応度合いに格差がある。 
 
◆介護職に関する課題 
 「看取りは医療職の仕事。」自分の仕事ではない」意識がある。不安感。  
 
◆家族に関する課題 
 事前に「ホームで看取り」と家族と同意していても、いざという事態には救急車を呼ぶことを

希望する家族がいる。 
 
◆自治体の課題 
 入居者の看取りに関して地元自治体に相談したいことがあっても、自治体サイドに看取りの視

点がないため相談できない。 
 
◆制度の課題 
 ターミナル時期においては、看護師が医師の指示のもと住宅の入居者に対して点滴等は実施で

きるような制度にしてほしい。 
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５. 自治体との接点 

（１）入居者の対応に苦慮したことや市町村等への相談有無・相談内容（最近 3年間（2016

年 1月～2018年 12月）の実績） 

「全体」では、「入居後の専門医への相談や受診勧奨、誘導」が 18.0％、「入居契約にあたっての課題

対応」が 17.1％となっている。 

図表Ⅳ- 77 入居者の対応に苦慮したことや市町村等への相談内容：複数回答（Q42） 
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14.6%

14.6%
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4.7%
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5.3%

11.5%

45.2%

18.3%

11.3%

13.4%

13.4%
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6.3%

2.1%

2.1%

5.6%
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0.0%
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17.8%
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1.4%

3.7%

6.0%
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18.1%

10.6%

5.5%

4.6%

1.2%
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4.6%
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4.6%

0.6%

3.6%

4.1%

6.2%

54.9%

13.9%

11.4%

12.7%

12.7%

1.3%

6.3%

2.5%

1.3%

7.6%

0.0%

6.3%

1.3%

3.8%

7.6%

5.1%

59.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入居契約にあたっての課題対応

入居者の受傷や疾病時の

医療ケア処置上の同意

入居後の専門医への

相談や受診勧奨、誘導

成年後見制度や日常生活支援制度など

の利用の勧奨、誘導

自動車運転免許返上勧奨

金融機関預貯金口座管理

担当生活サポーター等への各種

相談助言の結果の責任に関連して

介護保険サービス受給時の代理機能

の確保に関する本人の同意

途中退去、住み替え、居室の変更時の

本人同意が得られない場合の対応

入居者を外部の悪質業者等による

被害から擁護するサービス実施

延命治療拒否や在宅看取り希望の遂行上の課題

エンディングノートや遺言等の本人意思の

尊重に関する事業者の可能な対応範囲

遺留品処分、埋葬や葬儀等対応などに

関して対応に困っていること

入居後身寄りが亡くなった場合の対応について

そのほかの対応課題

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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（２）最終段階まで安心して住み続けられる住まいづくり推進に関する、地元市区町村と

の接点（最近 3年間（2016年 1月～2018年 12月）の実績） 

 

「全体」では、「特にない」が 77.2％でもっとも回答割合が高くなっている。「特にない」以外の選択

肢では、「認知症のケア体制の充実に関して」が 4.5％となっている。 

 

図表Ⅳ- 78 最終段階まで安心して住み続けられる住まいづくり推進に関する 

地元の市区町村との接点：複数回答（Q44） 
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10.9%

79.6%

2.3%

1.7%

3.8%

1.4%

1.0%

13.0%

64.6%

3.8%

0.0%

1.3%

5.1%

2.5%

24.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特にない

夜間の職員配置体制に関して

看取り体制の充実に関して

認知症のケア体制の充実に関して

医療的処置の必要な入居者への対応体制について

その他

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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（３）特に単身高齢者に対する対応として、地元の市区町村から期待されていること 

 

「全体」では、「特にない」が 73.6％、「無回答」が 13.7％となっている。「特にない」以外の選択肢

では、「認知症のケア体制の充実に関して」が 5.9％となっている。 

 

図表Ⅳ- 79 特に単身高齢者に対する対応として、地元の市区町村から期待されていること：複数回

答（Q45） 

 
  

73.6%

3.1%

5.5%

5.9%

5.8%

1.3%

13.7%

76.9%

2.8%

5.9%

7.5%

6.9%

1.2%

9.7%

80.3%

0.7%

0.7%

2.8%

2.8%

0.7%

14.1%

70.8%

3.3%

9.8%

7.4%

8.3%

1.4%

13.0%

74.6%

3.3%

2.6%

4.2%

3.9%

1.2%

14.3%

58.2%

3.8%

6.3%

8.9%

6.3%

2.5%

27.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特にない

夜間の職員配置体制に関して

看取り体制の充実に関して

認知症のケア体制の充実に関して

医療的処置の必要な

入居者への対応体制について

その他

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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６. 単身の入居者の生活全般、介護や医療、看護に対する住宅側の取り組みや対応で、苦

慮した事例（自由記述） 

 特に単身の入居者に対して、入居から人生の最終段階まで、取り組んでいることで苦労されている

事例を伺ったところ、以下の図表Ⅳ- 80に示すように、住宅のタイプ別に代表的な事例を抽出するこ

とができた。（なお、個々の記述は回答いただいた個々の回答事例内容のうち類似する事例内容を集約

したうえで記載しており、３つの住宅類型間の指摘度数の比較はできない。） 
 特にサービス付き高齢者向け住宅では生活保護受給者の入居者の看取りや看取り後に関する行政担

当課職員との連携協力した対応事例があることが分かる。 
 
回答内容は、住宅運営会社の担当職員が多様な入居者の人生の最終段階までの生活支援に関与して

支援していることが伺われる内容となっている。一方で、支援に際した苦慮も散見され、特に看取り

期や看取り後の対応に関しては、遺留品処理にとどまらず、入居者の死亡後の相続その他、家族間の

コンフリクト発想とその調整等に関しても、住宅運営会社が関与せざるを得ない状況もうかがうこと

ができる。葬儀や埋葬等に際し、事業者が持ち出しによって費用を負担している例も報告されてお

り、住宅運営会社の適切な責任範囲や業務範囲を超えているのではないかとも思われる。 
 
また、自由記述の内容から、看取り期の体制においては、入居者の異変・急変に気付いた介護職員

等が行うファーストコール先（ケアマネジャー、看護職か、医師かなど）を決めておくことが重要だ

という点が抽出できる。回答では、代表的には、ファーストコール先を事前に決めておかなったこと

による戸惑いを感じながら通報連絡先に連絡している事例があった。 
この事例からは、入居者の最終段階・看取り期において、看取り対応カンファレンスを開催し、医

師、看護師、介護職、ケアマネジャー、住宅管理者や生活相談員等担当職が参加することがまず重要

であることを確認できる。さらに、看取り対応カンファレンスでは、医師から、介護職をはじめとす

る担当職員に対して、入居者の急変・異変の把握方法や緊急度判断する方法について教授・教示があ

ること、また、入居者の異変・急変を把握した際のファーストコール先がどこかをチームメンバー全

員で確認し徹底することが重要であることが示唆される。 
もちろん、異変を早期発見した担当介護職や生活相談スタッフは的確に異変の状態を把握し、ファ

ーストコール先の医療職等に的確に報告するためには、そのための専門知識を習得していることが前

提となる。 
 
他に、医師・病院等が高齢者向け集合住宅の職員に対して、入居者の症状等の詳しい情報を共有し

ないまま、ただただ入居者の家族等へ情報連絡を行うように指示や要請を行うというケースがあり、

それに対する住宅運営事業者の改善要望もみられる。個人情報保護の視点には留意が必要ではある

が、看取り過程における担当者間の情報共有のあり方について、課題を提起していると言えよう。 
 

図表Ⅳ- 80 単身の入居者の生活全般、介護や医療、看護に対する住宅側の取り組みや対応で苦慮し

た事例：自由記入回答（Q43） 

 

 

有料老人ホーム届け出のみ サービス付き高齢者向け住宅登録のみ 有料老人ホーム届け出かつ

サービス付き高齢者向け住

宅登録 

入居契約関連 

 

・身元保証人がいないため、他の対応

をとった 

・行政の福祉事務所、ケースワーカ

ー、自治体首長が署名 

・当施設長（管理者）：手術や検査

の同意書に署名、手術立ち合い・支

払い義務発生 

 ・知人 

・入居後にも身元保証人が辞退され後

任決まらず 

・自治体、地域包括支援センターが積

極的に相談に応じてくれない 

・身元引き受けはなるが、身元保証人に

はなれないという親族しかいない 

・身元保証人がいない。生活保護受給者

の場合、行政と相談。 

・身元保証人が高齢等のため辞退。 

・ケースワーカーに後見人をつけるよ

う要望 

・ケアマネジャーが動いて後見人を決

定 

 

・認知症のため契約書に署

名できず 

・入院準備、病院での検査、

入院承諾等緊急連絡先とな

っている人が高齢等のため

対応できず、全てホーム側

が対応 

・入居時に身元保証人がい

ない場合、後見人をつけて

いただく（入院時の対応、死

亡後の対応のため） 

 

入居後の医療処

置同意関連 

 

・身元保証人や後見人がいても、連絡取

れずなどで機能せず。手術同意得られ

ず。 

・手術が必要な際、本人も、ケアマネも

キーパーソンの友人も決断できず 

・医師より、検査、手術等の

同意書署名を求められ、職

員が署名 
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有料老人ホーム届け出のみ サービス付き高齢者向け住宅登録のみ 有料老人ホーム届け出かつ

サービス付き高齢者向け住

宅登録 

・成年後見人はいるが医療処置の同意は

できないから、疎遠の親族に連絡するが  

入居者と考えが異なる 

・入居者と身元引受人で意見が異なりホ

ーム側の対応が進まない（特に入居者の

認知症が進行した場合） 

・保証人は遠方なため、入

院時に駆け付けるまで、付

き添い職員が待機  

 

入居者の認知症

発症関連 

・家族、キーパーソンに専門医受診の勧

奨をどのタイミングでするかについて

理解得られない 

・ケアマネジャーに BPSD状況を相談し、

家族と協力して専任医につなげた 

・地域包括支援センターと認知の疑い

のある入居者について相談（デイの利用

や訪問介護の利用） 

・本人の受診同意を得られない 

・受診勧奨をだれとしたらいいのか不

明 

・キーパーソンの家族が納得せず 

・家族が入居者の状態変化を理解せず、

医師や介護職員の対応の不手際がある

と強弁する 

・ケアマネジャー、主治医

から説明し専門医受診に至

る 

・ホームから外出しようと

する入居者に関しては、近

隣の方等の見守り等の協力

を依頼した  

 

成年後見制度の

利用関連 

・認知症の進行により、ケアマネジャー

に相談、後見人制度を勧めている 

・本人に成年後見人の選任を勧めるが理

解がなかなかできない 

・金銭管理をしていた家族が障害者にな

って困難になり。関係機関と連携して運

営会社としては後見人制度の利用を考

えている 

・市に後見人制度の相談をしているが生

活保護受給者で財産もないので話が進

まず 

・家族が成年後見人の利用を真剣に考

えない 

・成年後見人制度の守備範囲とホーム

のアプローチ範囲、身元保証人との関係

性が不明 

・地域包括支援センターに相談し成年

後見人の利用申請できるよう支援 

・遠方の娘と近くの親族の意見が違い

利用申請に進まず 

・実の娘（遠方）と入居後世話されてい

る方との財産について問題が発生 

・遠方の非協力的な家族と雑費支払い

などで調整が必要になっている 

・連帯保証人が入院の保証

人になることを拒否 

・任意後見から法定後見に

切り替えたいが入居者本人

の同意を得にくい 

 

自動車運転免許

返上関連 

・ホームの説得になかなか理解を得られ

ない 

・運転をやめることを本人が納得しな

い、ケアマネジャーも積極的に動いてく

れない 

・入居者の自覚がなく事故

を繰り返している 

金融機関口座管

理関連 

・入居者から施設に管理してほしいと要

望がある 

  

入居者に対する

各種相談助言関

連 

 ・ホームの助言に関して、入居者、ご家

族と考え方が違う場合の調整 

 

介護保険サービ

ス受給の代理機

能の確保関連 

・必要なときに身寄りの家族との連絡が

取りにくい 

・本人の意思確認ができない場合があ

るため、ホーム運営法人、市と相談しな

がら同意の確認方法を探している 

 

途中退去等の本

人同意関連 

・要介護度が改善し退去する必要があっ

ても家族が消極的。ケアマネジャーや市

町村と相談 

・一切の自費有料サービス利用を拒否 

・介護認定も受けるよう勧めても受け

ず 

・住み替えを提案したが意向無し。保証

人連絡先も勝手に書き換え。弁護士に間

に入ってもらった 

・居室がごみだらけ、財産

も底をつき、利用料支払い

が滞り、後見人の管理も拒

否 

 

外部の消費者被

害からの保護関

連 

 ・入居者の知り合いが土地財産を狙い

連絡をしてくる。遠方の姉も認知症。甥

に関与してもらい解決 

・警察に通報し解決 

・生活保護受給者に多額の借金支払い

通知が来る。行政の生活保護課に対応を

相談 

 

延命治療や在宅

看取り関連 

U・主治医の医師はホーム側に症状などを

伝えないまま、ホームに対して「家族に

連絡して」と指示を出すが、 ホーム側

は入居者の症状を理解してから家族に

連絡をすべき 

U・看取り希望の入居者が急変したときの

救急車対応をすべきか、判断が難しいこ

とがある 

U・主治医と家族の調整等（看取りか救急

車か） 

U・入居者はホームでの看取りを希望して

いたが、直前に、なんとかしてほしいと

の家族の要望があった 

・入居時点での相談内容と入居後、変更

があっても、入居者の意思決定能力が低

下していて本人の意思が確認しにくい 

U・看取り状態になっている

が、親族がいない、または、

親族が同意しようとしない 

エンディングノ

ートや遺言等本

 ・亡くなったのちに、家族間の争いで裁

判所から金銭の流れの問い合わせがあ
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有料老人ホーム届け出のみ サービス付き高齢者向け住宅登録のみ 有料老人ホーム届け出かつ

サービス付き高齢者向け住

宅登録 

人意思尊重 る 

・遺言状作成時の入居者の認知状態に

ついて双方から協力要請がある 

・公正証書の作成がいつなのか問い合

わせがくる 

遺留品等の処分 ・遺留品の処分について市町村に確認し

ても明確な回答がない 

・遺留品の処分に資金不足になり事業所

側が負担して処分 

・遺留品を業者が引き取ってくれず処分

に困った 

・無戸籍の路上生活者であったため、遺

体の引き取り先に苦慮した。 

・身寄りのない入居者の場合葬儀や遺留

品処分をホームがしてよいのか、費用は

どうするのか等わからないことが多く

ある 

・親族が遺留品の受け取りを拒否。行政

の保護課に預かり処分をお願いした 

・遺族が葬儀の手配や遺留品の処分を

しないので施設側がすべて行った 

・生活保護を受けていた単身の入居者

が死亡された際、市の職員と連携して対

応する予定だったが機能せず、ホームが

遺体安置や火葬全て連絡し対応を行っ

た 

 

入居後の身寄り

の死亡対応その

他 

・身元保証人が死亡したため市役所に相

談し市町村申し立てにより法定後見人

を選んだが選任まで期間を要した 

・身寄りの配偶者が死亡し、その借金支

払い関係の手続きを身体不自由の入居

者に代わってホームが手続きを実施 

・キーパーソンが亡くなったため、後見

人の選任のお手伝いをしていたところ、

他の親族とホーム側がトラブルになっ

た 

  

その他 ・入居者が任意後見人にどの範囲を依頼

していたのかホームは情報提供しても

らっていないので、入居者が死亡後にど

こまでその後見人にお願いしていいの

かわからなかった 

・子どもの配偶者が入居者の年金を管

理し、支払い滞り、入居者にもお小遣い

を渡さず、金銭的な虐待ではないかと市

に相談 

・入院退去し、病院で死去。

口座が凍結されたため、利

用料が未回収のまま 
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７. 今後の課題や対応予定 

（１）単身の入居者に関する今後の対応予定 

①中重度要介護期の入居者への継続居住希望への対応 

「全体」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 52.4％でもっとも回答割合が高く、次いで「こ

れから方針を検討したい」が 16.7％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 69.2％

でもっとも回答割合が高く、次いで「これから方針を検討したい」が 13.1％となっている。「特定施

設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 49.3％でもっと

も回答割合が高く、次いで「これから方針を検討したい」が 21.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 65.7％

でもっとも回答割合が高く、次いで「これから方針を検討したい」が 14.4％となっている。「特定施

設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 35.4％でもっと

も回答割合が高く、次いで「今後当面は予定していない」が 23.5％となっている。 

図表Ⅳ- 81 中重度要介護期の単身入居者の継続居住希望への対応予定：単数回答（Q46(1)） 

 
  

52.4%

69.2%

49.3%

65.7%

35.4%

43.0%

10.0%

8.1%

7.0%

10.4%

11.4%

7.6%

12.3%

4.0%

10.6%

3.7%

23.5%

12.7%

16.7%

13.1%

21.1%

14.4%

19.4%

15.2%

8.7%

5.6%

12.0%

5.8%

10.3%

21.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

現在すでに体制を構築し対応 今後予定している 今後当面は予定していない

これから方針を検討したい 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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②中重度の認知症の入居者の継続居住希望への対応 

「全体」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 47.0％でもっとも回答割合が高く、次いで「こ

れから方針を検討したい」が 18.4％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 65.4％

でもっとも回答割合が高く、次いで「これから方針を検討したい」が 13.4％となっている。「特定施

設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 44.4％でもっと

も回答割合が高く、次いで「これから方針を検討したい」が 21.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 58.2％

でもっとも回答割合が高く、次いで「これから方針を検討したい」が 17.8％となっている。「特定施

設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 30.6％でもっと

も回答割合が高く、次いで「今後当面は予定していない」が 25.9％となっている。 

図表Ⅳ- 82 中重度の認知症の単身入居者の継続居住希望への対応予定：単数回答（Q46(2)） 

 
  

47.0%

65.4%

44.4%

58.2%

30.6%

39.2%

10.5%

8.7%

8.5%

10.4%

11.9%

10.1%

15.0%

6.9%

12.0%

7.6%

25.9%

11.4%

18.4%

13.4%

21.1%

17.8%

20.7%

19.0%

9.1%

5.6%

14.1%

6.2%

10.9%

20.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

現在すでに体制を構築し対応 今後予定している 今後当面は予定していない

これから方針を検討したい 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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③最期まで継続居住希望への対応 

「全体」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 46.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「今

後当面は予定していない」が 16.9％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 70.7％

でもっとも回答割合が高く、次いで「これから方針を検討したい」が 10.6％となっている。「特定施

設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 26.8％でもっと

も回答割合が高く、次いで「これから方針を検討したい」が 23.2％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「現在すでに体制を構築し対応」が 70.1％

でもっとも回答割合が高く、次いで「これから方針を検討したい」が 12.8％となっている。「特定施

設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「今後当面は予定していない」が 34.1％でもっとも

回答割合が高く、次いで「これから方針を検討したい」が 21.9％となっている。 

図表Ⅳ- 83 最期まで継続居住を希望する単身入居者への対応予定：単数回答（Q46(3)） 

 
  

46.6%

70.7%

26.8%

70.1%

20.0%

48.1%

10.6%

9.7%

14.8%

7.0%

13.5%

7.6%

16.9%

3.1%

21.1%

3.5%

34.1%

12.7%

16.7%

10.6%

23.2%

12.8%

21.9%

11.4%

9.2%

5.9%

14.1%

6.5%

10.6%

20.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)

現在すでに体制を構築し対応 今後予定している 今後当面は予定していない

これから方針を検討したい 無回答

 Q8×

Q19(1) 
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（２）単身高齢者等の入居者に対する対応体制の構築上の課題 

①中重度要介護期の入居者の継続居住希望への対応に関して 

「全体」では、「職員の教育、育成」が 43.6％でもっとも回答割合が高く、次いで「本人の意思確

認、代理人機能の構築が苦労する」が 40.0％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「本人の意思確認、代理人機能の構築が

苦労する」が 47.0％でもっとも回答割合が高く、次いで「職員の教育、育成」が 42.4％となってい

る。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「職員の教育、育成」が 46.5％でもっと

も回答割合が高く、次いで「本人の意思確認、代理人機能の構築が苦労する」が 38.7％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「職員の教育、育成」が 48.9％でもっと

も回答割合が高く、次いで「本人の意思確認、代理人機能の構築が苦労する」が 45.7％となっている。

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「職員の配置体制の構築」が 41.0％でもっ

とも回答割合が高く、次いで「職員の教育、育成」が 39.7％となっている。 

図表Ⅳ- 84 中重度要介護期の入居者の継続居住希望への対応における課題：複数回答（Q47(1)） 

  

40.0%

36.8%

43.6%

14.5%

3.1%

13.9%

12.7%

47.0%

30.5%

42.4%

10.6%

2.8%

18.4%

8.1%

38.7%

32.4%

46.5%

9.9%

4.2%

12.7%

16.2%

45.7%

36.9%

48.9%

15.5%

2.6%

12.1%

7.2%

32.9%

41.0%

39.7%

16.7%

3.6%

14.2%

17.4%

34.2%

31.6%

40.5%

13.9%

0.0%

8.9%

22.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本人の意思確認、代理人機能

の構築が苦労する

職員の配置体制の構築

職員の教育、育成

器具や設備、特別の居室の整備

その他の課題

課題は特にない

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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②中重度の認知症の入居者の継続居住希望への対応に関して 

「全体」では、「職員の教育、育成」が 43.9％でもっとも回答割合が高く、次いで「本人の意思確

認、代理人機能の構築が苦労する」が 42.3％となっている。 

「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績あり」では、「本人の意思確認、代理人機能の構築が

苦労する」が 46.4％でもっとも回答割合が高く、次いで「職員の教育、育成」が 44.9％となってい

る。「特定施設入居者生活介護あり×看取り実績なし」では、「職員の教育、育成」が 44.4％でもっと

も回答割合が高く、次いで「本人の意思確認、代理人機能の構築が苦労する」が 40.1％となっている。 

「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績あり」では、「本人の意思確認、代理人機能の構築が

苦労する」が 48.5％でもっとも回答割合が高く、次いで「職員の教育、育成」が 47.8％となってい

る。「特定施設入居者生活介護なし×看取り実績なし」では、「職員の教育、育成」が 40.3％でもっと

も回答割合が高く、次いで「職員の配置体制の構築」が 39.1％となっている。 

図表Ⅳ- 85 中重度の認知症の入居者への対応における課題：複数回答（Q47(2)） 

 
  

42.3%
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4.0%

17.1%
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40.1%

30.3%

44.4%

7.7%

5.6%

11.3%

19.0%

48.5%

34.1%

47.8%

14.1%

4.9%

11.6%

8.4%

36.5%

39.1%

40.3%

17.8%

3.6%

12.9%

18.3%

35.4%

38.0%

43.0%

7.6%

2.5%

7.6%

24.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本人の意思確認、代理人機能の

構築が苦労する

職員の配置体制の構築

職員の教育、育成

器具や設備、特別の居室の整備

その他の課題

課題は特にない

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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③最期まで（看取りまで）継続居住を希望する入居者への対応に関して 

「全体」では、「職員の看取りケアに関する教育、育成」が 49.5％でもっとも回答割合が高く、次

いで「本人の意思確認、代理人機能の構築」が 45.9％となっている。 

 

図表Ⅳ- 86 最期まで継続居住を希望する入居者への対応における課題：複数回答（Q47(3)）（図表

Ⅱ- 6を再掲） 

  

45.9%

33.2%
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53.9%

12.1%
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18.3%
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17.1%
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12.2%

25.4%

41.8%

22.8%

48.1%

13.9%

25.3%

29.1%

15.2%

20.3%

26.6%

2.5%

6.3%

26.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本人の意思確認、

代理人機能の構築

職員の配置体制の構築

職員の看取りケアに

関する教育、育成

看取りに必要な器具や設備、

特別な居室の整備

看取りケアに対応する

医師や看護職の確保

看取りケアに対応する

介護職の確保

看取り後の各方面への

連絡や遺品、遺留品

担当職員の看取り後の

精神的なケア

看取り後の各方面への

連絡や相談引き継ぎ

その他の課題

課題は特にない

無回答

全体(n=1801)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績あり(n=321)

特定施設入居者生活介護あり

×看取り実績なし(n=142)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績あり(n=569)

特定施設入居者生活介護なし

×看取り実績なし(n=690)

無回答(n=79)
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 「課題」に関する具体的な主な記入をみると、①入居者の家族等キーパーソンに関する課題、②医師、

看護師、介護職員の確保困難なことの課題、③本人の意思確認に関する課題、④集合住宅内で入居者の

看取りに対応することの課題等の指摘があった。 
 

主な回答テーマ   具体的な回答内容主旨 
①入居者の信頼できる友人や家

族等に関する課題 
・信頼できる本人の友人や家族等が入居者の看取り期に入っ

た日々の状態を理解できず何度もケアの変更を希望する。 

②医師、看護師、介護職員の確

保、連携に関する課題 
・住宅と訪問看護ステーションと訪問診療の関係が崩れた場

合は住宅での看取りは困難。 
・容態の移り変わりに対するスタッフの対応方法、配置、必要

な知識、心労等のサポートが必須。 
・管理者以下全職員の協働（分業ではなく）対応が必須 

③本人の意思確認に関する課題 ・本人の意思確認が困難。 
・本人の意思が時期によって変動することから、家族が同席し

て一定期間ごとに確認することが必須。 
・延命治療の意向を含め終末期における治療方針等を事前に

意確認しておくことが重要。 

④住宅内で入居者の看取りに対

応することについて 
・なじみの仲間による見送りを進めることと、入居者が看取り

期であることの情報公開の両面を行うことのむずかしさ（他の

入居者に対する影響等） 

 
 なお、看取りを実施することに関して「医療系職員が不足しているから住まい内での看取り対応は

困難」「外部サービス利用型だから対応困難」等の回答も一部見られた。 
入居者は住まいの外部（地域の）居宅介護サービス（居宅療養支援指導所、訪問看護や訪問介護

等）を入居者が利用すればよいのであるから、対応する、しないは、住まいの運営事業者側の経営方

針次第ともいえるのではないか。  
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Ⅴ 事例調査結果 

１．自治体調査 

（１）Ａ県及び県内Ｂ市（中国四国地方） 

①Ａ県 

（ア）望む住まい、地域で最期まで過ごせる地域包括ケア推進 

・「高齢者保健福祉計画：第 7期介護保険事業支援計画」において、高齢者の身体状況にあわせた自

宅のバリアフリー化などの住宅改造への支援を実施している。 

・低所得者や独居などで配慮が必要な高齢者に対しては、地域の共生拠点や住民活動センター等が

提供する日常の生活支援サービスを利用しながら地域で安心して暮らし続けていけるための低

廉な家賃で入居できる高齢者向けの住まいの確保対策への支援を実施している。 

・ ＡＣＰに関しては、来年度以降、県内に協議の場（プラットフォーム）を設置予定である。これ

までも、大学医学部の医師が中心となり、医療従事者に対する現場の医療・介護従事者を対象に

事例研修が行われてきた。 

・中山間地の高齢者に対しては、訪問看護の法定の上乗せ加算に、さらに県の特別加算を行ってい

る他、ＩＣＴの整備を進め、在宅療養を推進している。 

 

（イ）一人暮らし、単独高齢者も含めて過ごせる環境づくり 

・公営住宅をはじめとする公的住宅の整備、平成 23 年に改正された「高齢者の居住の安定確保に

関する法律」に基づいたサービス付き高齢者向け住宅の登録や情報提供、民間事業者と連携し、

高断熱で、バリアフリー化された高齢者に優しい木造住宅の供給の促進などについて取組む予定

である。（第 7期介護保険事業支援計画）。 

・Ｃ市医師会が、看取りをテーマに 400人規模の市民フォーラムを開催、日本尊厳死協会支部が毎

年リビングウィルや関連したイベントを行っており、県も間接的な支援を行っている。 

 

（ウ）有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅における看取りまで過ごせる環境づくり 

・有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅における看取り、介護の在り方の視点に立った行政

計画は現在のところ策定されていない。 

・当県は、介護療養型医療施設の病床数が全国平均の 4.5倍に上っていることや、有料老人ホーム

やサービス付高齢者向け住宅の数が限定的である。そのこともあって、行政としてこれらの住ま

いにおける看取り、介護推進に対して特に取組みを行っていない。 

・当県では一人暮らし高齢者の場合、いったん病院を退院してからは転院を継続することが多い。 

 

②Ｂ市 

（ア）望む住まい、地域で最期まで過ごせる地域包括ケア推進 

【主な取組の推移】 

・平成 26年４月に市は、「ゆたかな看取り総合支援事業プロジェクト会議（平成 28年以降は、「在

宅医療・介護連携推進プロジェクト会議」）を設置。地域包括支援センターが事務局となり、委員

19名で年 3回話し合いを行っている。 

・県立病院の医師（総合診療科）と在宅医、市直営型地域包括支援センターを中心に、５年前から
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『望む人生の最後の場を選択できる社会環境づくり』に着手した。きっかけは両者の意見交換会

であった。 

・その後 26～27 年度には「看取り総合支援事業」を実施されている（事業目的：自宅や施設などの

住み慣れた生活の場で、最期まで自分らしく生きることができるように必要な体制について検討

する、目標：人生の最期を選択できるまちに）。 

・同事業では、看取りの体制を整備するための３本柱として「市民への啓発」「サービス提供機関の

体制整備」「関係機関・多職種のネットワーク」をあげ、その３本柱に沿って、在宅介護を支える

研修医を含めた病院の総合診療科医師、介護職員、訪問看護、ケアマネジャー、市介護保険係（地

域包括支援センター）を含めた在宅での看取りを支える多職種のネットワーク構築が医師を中心

に進められ、「ゆたかな看取りプロジェクト会議」の設置、メールやラインでＱ＆Ａの相談関係を

構築。顔を飲みえる関係づくり、看取り介護、医療、看護の研修会の定期的実施などを展開して

いる。 

・地域住民に対する「住み慣れた地域、住まいでの看取り」研修も５年前から実施している。 

〇市民への啓発：看取りフォーラム開催、事例集作成等 

〇サービス提供機関の体制整備：介護職員向け看取りの手引き等作成、人材育成 等 

〇関係機関・多職種のネットワーク：ケアカフェ開催、多職種参加型研修会開催 等 

 

【在宅生活の限界点、人生の最終段階の生活の場の選択について】 

・当地域の実態としては、在宅限界点は要介護１までと考えている。在宅では、要介護１までは、

複数の介護サービス事業所（通所介護の利用と組み合わせて）の利用を併用してなんとか、在宅

介護生活継続を支援している。 

・要介護２以降になると認知症を発症することが多いために、ケアハウス、特養、養護に入所する。

さほど待機期間もなく入所できるのが実態である。 

・当地域で現在維持している「在宅限界点は要介護１」を、今後いつまで確保できるかについては、

行政計画上示すことが難しい状況である。 

・地域においては人生の最終段階での生活の場の選択は大別すると「病院」「施設」「住み慣れた自

宅」の３択である。「施設」等に、有料老人ホームとサービス付高齢者向け住宅を含めて類型提示

される場合も多く、その文脈での課題や提案等の記述では住まいの質の違いは捨象されている場

合が多い。 

・エンディングノートの普及活動は活発に実践されている。おおむね住み慣れた地域における ACP

の推進は今後の課題だと認識されている。 

 

（イ）一人暮らし、単独高齢者も含めて過ごせる環境づくり 

・現段階では、「単身になっても住み慣れた住まい、地域で最終段階まで住み続けられる社会環境づ

くり」に関する視点は今後の課題となっている。 

 

（ウ）有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅における看取りまで過ごせる環境づくり 

・有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、当地における在宅限界点を超えた人たちの入

所先として、一般には選択肢に入っていない。実際に立地もしていない。グループホームや特養

の入所待機期間中の生活の場として認識されている。  
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（２）Ｃ市（首都圏） 

①望む住まい、地域で最期まで過ごせる地域包括ケア推進 

・当市では「このまちで生まれ最期まで暮らすことが可能なまちづくり」の視点から住み慣れた地

域・住宅で、一人暮らしでも、認知症、重度要介護でも住み続けられる環境づくりの視点にたっ

た地域包括ケア推進施策を立案している。 

 

②一人暮らし、単独高齢者も含めて過ごせる環境づくり 

・生活支援体制の整備を推進するため「生活支援等体制整備協議体」を立ち上げている。同協議体

では、市民の生活支援コーディネーターが隣近所の日常生活の中で困っている高齢者等を発見し、

日常生活支援サービスを提供する支援システムを試行推進している。 

・この日常生活支援システムは認知症の方を含めた日常生活支援・見守りシステムである。 

・また、一人暮らしの高齢者も含めて、本人が望む場所で看取りを実現するための医療・介護提供

体制、地域支援体制の整備推進に関して、現在の課題、今後望まれる支援体制構築のために必要

な施策や取組を盛り込んだ「地域医療計画」を策定し、実現に向けて推進していくこととしてい

る。現在公表されている「計画案」（2019年３月段階）では、「本人の住み慣れた地域、本人の望

む場所で不安なく最期まで暮らす」ことができる地域の実現に向けて、以下の目標が提起されて

いる。このうち、特に「本人の意思確認」に関しては「近隣関係者（ボランティア等）」も参加し

た本人の意思の適宜確認と共有」があげられている。 

１．本人の意思の表出： 

・家族や医療・介護専門職に対する、早い段階からの本人の意思表出 

２．本人の意思の関係者間での把握と共有： 

・家族や医療・介護専門職及び近隣関係者（ボランティアなど）間での、本人の意思の適

宜把握かつ共有 

３．希望に沿った看取りの実施： 

・家族や専門職に対する不安を解消できるような情報の事前提供及び十分な理解 

４．提供体制整備： 

・本人が望む看取りを実現するための医療・介護提供体制及び地域支援体制 

・24時間対応のかかりつけ医 

・地域の身近な支援者 

・見守り支援体制  

 

・市民の方々が安心して人生の最終段階を迎えるにはどうすればよいか、看取りに関わってきた医

師やご家族とともに考えていただく為に、「人生の最終段階をどう迎えるか～在宅看取りの現場

から考える～」をテーマに３月に市民公開シンポジウムを開催した。 

・また、市は「居住支援施策庁内検討会」を開催し、住宅確保要配慮者に対する支援のあり方につ

いて検討中である。 

 

③有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅における看取りまで過ごせる環境づくり 

・現状では、「有料老人ホーム」や「サービス付高齢者向け住宅」における看取りの在り方に言及し

た課題や取組を提起した行政計画は策定していない。 

・市内には、有料老人ホームは５件、サービス付高齢者向け住宅（別法人が経営する「看護小規模

多機能居宅介護」が併設している。利用者のほとんどは周辺地域の住民）は１件が立地している。 
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・現状、市は、介護保険法の定める「実地調査」以外、これらの高齢者集合住宅の入居者の医療や

介護サービスの提供やそのサービスの質の確保状況について関与し情報を把握することは行っ

ていない。 
 

（参考データ） 

当市の実施した市民アンケート（平成 30 年 2 月実施）結果では、「人生の最期を迎えたい場所はどこですか？」

の設問に対する回答は、「自宅」（43.4％）、「わからない」（22.7％）、「ホスピス」（12.5％）、「特別養護老

人ホーム、介護老人保健施設などの介護施設」（6.6％）、「高齢者向けの住宅（サービス付き高齢者向け住宅、有

料老人ホーム等）」（6.6％）となっている。この結果に対して「自宅」「病院・緩和ケア病棟」「特養・老健・有

料老人ホーム等」の区分で考察されている。 

なおこの希望に対する実現可能性に対しては、市民全体では「可能」と回答している市民は２割強にとどまって

いることも注目すべき結果である。 
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２．有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅インタビュー 

（１）事例Ｄ：有料老人ホーム 

①運営形態 

・介護専用型有料老人ホーム。 

・特定施設入居者生活介護（一般型）。 

・職員体制について、看護師は３交替制、介護職員は４交替制をとっている。夜勤平均は５～７回

程度（介護職員）である。介護に関わる職員配置、人員配置は２対１と手厚くしている。離職率

は 10％程度と低い。 

②入居者特性 

・入居者の平均要介護度は 2.7程度である。 

・入居者には重度者が多いため、平均入居継続年数は３年前後だが、入居者の中には 15～16年、入

居している人もいる。 

・周辺からの入居は多い。家族に迷惑をかけたくないと、元気なうちから入居する人もいる。 

都内に子どもが住んでいて、呼び寄せられて入居している人もいる。 

・身寄りのない入居者は数名いるが、身元引受人（連帯保証人も兼ねてもらう）を立ててもらって

いる。入居時に遺品等の取扱方法も決めておく。 

③在宅～入居ステージ 

・入居経路は、病院、入居者紹介センター（民間）からの紹介、直接申し込み等である。元気な人

の場合は、本人から直接問い合わせ電話があり、見学に来る場合がある。 

・病院からの紹介で入居した人は、24時間看護が必要で医療的な対応が求められる場合が多い。看

護師が常駐しているため、対応できない行為でなければ受け入れる。人工呼吸器、点滴について

は、医療機関の訪問により、対応できるかで判断する。 

・ＡＣＰについて、会社の指針の説明し、看取りに関する同意をもらうようにしている。医療機関

から提供可能な医療についても伝える。 

④入居生活ステージ 

・介護保険サービスの利用を開始する際、ケアプランに署名できない人は、署名ができる人を探す

必要がある。身内がいない場合、成年後見人を立てる。自治体によって対応が異なるため、自分

達で判断せずに自治体と相談して進めるようにしている。 

・協力医療機関（内科往診）は２施設、入居者が個別にかかっている医療機関が３施設ある。他に、

歯科往診の歯科診療所が２施設ある。訪問診療で対応できず、定期的に通院している入居者は 10

名ほどいる。医療機関と連携する場合、365 日 24 時間連絡できる体制が整っているかを確認す

る。 

入所後、連携している医療機関を紹介しているが、今後、在宅で元気なうちからかかっている医

療機関を利用したいという入居者が増えると予想している。在宅にいた時から、一貫してみても

らうことができる。 

・外部のサービス利用について、医療機関の外来リハを利用している人や、私費で訪問リハや訪問

マッサージを利用している人がいる。事業所は、家族が見つけて、ケアマネジャーが提案するな

どしている。 
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・訪問販売は、移動パン屋にきてもらっている。個別の訪問販売等には対応していない。来所者は

受付で確認する。 

・入居者の相談対応について、ケアマネジャーが、全居室を訪問して、相談に応じている。家族の

話、ホームへの意見など、日々、聞いている。 

・救急車の対応は、月に３件前後ある。会社で緊急時の指針を作成している。 

⑤最終段階／看取り・看取り後ステージ 

・看取りの実施状況は、年に３～５名程度である（老衰や末期がんなど）。 

・看取りの時期に入ったとの医師の所見があった場合、カンファレンスや担当者会議の開催頻度を

上げる。１日に複数回、開催することもある。看護職員、介護職員、生活相談員で情報を共有し

ていく。家族がいる場合、心の準備のために連絡をする。施設に来てもらって、医師から医学的

な説明も受けてもらう。ケアプランは随時、変更していく。 

・看取り期の職員体制について、ケアマネジャーもしくは生活相談員のいずれかを必ず配置する。

交替勤務の職員と状況の変化を共有し、中心となって対応していく。 

・看取りに関して、家族に後悔してほしくないため、都度、電話で状況を伝えるようにしている。

家族に対するグリーフケアも大切である。 

・家族には「今、決めたことがずっとではない。気持ちは変わるので、いつでも言ってください」

と伝えている。死をいみきらうのでなく、本人や家族と一緒に、旅立ちの衣装を決めたり、看取

り期にあった部屋のレイアウトを相談したりする（看護師が動きやすい導線としていたものを、

ベッドを部屋の中心に置くなど）。 

・看取る中で、疼痛管理が必要な人もいる。24時間看護体制であるため対応できる。 

・看取りに対応する場合、職員には経験やスキルが必要になるとともに、手厚い人員体制も重要と

なる。最期は手と手のケアであり、寄り添うことを考える。 

・看取り期では、介護職員が力を発揮する場面は多い。 

 

（２）事例Ｅ：有料老人ホーム 

①運営形態 

・介護専用型有料老人ホーム。 

・特定施設入居者生活介護（一般型）。 

・職員配置は 2.5:1である。 

・行政との接点はあまりない。行政から地域ケア会議の案内はあるが、現状では参加できていない。 

・地域との接点は、近隣の保育園と協働でイベントを開催するなど、地域との交流を心掛けている。 

・利用者の家族と事業者側での運営懇談会を年２回実施している。参加率は５割程度である。 

・近隣に当住宅の競合施設がなく、駅から近いため、常に入居希望で待機しているリストができて

いる。 

②入居者特性 

・入居者の平均要介護度は 2.4～2.5 程度である。 

・入居者の前住地は、立地する当地の近隣の人が多い。 

・入居者 46名のうち、自立の高齢者は５～６名である。入居者の８割は女性である。 

・平均居住年数は３年程度である。 
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・入居の際の条件として、協力医療機関が入居者の主治医になることを求めている。仮に、入居前

からのかかりつけ医に、入居後も継続してかかりたい場合は、当協力医療機関のドクターコール

を使うことはできない。 

・また、入居時に胃ろうをしている人は入居していただいているが、鼻腔経管栄養や中心静脈栄養

（ＩＶＨ）の人は、対応できないことからその旨を申し上げて入居を断っている。 

③在宅～入居ステージ 

・身元引受人（成年後見人）は必須である。みな親族が引受人となっている。 

・ＡＣＰについて、本人の意思を確認している。 

・自宅での介護度が高くなると入居したり、肺炎や骨折で入院後、自宅に戻れないことから入居す

るケースもあるが、多くはない。 

・駅から徒歩４分と立地が良いため、遠方に住む子どもが訪問しやすいからと入居を希望する人が

多い。 

・駅に近いため、入居者が外出時に駅を利用することもある。 

④入居生活ステージ 

・月２回、内科医の往診がある。歯科往診は月１回で特定施設入居者生活介護の人のみである。 

・医療的な処置が必要になった場合は、ドクターコールを行う。救急搬送は１年で８件程度である。

基本的に、医師に相談して、救急搬送の可否指示をもらう。 

・入居者の相談は、生活相談員やケアマネジャー、事務員が対応している。 

・介護保険外のサービスとして、買い物の付き添いがある。お金の預かりは行っていない。 

・入居者は、レクリエーション、外出、食事等に関する要望が多い。 

⑤最終段階／看取り・看取り後ステージ 

・直近１年間では、６名を施設内で看取った。 

・有料老人ホームでは看取りは出来ないと思っている利用者・家族、病院関係者は多い。そのため、

利用者のみならず家族に対しても看取りの希望を聞くようにしている。食事、水分摂取状況に応

じて、家族に往診時に同席してもらい、終末期の説明をしている。 

・エンディングノートを作成する利用者もおり、延命についても折に触れて本人と確認を行う。認

知症の利用者の場合は、家族や身元引受人の意見を確認しておく。 

・必要があれば、部屋に医療機器を置くことがあるが、看取り期に、特別に体制を整えるというこ

とはしない。 

・現在、末期がんの入居者はいないが、末期がんの場合、疼痛管理に対応している。 

・身寄りのない入居者の場合、遺品は身元引受人に引き取ってもらう。引取手がいないなどして困

ったことはない。 

・会社で「看取り指針」（マニュアル）を設けている。職員に対して、年に２回研修がある。 

・職員のグリーフケアにも対応している他、メンタルヘルスの電話相談窓口も設けている。 

 

（３）事例Ｆ：有料老人ホーム 

①運営形態 

・介護付き（一般型）有料老人ホーム 

・特定施設入居者生活介護（一般型） 
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・1993年に開設した。自立から看取りまで対応している。チャペルを建物内に作り、葬式もできるよ

うにしている。 

・創業者が看取りまで行うことを固く決めて事業を開始した。「納得・満足・継続」を掲げ、質の高い

介護を行うことに力を入れてきた。 

・常勤職員は約 70 名、非常勤職員は約 50名である。職員の勤続年数が長く、特に５年以上勤続する

者が多い。看護師の一部は派遣職員である。 

・介護に関わる職員配置人員配置は 1.5対１以上と手厚くしている。介護職員の５～６割が、介護福

祉士の資格を有する。喀痰吸引の研修修了者も増やしている。施設に研修講師に来てもらうことで

まとまった人数が受講できるようにしている。介護職員に対する充実した研修制度、定着率の高さ

は業界でも高い評価を受けている。 

・医師の助けが必要な看取りまで対応するため、設立当初からクリニックを併設し、医師との連携を

密に行うようにしてきた。併設クリニックの医師は高齢者医療に対し関心の高い医師である。また、

看護師の配置も重視しており、認知症看護認定看護師が長年勤務してきた（現在は顧問として関与

している）。 

・クリニックでは、外来患者も受け入れている。併設クリニックは旧基準に従っているため、外来患

者はクリニック専用の外部入口から入るが、入居者は館内から直接クリニックに入ることができる

構造となっている。 

・地域包括支援センターにも営業に赴き、社会福祉協議会などの会合には参加するようにしている。 

 

②入居者特性 

・入居者数は 100 名程度である。うち半数は認知症である。 

・入居の問い合わせに対し 15％程度が入居に繋がっている。見学まで来てもらうと４割程度が入居に

結びつく。 

・最近は、紹介会社からの問い合わせが多くなっている。紹介会社は 40 社と契約している。その他

に、近隣の総合病院からの紹介もある。 

・入居者の８割が県内からであり、所在自治体や隣接自治体に住んでいた人が多い（３市）。開設当初

は県外からの入居もあったが、最近は地域密着となっている。 

・看取り期や医療ニーズの高い人の申込が多い。リハビリ（機能訓練）に力を入れている高齢者向け

住宅が少なく、好評である。 

・住民票は入居後も移していない人が多い。 

 

③入居までのステージに関して 

・介護付きのため、入居を急いでいる人は多い。 

・家族が見学にきて、家族の意思で入居が決まる場合が多い。気に入ってもらえたら、本人との面談

も依頼する。 

・生活相談員・介護職員を中心とした入居判定会を行う。入居判定会には看護師も参加し、看護面か

ら入居可能かどうかの意見も考慮し判定している。医療依存度が高い場合、事前に情報収集する。

対応が厳しい医療対応を求められる場合（人工呼吸器など）は断るが、ほとんどに対応している。 

・病院からの紹介の場合、病院のＭＳＷと連携し、退院時の病院でのカンファレンスには参加するこ

ととしている。病院医師の説明が不十分な場合があり、何度も病院へ赴いて説明を受けなければな
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らないこともある。 

・本人が意思決定することが可能な場合、本人と家族で意見が異なることもある。その場合、施設の

ケアマネジャーがリーダーシップをとって調整する。 

・入居を希望する本人や家族からは、重度化したり認知症が悪化したりしても、亡くなるまで入居し

続けられるかどうかということについての質問が多い。 

・入居に際し、連帯保証人は必須である。ほぼ入居者全員に、成年後見人がついている。身元保証会

社を紹介してほしいという依頼はあるが、信頼できる会社を把握していないため、当方からは紹介

はしていない。 

・契約前の面談の際に、救急時の病院への搬送や、延命処置について本人の意思を確認するが、入居

後、当初の考えは変化することが多い。入居後はそのことを考慮して対応している。 

 

④入居生活ステージ 

・入居者、家族を交えた、運営懇談会では、看取りに関するテーマも取り上げている。 

・家族、入居者に対して看取りに関する意識を調査している。看取りや亡くなることを考えたくない、

という家族が一定の割合で存在する。そうした家族の存在を早めに察知しておくべきだと考えてい

る。 

・住まいでの介護サービスについては、給付費の上限額以内で自由な選択が可能であるが、施設の介

護サービスの給付費は定額であることから、契約書や重要事項説明書だけでは、サービスに対する

理解を十分に得られることは困難で、家族からのサービスに対する要求に適切に対応するための仕

組みが必要だと感じる。 

・理学療法士や作業療法士を配置して、個別機能訓練に取り組んでいる（パワーリハビリマシンを６

台設置）。機能訓練を強化したことで、入居者増に効果を得られている。 

・開設当初、半分は二人部屋だったが、現在、大半を個室で利用している。 

 

⑤最終段階、看取り、看取り後ステージ 

・年間 20名程度の看取りを実施。退去理由は、死亡退去がほとんどである。 

・併設しているクリニックの医師が看取りに対応している。看取り期で状態が変化する中、家族にす

ぐに状況を伝えることができる。 

・家族の来館の都度、看護職員や介護職員、医師が家族に対して、入居者の状況を説明する。看取り

に対する方針などへの理解が得られれば、それに基づくケアプランを作成し、家族に対して、その

内容を説明する。 

・看取りの対応については、看取りのガイドラインがある。 

・家族によって、亡くなることに対する受け止め方は様々である。入居後、家族には看取りに関する

理解を促してはいるが、亡くなることを受け入れられなかったり、いざ看取りとなると延命を求め

る家族もいる。家族の気持ちの温度感を大切に、職員で相談しながら、対応方法を考えている。 

・併設クリニックの医師は、最終的な選択を家族にゆだねている。 

・家族に安心してもらって、家族と一緒に看取りに対して歩むことができたときや、家族が看取りに

間に合った時には、対応して良かったと感じる。 

・家族が、入居者が亡くなる過程を理解できず、必要ではない医療を求めたりすることがある。家族

が強くそのような医療を求める場合、止めることができない。 
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（４）事例Ｇ：サービス付き高齢者向け住宅 

①運営形態 

・サービス付き高齢者向け住宅。特定施設入居者生活介護指定なし。 

・看護職員は配置していない。夜勤職員は２名（訪問介護１名、住宅職員 1名） 

・協力医は１医療機関である（在宅療養支援診療所：医師は当番制）。 

・“地域との交流”を重視し、地域の子どもたちが立ち寄って集い、遊べる駄菓子屋とサロン空間を

設けている。地域の保護者達にも認知されている。 

・開設時、地域の地域包括支援センターにはあいさつに伺っている。 

・外出は入居者の自由。そのため入居者のストレスもなくそのことが入居者の予防につながってい

る。 

・月額費用は 16 万前後である。 

 

②入居者特性 

・入居者数は 10 人で、定員充足率は９割強である。 

・平均要介護度：2.09（要支援１人）。入居者の６～７割の方は認知症を発症している。 

・入居費用は約 16万円水準である（法人内の他の住まいは 22万前後）。 

・入居者の前住所地エリアは、周辺圏域からの入居者、遠方からの入居者半々程度である（子の呼

び寄せによる入居者もいる）。 

 

③在宅～入居ステージ 

・当住まいを見学し入居契約を結ぶにあたっては、以下の２つの要件を説明し、納得・同意した人

と契約する。最初は家族が当住宅を見学に来ることが多い。以下の入居要件について説明すると

「なんでもケアをしてくれる“施設”と思って見学に来た」と帰られる人もいる。 

①身元引受人、連帯保証人の２人を確保すること。確保できない場合は、民間サービスを紹

介する。 

②当住まいは、「人生の最終段階・看取りまで対応する住まい」であり、入居者ができるだけ

自律して生活できる住まいであること、最終段階では「穏やかな老衰死」を目指してケア

を行うこと。 

  ・当住宅では「入居した時から、その入居者の看取りに向けての対応は始まる」と考えている。入

居者が入居した当初から、平常時から、常に体調急変時にも的確に対応できる体制を組んでいる。 

・入居後、各入居者の「意向確認シート」を作成しており、それによると９割の入居者は「ここで

最期まで」と表明している。（なお、その後、病気等で具合が悪くなられた人の中には「病院へ入

院したい」と気持ちを変えられる人も全くいないというわけではない。） 

 

④入居生活ステージ 

・入居当初段階から、折々に、また本人と家族とのミーティングの中で、入居者の看取りまでの希

望や意向を確認し、職員間で情報共有している。 

・玄関にカギはついていない、いつでも入居者は外出できる。 

・駄菓子屋とサロン空間に来る地域の子どもたちと入居者の交流もある。 
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⑤最終段階／看取り・看取り後ステージ 

・看取り率は 78％である（当グループの全体平均より高い）。当住宅の所長（老人保健施設、特別

養護老人ホームでの長期の勤務経験を有する）のスキルによるところが大きいと法人本部は評価

している。 

・当住宅では「看取りは医療・医師が中心になるのではなく、必要に応じて訪問看護のサポートを

得て、介護職（＝日頃の入居者のことを把握している人）が看取りをする」理念（＝「ケアとし

ての看取り」）に基づいて実践している。 

・看取り期に入る前の段階から、入居者の体調とそれに適した医療的ケアの仕方について医師、訪

問看護師と情報交換をして、自然な穏やかな老衰死を迎えられるようなケアを実践している。 

・看取り期において、処置や対応に関して「判断」が必要な場面が出てくる。その「判断」の形成

には、「介護職、医師、訪問看護の対等な関係のチーム」における相談と判断形成が必要である。

介護職は「医師や看護師に相談する力」を研修受講や日々のケア実践を通して蓄えていくことが

重要である。（例）痰の吸引の実施。 

・当住宅では、“入居者が「自然な老衰死」を迎えられるような医療と看護、介護を実践する”とい

うことについて理解し、歩み寄っていただける医師と協力契約を結んでいる。訪問看護も同様で

ある。 

・最終段階での緩和医療が必要な入居者については当住まいの協力医（往診医）が担当する（仮に

他医療機関の医師がかかりつけ医の場合においても）。 

・看取り期に入った時点で、カンファレンスを開いて「夜間や緊急時、介護職はファーストコール

をだれがするか（医師、訪問看護、ケアマネジャー）」等を決めておく。 

・グリーフケアについて 

・看取った後毎に、担当職員集まった「否定しない、後悔しない、ほめ合う」振り返りを行う

グリーフケアを行っている。 

 

⑥その他 

・「特定施設入居者生活介護」算定の要件として、「看取り研修の実施」、「看取り指針の策定」等を

含めるべきではないか。 

・当住宅としては、「特定施設入居者生活介護」の指定をとるメリットがないので取得しない。地域

の訪問看護ステーション、通所介護や通所リハビリ等の介護サービス事業所、ケアマネジャーか

ら、個々の入居者に合った事業所を選んでカスタマイズできるメリットのほうが大きい。 

 

 

（５）事例Ｈ：サービス付き高齢者向け住宅 

①運営形態 

・サービス付き高齢者向け住宅。特定施設入居者生活介護の指定は受けていない。 
当住宅は、サービス付き高齢者向け住宅の制度発足時のコンセプト「自立～要支援の人向けの安

否確認、健康管理サービス、生活相談サービス付きの住まい」に基づいた住まいである。 

・戸数は 50 戸弱で、入居率 85～90%である。 
・装備は、全戸 25 ㎡以上、キッチン、浴室、トイレ、クローゼット、エアコン、床暖房を標準装備
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している。 
・協力医は、市内の１診療所である（当住宅に併設の訪問看護や看護小規模多機能居宅介護を運営）。 
・職員配置について、看護職は配置していない。生活相談員は日中２人、その他の時間帯は１人が

常駐している。生活相談員は、①入居者の金銭管理、②入居者本人と家族との調整・フォロー、

及び相談対応等の業務を行っている。 
・訪問看護及び看護小規模多機能居宅介護（当住宅の協力医療機関が経営）を併設している。 
・月額費用は計 10～16 万円程度である。そのほか入居時の敷金が必要である。 
・入居資格は、①単身高齢者、②60 歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている 60 歳未満

の者＋同居者（特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者）を入居資格として

いる。 
・自立段階から要支援の人を対象としている。「家族の手を煩わせることは申し訳、また、これから

も自分らしい生活を継続していきたい」「子どもがいない、ないし近くに住んでおらず、家事能力

等自立した生活がむずかしくなる将来の生活が不安だ」と思っている「自宅で住んできた一人暮

らしの人」や「夫婦で老老介護している人」向けの「病院と自宅の中間に位置する住まい」であ

る。 
・主な営業先は、地域包括支援センター、市役所担当課等である。 
・当社から当該市内の協力医療機関を探す中で現在の協力医である k 診療所に出会った。当社の事

業スキームを説明し、当事業に賛同いただいた。既存の訪問看護ステーションの隣接地に看護小

規模多機能型居宅介護を新設する計画を市に申請し、４年後に開設が決定された。 
・生活相談員等が入居者の介護保険サービスの要介護認定申請等各種の支援を行っている。 
・併設の看護小規模多機能型居宅介護事業所の運営推進会議には、当住宅の管理者が参加している。

そのほか、市社会福祉協議会の介護部会やケアマネジャー部会等にも参加している。 
・地域住民が自由に立ち寄れる場所として１階に地域交流サロンを設けて開放している。茶話会等

も実施している。 
・立地する地域での多職種との交流や連携は、市社会福祉協議会、地域包括支援センター等と連携

している。 
・当住宅の管理者が周辺自治会の会員になっている。 
 

②入居者特性 

・入居者の自立・要介護度について、自立・要支援が８割強、要介護が 1 割強である。現在、併設

の看護小規模多機能型居宅介護を利用している入居者が２名いる。 
・入居者の前住地について、当地の周辺圏域（半径３～５㎞）内）に住んでいた人がほとんどであ

る。戸建、マンションから住み替えた人が全入居者の約７割を占める。なお、当圏域に住んでい

る家族から呼び寄せられた人（いわゆる「遠方に住む親等の呼寄せ」）もいる。特別養護老人ホー

ム等入所施設の“入所待機”中の人はいない 
・入居者の家族の在住地について、当圏域内で住んでいる人が多い。 
・入居者の生計状況について、厚生年金と子等からの支援により、年間およそ 300 万円前後水準で

生活されている人が多い。 
・当住宅の居住上の特徴について、一部、自宅を元のままで日頃の住まいを当住まいにして、日中

は双方の住まいを行き来している人もいる。 
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また、夫婦で入居する場合も 25 ㎡の部屋を２居室契約して「趣味や就寝時間が違うので」各居

室で別別に生活する人もいる。また１居室をリビングやダイニング、１居室を寝室として利用す

る夫婦もいる。経済上のコストパフォーマンスから、将来一人になった際には、１部屋契約にし

ている。 
 

③入居までのステージに関して 

・週末に、本人が家族を連れて見学に来る場合や、家族が当住宅のホームページをみて見学にくる

場合が多い。 
・最初の入居申し込みの相談の際に、入居希望者やその家族が、当住宅を“特別養護老人ホーム等

の介護保険施設と同じサービス内容の住まい”と誤解されている場合も少なくない。 
・入居にあたっての決め手は、①夜間の安心感、②見守り体制、③相談に乗ってくれる等である。 
・入居契約の必須要件について、医療の同意及び介護サービス利用の同意を得る、死亡時の身元引

受けのための「身元保証人」、及び「連帯保証人」を確保することとしている。なお、家族親族等

になってくれる人が見当たらない場合は、「身元引受サービス」の利用を勧めている。 

 

④入居生活ステージ 

・食事サービスについて、昼食、夕食を申し込めば食堂または居室で利用できる。朝食は提供して

いない。食堂では地域の人を食事作りのボランティアとして募集している。 
・入居者の社会参加について、外出、外泊、家族の訪問は全て自由である。 

また、当事業所が地元自治体と協力して、入居者の社会参加支援として、地域情報を提供したり、

開催されるイベント活動の情報を入居者に提供し、入居者の地域への積極的な参加を支援してい

る。 
・事業者からの「入所施設への移り住み」を求める要件は、認知症の場合、行動抑制が必要になっ

た場合、常時介護、医療が必要になった場合である。 

・途中退居し住み替え先を探すにあたっては、当事業所からも、その入居者に合った住み替え先を

決められるような支援を実施している。（例）住宅や施設の紹介情報の解釈 
 

⑤最終段階、看取り、看取り後ステージ 

・当住宅内で入居者を看取った場合は、管理者が遺族に連絡する。 
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資 料 編 
 
 
 
１．資料１、２は、以下のアンケートの自由回答設問の回答記録である。 

○資料１：市区町村向けアンケート自由回答内容 

Q19①～⑥ 

○資料２：住まい向けアンケート自由回答内容 

Q16-2 

Q26-2 

Q44 

Q45 

Q47 

２．資料３、４は、本事業で実施した２種類のアンケート白票。 

○資料３：市区町村向けアンケート調査票 

○資料４：住まい向けアンケート調査票 
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